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(1)本部・ プロック事務所に

よる病院指導・支援機能の

強化

① 本部・プロック機能の強

イヒ

本部 プロック組織の役

割分担に基づく管理業務の

先案を図 り、とりわけプロ

ック事務所は、病院の事務

処理支援機能に重点を置い

た業務を行う.

また、本部 プロックの

営繕機能を見直 しプロック

業務の一部を本部へ集約 し

業務の効率化を図るととも

に、 lT推進室を常設組蔽

として業務 システムの最
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評価を行

第 2 栗務連宮の効率 化に関す る目標 を運成す るため に とるべ き措置

効率的な業務運営体制

本部・プロック事務所による病院指導・支援機能の強化

① 本部・プロック機能の強化

1.本 部機能の強化

5部 1室 14凛体制で、月次決算、年度計画、増員計画、投資計画、労務管理等の管理業務を実施するとともに、平成
21年度に内部監査を担当する専任職員を配置した業務監査室を新設し、管理業務の強化を図つた。
また、引き続き、全国規模で調達することが効率的である医療機器及び医事会「 Iシ ステムについて共同入札を行 うととも

に、HOSPmetの 運用管理などを担うIT推進室の設置、日立病院機構の雄設・整備に係る企画部門 (施 設整備企画室 )

と殷‖部門 (施設整備設II室)を設置するなど、全口規模て行うべき病院支援業務の充実を図つた。

なお、平成22年 4月 には、本部内の研究腺の組織を見直し、臨床研究の総括、治験の推進、診療情報の分析を行う総合
研究センターを設置し、全国規模で行うべき病院支援業務の更なる充実を図ることとした。

さらに、部門,1決 算の実施及び各病院の月茨評価会の状況把握に努め、経営管理指標、委託費等契約実績の比較、並びに

改善事例の取りまとめを行うなどにより問題点を把握し経営改善BI面の参考にした。

2 プロック事務FJl機能の強化
1部 4課 (室)体制で、病院議員の募集・採用・異動、教育研修、医師・看護師のプロック内病院への派遣、全国規模て

の

“

逮が国難な検査試薬や医療材料などの共同入札、看譲学校入試事務、経営指導、営籍業務などの病院の支援業務を実施
した。

3.個別病院毎の経営取薔計画 (再生フラン)の実施及び支援 (第 2の 2の 3参照)

平成 20年 3月 末に本部において承認した中期的な個別病院毎の経営改善計画 :58病院 (再 生プラン)について、毎月
の月次決算において、各病院の経常収支、一日平均入院患者数、患者一人当たり入院診療額について、平成 20年度実績及
び平成 21年度計画との比較を行 うなど、その遺抄状況の確認を行つたところであり、計画最終年度となる平成 22年 度に

おいても、引き続き、個

"l病

院における収支改善に努める。

また、平成 21年度において、本部及びプロック事務所の専属チームが、経営手腕を発揮 している院長及び副院長等とと

もに、年度計画に対して経常収支が著しく下回つている病院等への個別訪問 (延 ぺ 9病院)を 行 うなど、収支改善に努めた.

さらに、 12月 には運営費を短期借入金で賄っているなどの 13病院を本部に招集し、理事長等本部役員と病院長及び事

務椰長との経営改善に関する意見交換会議を行つた.

※ 経常収支が平成 21年度計間を達成した病院 37病院

経常収支が平成 21年度,+百 を下回った病院 21病院 (う ち、前年度実績を上回つている病院 11病院)

:再生プランの具体的な取組み】

※ 本部・プロック事務所の体制

本部及びプロック事務所に専属チームを設置し、さらに病院長、轟1院長等を本部特理,顧 間として委嘱
・本部特,1願 問 (再 生プラン担当) 19名
・本 部 再 生 プ ラ ン 専 属 チ ー ム 22名

プロック事務所再生プラン専属チーム 71名

※ 再生プランに関する会議の開催                        ´

・ NHO基 本戦略プロック会議 (平成 21年 7月 開催)にて、経営改善への取緯を各病院に対し周知 (6プロッ

クで開催)

・再生プラン意見交換会議 (平成 21年 12月 7日 開催) 対象病院 :13病院

【説明資料】

資料 74:中期的観点からの個別病院の窪営改善について [349頁 ]
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② 効率的な管理組織体制

本部と6プ ロック (仙 台、

東京、名古屋、近畿、広島、

福岡に所在)体制による効

率的な管理業務を第 1期 同

様に継続する。

また、営繕業務について

は、より効率的な業務運営

を行 うため組織体制の見直

しを行う。

②  効率 的な 管理組織体倒

1.6プロックによる効率的な管理柴務の経続

本部と1ヒ 海道東北、関東信越ド東海北陸、近畿、中国四目及び九州プロックの6プ ロック体制を維持しつつ、管理体制の

充実 。強化、全国規模やプロック単位で行うべき病院支援業務の充実 。強化を回り、国立病院機構全体の事務職員の効率的
配置を行つた。

また、本部・プロック事務所の職員数を平成 20年度末の291名 から288名 に見直し、更なる効率化を回つた。

2.営縄業務運営の見直し

営繕業務については、本部の施設整備部門にういて、企百部門 (施設整備企画室)と 設計部門 (施設整備設計室)に 区分
し、これまでの施設・整備の設BI・ 童工や維持保全に関する業務に加え、施設・整備の企画立案や口査研究などを行 うもの

としつつ、プロック事務所の施設整備部門については、経営部門と一体となった支援を行う体網とし、全体として組織の効

率化を図 り、病院支援業務の充実・強化を国つた。

また、施設整備業務の現場における工事の監理等を通して、適切なスケジュール管理を図るとともに、品質等を向上させ

る観点から、平成 20年度に31き 続き、大規模建替病院の 2病院 (埼 玉病院、横浜医療センター)について、営籍の専門職

貝 4名 (各病院 2名 )を配置し、工事監理業務、病院内の調整業務及び本部との連絡
=整

業務を行った。

3.田憲公務員の再就職者が就いているポストの見直し

(1)役員の公寡

平成 21年度末て任期満了となり改選期を向かえた国家/At務員再就職者が就いていた 3つ の役員ボス トについて公募に

より後任者の選考を行った。

※公募を実施 したポスト

理財担当理事、労務担当理事、非常鋤理事

② 嘱託ポス ト

嘱託ポス トは設置していな,、

0)非人件費ボス ト

非人件費ポス トは設置していない。

ョIIII[:「 ili::til
の円薔化と専任摯員の●■をtrl

また コンプライアンスの餞

に,,る取腱の推道を図るため

各組織における取組の強イヒ (法令

違,状況の■2方法の■立)を行

うことや■貝への周
" 

研修会の

③ 内部統制の充実

内部統制の充実を図るた

め、本部内組織を見直 し、

内部監査、■連 (契 FIコ査

等)を実施する組織の明確
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査 、会 ,十業務に関する犯罪、非違及び事故の相査及び処理、コンプライアンスヘの対応につぃて実施。         |

※業務監査室の体網―室長 1、 監査専門職 3、 係長 1、 係員 1

C)本部において、各病院の契約事務の透明性・公正性 競争性を確保するため、また、各病院の経営改善を促進するため

新たな組織 として「調達契約係Jを設置 (平成 21年 4月 ～)し 、契約事務に関して各病院‐ヽの指導や契約調査のとりま
とめを行 うとともに、医薬品共同入札に保る変更契約や物品購入に係る市織化テストヘの対応について実施.

内部監薔

独立した内部監査部門の設置により、実地監査についてF■、原則として、業務監査室を筆頭にプロック事務所が同行する

体制を確立し、実地監査の標準化による品質管理を行った。
ま

^、

業務の適正かつ能率的な執行を図るとともに会計処理の適正を期すことを目的とした内部監査掛日では、昨年度の

重点項目に、「診療報ヨ管理に関する事項J、
「運営費交付金の管理・執行に関する事項Jを追加し、書面及び実地による内

部監査を効率的に実施した。

(平成 20年度重点項目)

「契約、支払、収入管理、債権管理、投資効果、現金等の管理、コンプライアンスの推進に関する事項、個人情報保護
法に関する事項、医療安全管理に関する事項、給与、勤務時間管理■に関する事項J

(平成 21年度重点項目,

「契約、支払、収入管理、債権管理、投資効果、現金等の管理、コンプライアンスの推進に関する事項、個人情報保譲
法に関する事項、医療安全管理に関する事項、給与、働務時間管理等に関する事項、診療報酬管理に関する事項、運営費
交付金の管理・執行に関する事項』

(1)書 面監査

各病院において自己評価チェックリストに基づく自己87● を行い、自己評価の内容について書面による監査を実凛。
(実施数) 本部 (1饉所)、 全プロック事務所 (6饉所)及び全病院 (144病院)に対して実t

実地監査

平成 19～ 20年度に実地監査を行わなかった病院のほか、外部監査機関の監査結果、監事や会II監査人からの意見、
会計に関する非違行ら、書面監査の実施状況等を踏まえ、本部、各プロック事務所が必要と判断した53病院を対魚に
案襲による監査を‖吼

なお、「独立行政法人の契約状況妹 検 。見直しについて,(平成 21年 11月 17日 閣議決定)への対応から、平成
21年 12月 に設置した契約監視委員会による点検 。見直しを優先し、実地監査を予定していた 15痢院は、平成 22年
度以降にII目することとした。

(実 施数) 144病 院中、 38病院に対し実施

(主な指摘事項)                                 .
・契約書に契約解除及び賠償金銀行遅延、餃合●)の条項が盛り込まれていない
・会計伝栞作成から支払い確認に至るまでの内部牽籠が不十分
・収納担当者の指名が行われていないなど、業務が適正に管理されていない



●.コンノフイノンスの爾疇
コンプライアンスの推進を図るため、各病院等のホームベージや院内の掲示によリコンプライアンス推進の趣旨について

取う1業者等‐ヽの周知を行つているところである。また、派遣業者及び受託業者との契約に当たっては、契約書尋において、
業者から派遣労働者等へ周知し、病院等へ宣誓書を提出する旨を明記することとした

^

なお、本部において法令道守状況に関する自主点検チェックシー ト (マニュアル)を作成し、平成22年 3月 に文書によ

り各病院等の職場内における四半期毎の自主点検に取り組むよう周知徹底したところである。

I説明資料】

資料75:平成21年度内部監査槙要 [352頁 ]
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(2)弾力的な組織の構築

① 院内組織の効率的 弾
的な構築

これまでの運営状況も踏

まえつつ各病院に係る地域

事情や特性を考慮 した、よ

り効率的な体制とする。

IE餞運営の方針

翻院長複数網の導入

こ1院長複数憫や特命凛

院長を病院の機能・役徹

に応 して設置する。

②

(2)弾力的な組織の構築

① 院内組織の効率的・弾力的な構築

病院内の組織については各病院の地城事情や特性に考慮した体制 とした。

診療部門

診療部門の線繊体系につい

`は

、部長数及び匡長数は部T数や地域事情を季慮した組織で、効率的・弾力的な組織体制と
した。

“

務Brr3

収益と費用を一元管理する企画課、庶務及び労務を司る管理凛の 2凛体需で効率的な体制を維持した。
また、病床規模に応した事務部門の見直しを検討 し、平成 22年度期首に事務部長‖から事務長劇に 3病院が移行した。
なお、平成 22年 3月 の西札幌病院と札幌南病院の統合により、事務長制病院で△ 1と なつている。

平成 21年度 平成 22年度期首  差 引
・事務部長

"    113病
院    110病 院  △ 3病 院

・事務長制      31病 院     33病 院  +2病 院 (統合による△ 1)

臨床研究88P,

1.

暉床研究部門の組織体系について、研究実績による17価を元に組織の見直しに着手し、平成22年度期首に出床研究セン
ター 10か所 (平 成21年度期首 10か所)、 臨床研究部62か所 (平成21年度期首61カ 晰 )の体制とした。

② 組織運営の方針

ア 副院長複数制の導入

副院長の役割と院内での位置づけを明確化し、平成 20年度までの 5病 院 (仙 台医療センター、東京医療センター、まつも
と医療センター、名古屋医療センター、大阪医療センター)に加え、平成 21年度新たに、北海道医療センター及び具医療セ
ンターの 2病院で副院長複数制を導入した。

また、機能に応 して特命事項をfEう El院長を、平成 20年度までの 5病 院 (西札幌病院、福島病院、医
=病

院、名古屋医療
センター、大阪医療センター)にカロえ、平成 21年度新たに、浜田医療センター及び九州医療センターにおいて設置し、病院
経営 。地域医療連携、看議師確保の特命事項にそれぞれ取り組んでいる。

なお、特命副院長を設置していた西札幌病院については、平成 22年 3月 の統合により魔上している。
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地域医療との連携強化を図るため、全ての病院に地域医療連携室を設置し、平成 20年度までに 117病院で専任の職員

(303名 )を配置した。平成 21年度において、新たに 12病院で専任の職員を配菫し、 129病院で専任の■員 (361
名)の配置を行い、紹介率等の向上を回つた。

紹介率         平成20年度
20%未満         13病 院
20%以上40%未満    37病 院
40%以 上60%未満    52病 院
60%以上80%未満    35病 院
80%以上          8病 院

逆紹介串        平成20年度
20%未■         22病 院
20%以上40%未満    57病 院
40%以上60%未満    42病 院
60%以上80%未満    12病 院
80%以上         12病 院

専任教育担当師長

平成 19年度     25病 院

平成 20年度     45病 院

平成 21年度     68病 院

平成 21年度

11病院 (△ 2病 院)

32病院 (△ 5病院)

53病院 ( 1病 院)

41病院 ( 6病院)

7病院 (△ 1病開

平成 21年度

19病院 (△ 3病開

52病院 (△ 5病 院)

50病院 ( 8病 院)

13病院 ( 1病 院)

10病院 (△ 2病院)

ウ 医療安全管理部 門の強 化

リスクマネジメントヘの取総の強化を図るため、すべての病院に医療安全管理室を設置し、平成20年度までに141病院

で専任の議員を配置した。平成 21年度において、新たに 3病院で専任の職員を配にするとともに、平成 22年 3月 の面札幌

病院と札幌南病院の統合により、 143病 院で専任の職員を配置し、各病院における院内での報告体制や責任体制を明確化 L
ている。

工 看護部 門の体 制強 イヒ

病棟部門には必要な職員数はすべて常勤職員で配置し、外来部門には看護師長等の管理者などの常勤職員は配
=す

るものの、

短時間の非常働lL員 の確保が可能である場合は外来受付時間や外来診療時間帯に合わせた非常勤職員の配置を極力行 うなど、

サービス水準の維持を図りつつ、病棟部門 外来部門の連携を行うなどの効率的 効果的な運営を目指した看譲師配置とした.

また、看護師のキャリアパス制度の充実のため、専性の教育担当師長、認定着護師及び専門看護師を配置し体需整備を図つ

た.

認定看襲師   専門看議師

81病院  186名   4病 院  4名
86病院 253名   4病 院  5名
94病院 313名   6病 院  7名

病床漬榛や械唸に応じて事務

"晏
的な退古体制とする.

■饉

“

■ (漱青担当)のこ■

をlTい  新入■■

“

の教

'や
市

4な人材●成をし ■に離摯防

また、病院に凛員のa'■
'を口るよ,研修都ヌは●■研修

=を
■■するとともに ■鑽
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ィカル●種 を含んだ籠凛体翻の

構機を検討 し 人材ヤ咸体IIの

事務部門の改革

事務部門については、

引き続 き企画部門と管理

部門の 2課体制による効

率的・ 効果的な運営体制

とし、病床規模や機能に

応 して組織体制の見直し

を行 う。

力 人材育成、教育研修機

能の強化

看護職員籠力開発プログ

ラムに基づく系統的な教育

を行 うため、看護師長 (歓

育担当)を増やし、新入看

護ntの 歌青や有為な人材育

成を充実させるとともに、

新卒者の離職を最小限にす

ることを目指す。新たな卒

後研修制度のモデル的導入

に着手する。

また、各病院における医

療職員の徴青研修を充実さ
せるため散育研修部又は教

育研修室を投置するととも

に、事務職も含んだ組織体

制の構築を検討し、人材育

成体制の強化に着手する。

不 サ妨前 rlの曖早

企業会計原則に基づく的確な経営状況の把握、経営状態を踏まえた適正な運営、経営戦略の立案にあたる企画課と、庶務及

び労務を司る管理部門にあたる管理線の 2凛体‖での効率的な組織体制を維持 した。

また、部門
'1決

算を実施し、各部門毎の経営状況の把握を行つた。なお、事務職については、診療報酬請求事務″)改善を図

るなどのための医事専門職の複数配■ (平成 20年度 5病院→平成 21年度 24病院)や、DPC対象病院等 のヽ診療情報管

理士の配置 (平成 20年度 65名→平成 21年度89名 )な ど、重点的な配置を行っている。ただし、その大半は、再配置に

より行い、平成 20年度 2. 574名 →平成 21年度 2, 575名 とした。

さらに、平成 21年度においても引き続き、医事業務研修 (受講者 127名 )を 実施 し、病院経営における医事業務の重要

性を理解させるとともに、診療部門に対しt経営的な視点から徹極的に提言を行える人材の育成を図つた。

力 人材育成、教育研修 機能の 強化

1 キャリアパス制度の充実 (再掲)

平成 18年度より運用している「日立病院機構看護議員能力開発プログラムJに より、新採用の 1年 目から5年目までを

目安に段階的に看議実践能力を習得出来るよう教育体制の充実を図つている。

また、日立病院機構の看護部門をよリー層魅力的なものとするため
'日

立病院機構における看護師確保に関する検討委員

1 会」において検討した次の施策を引き続き平成 21年度も実腱し、キャリアパス制度の充実を図つた。

|(1)専任教育担当師長の配置



① 研修期間    平成22年 4月 1日 ～平成 23年 3月 31日 の1年間

の 研修実施施設  仙台医療センター 及び 大阪医療センター

① 研修参加人数  仙台医療センター :4人  大阪医療センター :4人
④ 研修内容

r看護種員能力開発プログラムJの新人コース (1年目)の 目標を連成できる内容とし、院外研修においては

重遠心身障害等¨ 護の特殊性について学ぶ

⑤ 指導方法   '
実習指導者講習会を修Tしている看議師が指導にあたるものとし、看護実践能力向上を目指して指導する

⑥ 指導体制

研彗の管理運営責任者、調整役、研修運営のリーダー、直接指導者等指導体網φくりを行う
⑦ 看護実践能力の評価

1カ所毎の研修終了時に、■護実践能力の調達度について、自己評価及び指導者等の面接を行い他者評価を実施
する。研修修了に藤しては、研修日程の 10分の7以上受講していること、看護実践能力の調達度をクリアしてヽ

ることを必要とする。

③ 卒後研修制度の評価                            
｀

1年間、卒後研修制度をモデル的に実施し、本稿度の目的を達成できた力洒 かを明確にし、評価結果については、
機構の全施設に情報発信する

2.敏育研修部及び教育研修室の設置
病院における教育研修機能の強化については、事務職 も含んだ組織体制の構築及び人材育成体制を強化する足掛かりとし

て、平成 21年度新たに、教育研修部 2病院、教育研修室 1病院を設置し、累FIで 教育研修部 24病院、教育研修室 10病
院となった。

:説明資料】

資料 76:複数

"副
院長の設置状況 [356頁 ]

贅料 77:専任の議員を配置した病院 [358頁 ]
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議員配置

各部門の職員の配 Eにつ

いては、引き続き各職員の

職務と職責を考慮 し、非常

働職員 も含め業務量の変

`ヒに対応 した柔軟な配口と十

る.

引き続き、職員一人当た

りの生産性指標に若目し、

職員配置の見直 しを進める.

(3)職 員配 量

1 業務目の変化に対応した柔軟な配置

管理部「1● 各部門において、常勤職員と非常働職員 とによる業務量の変化に対応した柔軟な配置とした。

病棟部門

痢棟部門には必要な職員数は全て常働職員で配口した。
また、平均在院日数の短縮によ|、 上位基準が取得可能な病院及び特定集中治療室などの施設基準が取得可能な病院に

は必要な人員を配巨し、収支の改善を図つた。

(2)外来部門

外来部門には■護|1長等の管理者などの常●l職 員は配置するものの、短時間の非常働職員の確保が可能である場合は外
来受付時間や外来診療時間常に合わせた非常鋤職員の配置を行つた.

(3)青児短時間勤務

青児休業法に定める育児短時間勤務を平成 19年 8月 に導入し、第二期日立病院機構一般事業主行●l計画等により職員
日ヽ知したところ、平成 21年度は、189名 が取得した。

平成 20年度 107名  ― 平成 21年度  189名       
｀

2.技能聴常勤職員の離職後の不補充

技能職については、平成 21年度において 142名 の中1減 を計画のところ、これを上回る198名 の純減を図った
^

これまでの削減状況

平成 16年度  純減数

平成 17年度  純減数

平成 18年度  純減致

平成 19年度  純減数

平成 20年度  純減数

258名
211名
236名
263名
239名

純減率 7 2%
純減率 5 9・/.

純減率 6 6%
純減率 7 3%
純減率 6 7%

計    純減数 1,405名 /H16'期 首3.587名 )

3.その他のアウトツーシング

(1)検査部門におけるプランチラポの実施

平成 20年 度までに導入した埼玉病院、字多野病院、長崎川棚医療センター、東京医療センター、舞鶴医療センター、
大阪南医療センター、四目がんセンター及び高松医療センターの 8病院で引き続き実施 した。

また、平成 21年度新たに北海道医療センターで導入した。

(2)給食業務の全面委能の実施

平成 20年度までに花巻病院、札幌南病院、東京医療センター、小諸高原病院、宇多野病院、舞鶴医療センター、浜田
医療センター、佐賀病院及び菊池病院の 9病院で引き続き実施した。

また、平成21年度新たにあきた病院、まつもと医療センター及び九州医療センターで導入した。なお、平成 22年 3

月の西札幌病院と札幌南病院の統合により札幌南病院を廃上したため、 11病院で実施している。

I説明資料】

資料78:平成21年度増員のうち特定集中治療室等の新設・増設に伴うもの [662頁 ]

資料79:技能臓員職洛別在職状況 [3o3責 ]
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平成 20年度より全常勤

職員へ導入 した業績評価

"度について、評価結果を踏

まえた議員の給与等への反

映を実施し適切な運用を継

続する。

(4)職員の案績評価等の適切な実施

1 全職員への薫組ll価の実施

年俸

"職
員

平成 17年度オヽら年俸制を適用している院長及び副院長● (医長以上の医師 約 2, 500人 )について、前年度 (平

メ 20年度)の各個人の業紋及び各病院の医療面・経営面の評価を実菫し、平成 21年度の年俸に反映させた。

0)役職職員及び-11職員

平成 17年度から全ての管理職 (年 体制以外 約 4, 000Ю に実施している業績評価について、平成 21年度も継
続し、賞与に反映させた。

また、平成 20年度1ヽ ら一般職晨 (約 43, 000人 )に 実施している業績評価について、平成 21年度も織続し6月

及び 12月 の賞与に反映した。
さらに、全ての常勤囃員へ業績評価H度が整ったことに伴い、平成 22年 1月 昇I.6において (副 院長等の年俸

"職
員に

ついては平成 21年 4月 昇給において)葉績評価結果を反映させた。
評価結果の異議については、業績評価のプロセス及び評価結果に関する公平性を確保するとともに業績評価欄度に対す

る信頼を高めるため、コミュニケーションによる解決が回オヽPIIい 場合に、院内にお力・れた合議体により解決を回る苦情処
理制度を平成 20年 11月 に導入し、平成21年度は次のように運用されている、

(平成 21年 4月 ～平成 22年 3月 までに提出された異議 26件に対し)

コミュニケーションによる解決   17件
合議体による解決 9件

(3)職員アンケー トの実施

平成20年 4月 に導入し、年体制職員以外に適用している薬績評価需度に関し、評価者及び被評価者を対象としたこれ
までの運用状況に関するアンケー ト調査を平成 22年 4月 に実施することを決定し、業績評価制度及びその運用の向上・

充実を回つていくための施策を講することとしている。

“

)評価者としての資質向上のための施策

評価者としての評価基準 (評 価のものさし)の質を向上させるため、評価者に対する外部業者による研修は平成 21年
度においても継続して実施し、新たに評価者となった職員約 500人が受講したはか、幹部看護師研修、看護部長等会議
などにおいて、評価者としての留意事項を伝えることにより、評価者としての質の向上に努めている.

【説明資料l

資料80:病院評価の方法について[364頁 ]

平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績
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(5)監事監査、外部監査等の

充実

① 監査法人等を活用 したチ

ェック体網の強化

独立行政法人評価委員会
の平成 20年度までの実績

に対する評価結果を、平成

21年度以降の病院運営に

反映させるとともに、31き

続き全病院において監査法

人による監査を実施する。

(5)監事監査、外部監査等の充実

① 監査法人等を活用したチェック体制の強化

1.評価委員会による評価の周知徹底

独立行政法人評価委員会の平成 20年度実績に対する評価結果及び中期目標期間の業務実績の評価結果についてlt、 日立
病院機構のホームペ

=ジ
等で各病院への周知を行 うことにより病院運営に反映させるための意識付けを行った.

2.会計監査人による病院監査の実施

(1)現地藍査

本部及びプロック事務所並びに全病院 (う ち重点監査 50病院)を 対象に、 1病院あたり1回の会計監査を受け、会計
処理等の指摘事項を踏まえて業務改善を図つた。

(2)ITの 利用に関する統襦状況の評価

平成 21年 度 に更新 したHOSPnetの 統制評価 (旧 システムなら新システムヘの移行デー タの検 肛)及び医

=会
計

システムの統欄舗  (lD・ パス7-ドの管理状況等について全病院を対象とした書面調査、20施設を選定した施設監
査)を受けた。

3.会計制度に関する説明会の開催

(1)一般簿記研修会

全病院の会計業務に携わる管理者及び人事異動により初めて会「 I業務に携わる職員 を対像に、簿記の基本的な仕組み等
について理解を深め、会計処理業務における管理者の内部織制の質的向上を目的に、全国 8苗所で研修を行った。 (受 講
者数 233名 )

(2)習篤簿記研修会

各病院の日常的な会計処理の中から特に■姜であり、注意を要する医事業務、固定資産管理に関する会鮮処理について
理解を深め、さらなる会II処理の習熱を図ることを目的に全病院の会計案務に携わる職員を対象に、全国 8簡所で研修を
行つた。 (受 講者数 288名 )

4.会計監壼人からの指摘

会II監査人の実地監査において発見された業務上の改善事項や内部銃網に係る指摘事項は、適時に本部に報告される。こ
れらを本部において集計・分析した結果を、各病院にフィー ドパックすることで業務の改善及び適正な会RI事務等の遂行に
役立てている。

(指摘例)

・ 購入手続きについて、業者への発注・納品検収・疇賃警理システム上の納品処理等にかかる購買手続一連の乗
務を分離することなく契約係が一人で行つている。

・ 小口現金の実査が日々行われていない。

151諸霧::::蓋:][:甕:i:聾:li[量 :[i首
労著呈蓋悪義鼻趣彗≧裏せF奮金

:お
糖二r



② 菫子●籠との運摯0強化

黎約事笙の■
=性

を担躁するた

めに、監
=と

“

務して蒙き打ち監

=を
実儀する.■ た ●■腱●●

蔵果 を活用するなど ●tr菫
=に

おいて,監 事機能とのXなる連携

② 監事機能との連機の強化

契約事務の適正性を担保

するため、引き織き監事と

連携して抜き打ち監査を実

施する。また、監事監童の

結果を活用するなど、内部

監査において、監事機能と
の更なる連携を図る。

1.舶 駐                           '

平成20年度において実施した監事との 臨時 (抜打)監査について、更なる連携強化を回るため、新た

を策定し、 14病院の内部監査 (抜打)を 計H.
また、契約に関する監査に加え、抜打手法が最も有効と思われる現金等の取扱いに関する監査についても拭行的に実施.

なお、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて,(平成 21年 11月 17日 閣議決定)への対応から、平成 21
年 12月 に設置した契約監視委員会による点検・見直しを優先 し、実地監査を予定 していた 5病院は中止とし、
し実施した。

(実施敷) 9病 院に対し実施

(主 な指摘事項)

・審査対象となる契約が契約審査委員会に詰られていな 、ヽ
・病院金庫で職員互助会●による現金の保管が確認された。

0 外田
"う

の.t月

日■E環 悴
'I●

ヽ喘等のお廃

■価彙を■院議を中期目擦の鶴||

中に平成 20年魔末の 46"廃 か

③ 外部澪価の活用

先行事■lの把握や情報提

供を通 して、日本医療機能

lT h機 構の病院評価受書痢

院数尋の増を促す.

平成 21年度については 5病 院が受審 し、3病院がIB定 され、合計で49
府院となった。

また、NPO法 人事後臨床研修評価機構においても2病院 (名 古屋医療センター、長崎医療センター)力
`評

価認定されて,

る。 (全評価認定61病開

【日本医療機能評価機構の日定病院歎】
平成20年度 46病院 = 平成21年度 49病院

:説明資料】

資料81:日 本医療機能評価機構の認定病院一覧 [375貢 ]



(6)再■咸奮薔守0実

“

に綺

“

合が予定されている,件 を

その饉者に留tしつつ着事に集綺

するとともに ,る 1件 について

も

“

合に向けた●囁を行う。

(6)再編成業務等の実施

1日 日立病院・療養所の

編成業務について ,ま、

22年 3月 を目途に

を進めるとともに、引き

き残る1ケースについて

象病院の経営に留意しつつ、

平成 26年度統合に向け

設計に着手する.

1.北海道医療センターの設置 (平成22年 3月 lB統合)

平成 22年 3月 1日 に西札幌病院と札幌南病院を西札幌病院の地で統合し、神経・筋疾患、成育医療及び免疫異常に関す
る高度で専目的な医療、がん、循環器病等の専門的な医療、第二次救急医療、災害時の診療支援等の機能を備えるとともに、
臨床研究、教育研修及び情報発信の機能を備えた麓段として、北海道医療センターを開設した。

2.薔通寺 香川小児 (平成 26年度統合予定)

香川県地域医療再生計画において、香川県中讀医療田を含む県西都地域の安定的な救急医療体網の確保を回るために、

通寺病院及び香川小児病院の統合新病院に、NICU、 MFICU、 C C tl及 びポス トNICUの 増床整備が計画さオしたこ

と等を踏まえ、平成 21年 3月 に公表した基本構想を見直しt同年 12月 に公表 した。

また、平成 26年度に善通寺病院の地に整備する統合新病院の基本設計に着手し、平成 22年 5月 に統合新病院の整備

針等を明らカヨこした基本計画を公表 した.

【説明資料l

資料82:北海道医療センターパンフレット [376頁 ]

資料83:統合新病院 (善通寺 香川小児)の基本計画 (概要)について [380頁 ]

Inの 保 ホ    l
I評

“

項日8 勁年的な業務■告体

"l

日 己 計 モ     :     A      l

(総 合的な評定)

本部 。プロック事務所の職員数を平成 20年度末の291名 から288名に見直し、

中期計画を達成 した。

地域医療連携室への専任職員の配置については、平成 21年度末に新たに 12病院
に配置し、すべての病院への配置に向けて着実に進展している。

医療安全管理室への専任職員の配置については、平成 21年度末に新たに 2病院に

配置し、すべての病院への配置に向けて着実に進展している.

本部及びプロック事務所並びに全病院を対象に、会計監査人による会「 F監査を実施

しており、中期計画を達成 した。

日本医療機能評価機構の病院評価受審病院数は、平成 21年度末に新たに 3病院が

認定されており、中期計画の達成に向けてを実に進展している。 図られ、効率的な管理業務が継続されている。

[数値目標]

機構本部 プロック合計の職員数について、291
名から288名 への見直し

(平成 20年度末   291名 )

本部・プロック事務所の職員数を平成 20年度末の 291名 から288名に見直し

た。 (業 務実績 77責参照)

ど、内部続嗣の強化が進められてお り、評価できる。

会計監査人による会計監査の結果等を踏まえて、書面監査 実地監査を行うだけ
でなく、新たに内部監査鮮面を策定して、監事とも連携して臨時 (抜打)監査も
行っていることは評価できる。                _

すべての病院の地域医療連携室に専fEE員 配
=(平成 20年度末 117病 院)

144病院中 129病 院の地域医療連携窟に専任職員の配置を行つた。 (業 務実績
81買参照)

われているほか、会IIに ||する研修会 も適宣行われている。
21年 4月 から本部において

'業
務監査室J及び「コ違契約係Jが新設され、コ

。す‐`ての病院の医療安全管理室に専任職員配置

(平成 20年度末 141病 院)

144病院中 143病 院の医療安全管理室に専任議員の配置を行つた。 (業 務実績
81頁参照)

けて今後の更なる取組みに期待 したい。

内部統網充実t事務部門の見直し、地域医療連携体制強化、医療安全体制強化、

・毎年全病院に対し会:+監査人による会計監査を実施。 本部及びプロック事務所並びに全病院を対象に、 1病院あたり1回 の会計監査を受

け、会計処理等の指摘事項を踏まえて業務改善を目つた。 (業務実績 86頁参照)

と。
.各病院の院内組織の効率的、弾力的な構築の努力、医療安全管理部門の強化、看

事部門の体制強化など暑実な努力がみられる。

地域医療連携室及び医療安全管理
=へ

の専任聴員の配置については、すべての病

院への配置に向けて着奥に進展 していることは評価できる。
・ 21年度末に改選期を迎えた役員ボス ト3つについて公募するなど、国家公務員

の再就職のポストの見直しは適切に行わ1■ているものと磁 、
・職員における国家公務員再就職者の非人件費ポストltaけ られてお らず、適切な

運営が行われているものと思料。
・医療需要に応した職員の配Eを行つてお り、効率的な運営が行われている。
・常に現場を見直し、改善の努力が行われている。
・地域医療連携室、医療安全管理室への■任職員の配口を梓価する。
・本部プロック合針薇員数の減、地域医療連携菫への専任職Iの配菫、医療安全警

理室への専任職員の配Eな ど「 Fゴを上回るベースで進んでいるが、評●I受書病院

数の認定は3病院にととまり、FI日のべ‐スを下回つている。 さらなる努力が望
まれる。

・全職員 (5万人)について業績評価を実施 し、賞与の他昇給にも反映させる取組
みはモチベーションアップなどに大変効果的であり、索llし いと思 う。今後とも
評価者研修を実贅するなど、制度のレベルアップ、充実を回ってもらいたい。

'総合研究センターの設置を評価する。

・中期日標期間中に病院評優受審病院数 73病院以上

(平成 20年度末  46病 院)

日本医療機能評価機構の病院評価受審病院数は、 3病院が認定され、合計で49病
院となつた。 (業 務実績 88頁参照)

[評価の視点]

・本部・プロック組織については、その役割分拒に基
づき、病院業務の指導・支援業務を実施するなど効

率的な運営が可能な組織としている力、

た績 :O
・管理業務及び全口規模で行うべき病院支援業務を行 う本部と、プロック単位で行 う

べき病院支援業務を行 う6プロック体制を維持した。 (業務実績 77■参照)

・本部に、内部監査を担当する専任職員を配置した業務監査童や、HosPnetの
運用管理などを行うlT推進室を設置し、管理業務及び全国規模で行うべき病院支

援業務の充実・強化を図つた。 (業務実績 75頁 参照)

。また、営綺桑務については、本部の注段整備部門について、企田部門 (施設整備企

目室)と 設針部門 (施設整備設計室)に 区分し、これまでの施設・整備の設計・贅

工や維持保全に関する業務に加え、童設・整備の企目立案や口査研究などを行うも
のとしつつ、プロック事務所の施設整備部門については、経営部門 と一体となった

支援を行 う体網とし、全体として組織の効率化を回 り、病院支援業務の充実・強イヒ

を回つた。 (業務実績 77買参照 )



ボス トの見直 しを図つてい

るか。特に、役員ボス トの公募や、平成21年 度ま

までに廃止するよう指導されている嘱託ポス トの廃

止苺は適切に行われた力、(厚 労省評価委評価の視点)

・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ボス トの見

直しを図つているか。 (厚 労省評

“

委評●Iの視点)

・内部統制 (業 務の有効性及び効率性、RI務報告の信

頼性、業務活動に関わる法令等の連守 )に係る取組

についての17価 が行われている力、 (政 独委評価の

視点)

・病院の組織については、各病院の地域事情や特性を

考慮した効率的な体制 としているか。

・職員配置数については、各職員の職務 と職資を

して適切なものとするとともに、活動性や医療

に応した配口としている力、

・平成 21年度まで改選期を向かえた国家公務員再就職者が就いていた役員ボス ト3

つについて公募により選考を実施した。 (業 務実績 77頁参照)

・嘱託ポス トについては、設置していない。 (業務実績 77頁参照)

実績 :O
・非人件費ポス トについては、設置していない。 (業務実績 77貢参照)

実績 :0
・平成 21年 4月 に本部内に独立した内部監査部門となる「業務監査菫Jを設饉 した。

(業 務実績 78貢参照)

・実地監査についてはt原則として、業務監査室を筆頭にプロック事務所が同行する

体制を確立し、実地監査の標準化による品質管理を行った.(業 務実績 78頁参照)

・業務の適切かつ効率的な執行を国るとともに会計処理の適正を目的に、会計監査人

において実施する会計監童の実籠状況を踏まえつつ、書面及び実地による内部監査

を実施した (業 務実績 78■参照)

・各病院等のホームベージや院内の掲示によリコンプライアンスの推進について取引

業者等 周ヽ知を行った。また、派遣業者及び受託業者との契約に当たり、契約魯尋

において、業者から派遣労働者等へ周知 し、病院等へ宣誓書を提出する,を明記十

ることとした。 (業務実績 79買参照)

・ 各病院等が職場内におぃて、コンプライアンスの徹底を推進すべ く、自主点検

チェックシー ト (マ ニュアル)を本部において作成し、各病院等へ月わした.(葉 聴

実l179頁参照)

実績 :O
病院内の組織については、各病院の地域事情や特性に考慮した体制とした。 (業 務実

績 80頁 参照)

・事務部門については、病床規模に応した事務部門の見直 しを検討し、平成 22年度

期首に事務部長制から事務長制に3病院が移行した。 (業務実績 80貢参照)

実績 :0
・病棟部門にlt、 必要な職員数は全て常勤職員て配置を行 うとともに、外来部門には、

外来受付時間や外来診療時間常に合わせた非常働職員を配置するなど、各部門に

いて、常勤職員と非常勤職員とによる業務量の変化に対応 した柔軟な配置 `=し た.(業

務実績 84頁参照)

・技籠職については、離職後の常勤職員の後補充は行わず、短時間の非常勤職

補充又はアクトノーシングでの対応により計画を大幅に上回る純減を図つた。 (

21年度 純減 198名 )。 (業務実績84頁参照 )

こついて、適切な運用を国つて

・ 全病院に対し会計監査人による会計監査を実施する

とと1)に 、抜き打ち監査を実施するなど監事機能と
の連携強化が図られているか。

外部機関による病院評価受審病院敵について、中期

計画に掲げている日標の達成に向けて取り組み、着

実に進展している力、

再編成業務について、その経営に留意 しつつな実に

実施 しているか。

・全職員 (約 50. 000人 )に ついて案績評価を実施する体制が整ったところで

り、平成 21年度においては、賞与の他に、昇給についても葉績評価結果を用いて
いる。 (業務実績 85買参照)

評価者としての評価基準 (17価 のものさし)の質を向上させるため、評価者に対

る外部業者による研修は平成 21年度においても維続 して実施し、新たにET価者と

なった職員約 500人 が受講したほか、幹部看膜師研修、看護部長等会議などを

催し、37価者としての留意事項を伝えることにより、評価者としての質の向上に

めている。 (業務実績 85頁 摯照)

・ 職員の業績評価制度の信頼性を高めるための37償に関する苦情処理制度は、平
21年度も運用さオヽ制度の定着に努めている.(業務実績 85頁参照)

・評価者及び被評価者を対象としたこれまでの運用状況に関するアンケー ト調査を平

成 22年 4月 に実施し、実績評価制度及びその運用の向上・充実を図つていくため
の施策を講することとしている。(業務実績85頁参照)

・本部及びプロック事務所並びに全病院を対象に、 1病院あたり1回の会計監査を受
け、会計処理等の指摘事項を踏まえて業務改善を回つた。 (業 務実績 86■ 参照)

・平成 21年度に更新したHOSPnetの 続‖評価及び医事会計システムの統鋼評
価を受けた。 (業 務実績 86頁参照)

・平成 20年度において実施した監事との 臨時 (抜打)監査について、更なる連携強

化を図るため、新たに内部監査計目を策定し、 9病院の内部監査 (抜 打)を実施し

た。 (業務実績 87責参照)

・ また、興約に関する監査に加え、抜打手法が最も有効と思われる現全等のrt扱 いに

関する監査についても試行的に実施した.(業務実績 87買参照)

実績 :O
。日本医療機能評価機構の病院評価受審病院数は、 3病 院が認定され、合llで 49
院となり、中期計口に掲げる日標の違成に向けて受審病院数lt着 実に増加している.

(業 務実績 88賣参照)

実績 :0
・平成 22年 3月 1日 に西札幌病院と札幌南病院を西札幌病院の地で統合し、北海道

医療センターを|「 設 した。 (業務実績 89買夕照 )

・平成 26年度に統合が予定されている善通寺病院及び香川小児病院について、書
"|県地域医療再生計画を踏まえ、その基本格想を見直 し、平成 22年 5月 に基本計画

を公表した。 (業 務実績 89責参照)
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2 栗務運 宮の見直 しや効 率化に よる収支改 善

1.収支相償を目指した収支改善の推進 【★】

各病院に係る地域事情や特性を考慮した、より効率的・効果的な体制 とするため、各病院の機能・規模による病院の運営
方針に応し、職員の適正配

=を
行うこと等により診療報目上の上位基準の取得等を図るとともに、材料費、人件費及び委託

費等に係るコス ト削減に努め、個々の病院においても収支48償 を目指し収支改善を推進 した。
医薬収益は前年庫より約 217億円増加した。さらに費用の結減等に努めた結果、経常収支率が lo4 9%と なり.機

構全体として,支相償を達成することができた1また、純利益は前年度より約48億円増加し、総収支率はlo4 4%と
なり、総収支の黒字が維持されている。

平成 20年度決算 (経常収支)に おいて40病院あつた赤字病院 (再編成施設を除く)については、32病院 (△ 8病院)

に減少し、収支改善が進んた

【★】″1冊 :個別病院ごとの検証 参照

2 年度末賞与の実施

平成 21年度の年度末賞与については、匿業収支が特に良好な57病院の職員に対し、年度末賞与を支給した。

3 個別病院毎の経営改善計画 (再生プラン)の実施

平成 20年 3月 末に本部において承認した中期的な個別病院毎の経営改善計画 :58病院 (再 生プラン)について、毎月
の月次決算において、各病院の経常収支、一日平均入院患者数、患者一人当たり入院診療額について、平成20年度実績及
び平成 21年度計画との比較を行うなど、その進移状況の確IBを行つたところであり、計画最終年度となる平成 22年度に
おいても、引き続き、個卿J病 院における収支改善に努める。

また、平成 21年度において、本部及びプロック事務所の専属チームが、経営手腕を発揮している院長及び副院長年とと
もに、年度計画に対して経常収支が著しく下回つている病院等 のヽ個

"l訪

問 (延 ● 9病院)を行 うなど、収支改善に努めた。
さらに、 12月 には運営費を短期借入金で賄っているなどの 13病院を本部に招集し、理事長等本部役員と病院長及び事

務部長との経営改善に関する意見交換会議を行つた。

※ 経常収支が駒成21年度計面を達成した病院 37病院

経常収支が平成 21年度辟目を下回つた病院 21病院 (う ち、前年度実績を上回つている病院 11病 院 )

【再生プランの具体的な取組み】

※ 本部・プロック事務所の体制

本部及びプロック事務所に専属チームを設置し、さらに病院長、副院長辱を本部特別顧問として委嘱
・本部特

"1願

問 (再 生プラン担当) 19名
・本 部 再 生 プ ラ ン 専 属 テ ー ム 22名
・プロック事務所再生プラン専属チーム 71名

※ 再生プランに31する会議の開催
・ NHO基本戦略プロック会議 (平成 21年 7月 開0に て、経営改善‐ヽの取組を各病院に対し周知 (6ブロッ

クで蘭催)

・再生プラン意見交換会議 (平成 21年 12月 7日 開催) 対象病院 :13病院

※ 中期的な (平成 20年度ヽ平成 22年度 3年間)経営改善計画を策定
・事 業 規 模 関 係・・・病院規模等
・サービス内容関係・・・実雄診療科書

サービス体制関係・・ 病棟編成、人員配置等
・設 備 投 資 関 係・・・医療機器更新計日、建物保守等計画
・資 金  計 画・・・中期の資金計画

※
 子騒呂需貫修爆髯で霧露辱Fλ晨董

1:星

金注僣1】雰枠
の最適化   |

‐ 課題の所在をビンポイントで明純化
ベンチマークによる分析
→ 原因の把握、具体的な目標位の設定

・機能強化・生産性の向上
→ 外部環境分析などによる実現可能性の検証

・診療機能、規模、人員体制の見直し

― ダウンサイジング (人 事具働も考慮)

4.CIC活動に対する取り組み
「できることから始めよう :」 をスローガンに職員の自発的な取組■奨励、評価し、表彰するOC活動奨励表彰制度につ

いては、第3期として着実に実施した。応募病院数はこれまで確実に増加しており (第 3期 で初めて応募した病院は13病
D、 これまで提出された取組の件数は総数 291件 (応募病院総数は88病院)にのぼった。毎年行われる国立病院総合
医学会で年間最優秀賞を決めるイベントも実贅することで活動意欲の向上を回り、年間を通して活動を奨励していく仕組み
が定着した。                                                  '

善僣雲窪奮僣I漂事:ヒ R9響霞青Fi艦諄2ι:ふ隼看見「
表会もさかんに行われるように

|り
、職員一本一人が業務改

また、自己活動の更なる活性化のため、本部及び病院議員24名 が、先進的に取り組んでいる民間医療機関の研修会に参
カロした。

※QC活動 :病院職員が自施設内の課題に応して小グループを構成し、業務の質の向上を目指して取り組む自主的活動.

※第 1～ 3期 (平成 18年 9月 ～平成 21年 8月 )ま での提案件数 (291件 )

内訳 :医療安全 :(72件 )、 医療サービス (103件 )、 経営改善 (87件 )、 その他 (29件 )

5.3務 3業の見直し (国民からの苦情・指摘への対応、積極的な情報関示、改善に取り組む■員の人3評価等 )

(1)法人業務に対する国民のニーズを把握して、業務改善を回る取組

全国一斉に患者満足度日査を実施し、利用者からの指薔、意見をいただくとともに、その結果を各病院にフィー ドバッ

ム手須:五暑負Ь属塩し倉I墨奮警F:真 :霧馨寛:8彗:管 iFチ)I夕 lぁ首笙F極嚢薄禽務護:F麓雰晉I輩 :
様々な業務改善に取り組み、患者満足度を向上させるべく努力している。

また、全病院において患者向けの投3籍を設置しており、苦情等に対する改善事項を掲示版に貼 り出すなど患者への周
知を行っている。

機構全体としては、法人業務に関し国民の意見募集を行い、業務運営に適切に反映させるため、本部ホームベージに瀾
設した意見募集忠口に書せられた意見を毎日回覧・対応するとともに、臨床評価指標、契約監視委員会の概要など最新の
情報をホームベージに公表し、積極的な情報開示を行つた。

更に、駒±22年度より、毎月書せらオした意見の件歎、主な内容等を取りまとめ、ホームベージで公表することとした。

② 改善に取 り組む職員の人事評価等

業務で発揮した能力、適性、実績等を適正に評価し、その結果を適正に給与等に反映するとともに、良い部分は発展さ
せ、改善すべき点は速や力ヽ こ改善を回り、職員の業務進行意欲の向上を図る葉績評価制度を、平成 16年度以降段階的に
導入し、平成 20年度には全常働職員に導入して田錦 院機構全体の発展を図つている。



(3,口 民のニースとすれている手揚・子栗や費用に対する勲呆が小さく祗続する必要性のと しい手務 手来の見IEし

目立病院機構が実施する事務・事業の うち、国民のニーズとずれている事務・事業や費用に対する効果が小さく維続す

る必要性の乏しい事務・事業については、適切な病院運営、経営改善の観点から不晰の見直しを行つてお り、平成 21年
度には以下の事務・事業の見直しを行つた。

O病棟の稼働状況に応 した整理・集約 (第 2の 2の (2)の②のイ参照)

病診・病病連携による紹介率・逆綱介率の向上等により地域における連携体需を強化する一方で、平均在院日数の短

縮化等により痢ま稼働が非効率となっている病棟や、稼働率 l■悪くないが医療内容の高度化等により退院を促進するこ

とで不要となる病床等を整理 集約し病床稼働の効率化を図つた。これ |こ より、息者数を上回る過大な提供体lllに 起因

する大幅な赤字拡大を防上するとともに、医療内容の充実と医療人材の効率的な配置を図つた。

集約数
一般病床 7病院    298床
結核病床 2病院    100床
精神病床 2病院    100庁

合計 10病院 (ホ ) 498床
(12個 病棟) ■ 病院歎 10は 、

ため合わない。

一般病床と結核病床を集約した病院が 1カ 所ある

6.事業費における冗贅の削減への取組及び契約の通切な取組

(1)事業費における冗費の点検・削減への取組

平成 22年 1月 に全病院に対して、経費削減への取組状況の調査を行い、取り饉めた結果を3月 に全病院に対して
'主な取組一覧Jを文書により通知し、自病院における取組と比較検狂することを図つた。

また、平成 22年度には、比較検肛結果について調査を行 うこととしている。

なお、平成 22年度には、各研修等において、経費削減の周知徹底を回つている。

(2)契約監視委員会での点検・見直し
「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについてJ(平成 21年 11月 17日 閣議決定)に 基づき、監事及び外部有

餞者で構成する契約監視委員会を設置 (平成 21年 12月 25日 設■)。

「契約監視委員会Jにおいて、平成 20年度に締結した契約のうち、競争性のない随意契約 2, 483件及び―者応IL
。一者応募となった契約 1, 987件 について、点検・見直しを受け、「新たな随意契約等見直し計画,を策定した。

:契約監視委員会による契約状況の点検 。見直し結果】

O平成 20年度契約状況の点検・見直し結果 (例 )

・競争性のない随な契約   2.483件   うち一般競争契約に移行の指示

引き続き随意契約によらぎるを得ないもの

※ 契約の相手が特定されるなど、随意契約として真にやむを得ないものである。

(血 液 :日 本赤十宇社、放射性医薬品 :日 本アイントープ協会、電気 。上下水道・ ガスなど)

625件
1,858件 ※

―者応札・一者応募の契約  1, 987件 うち撃様書の見直し                  213件
参加要件の撤廃等                566件
公告期間の確保 (土 日祝目を除き 10日 以上) 1. 568件

(重複あり)

なお、契約監視委員会設E日 (平成 21年 12月 25日 )力・ら平成 22年 3月 31日 までに締結した契約 (前 回競争性
のない随意契約 1, 021件 、前回―者応札 一者応募478件 、新規案件 1,232件 )に ついて、契約監視委員会に

よる事前点検を実施。 うち前回競争性のない随意契約 1, 021件について、 152件 Iユ ー般競争契約に移行し、残 り

869件が贈意契約として真にやむを得ないものとなった。また、前回一者応札 一者応募については、 6割 が複数者応

札となった。

(3)契約監視委員会による指摘を踏まえた取り組み

平成 22年 3月 に契約監視委員会の指摘に対する具体的取組を着実に実施するため、契約の相手方が特定されるものな

ど真に随意契約によらぎるを得ないものを除き、原則、一般競争によることを徹底するとともに、一般競争については、

①契約監視委員会に了承された r一 者応札・一者応募に対する改善方策指針」に沿って行 うこと、②仕様書の策定に当

たつては契約IE当者以外の者を含めた複数の者で構成される各種道定委員会等て決定すること、③価格交渉の徹底等につ
いて各病院に周知・徹底を図つた。
また、平成 22年度においては、以下により契約の点検を実施し、契約の適正化に努めることとしている。

lD 随意契約は各病院の「契約審査委員会」において随意契約の妥当性等を全件 (少額のものを除く)事前に審査を

実施

② 平成22年度口逮案件のうち随意契約 (少 額のものを除く)、 前回一者応札及び前回落札率 100%の契約につ
いては、r契 約監視委員会Jに て事前に審査を実蔵。

③ 入札説明会に参加しながら応札してこなかった業者に対して追跡瀾査を実施し、原因を究明.

7 福利厚生費の見直し欄係

法定外福利■については、事葉運営上不可久なものに限定し支出を行っている。

(1)レ クリユーシヨン費用

平成20年 8月 に文書により局知徹底を図つたところであり、平成21年度においては、レクリエーション経費を支tL

していないことを確尽している。

(2)弔電、供花

職員及び職員の家族に対する弔電、供花については、厚生労働省に準して基準を作成し、平成22年 3月 に文書により
周知徹底を図つた。

C)健康診断等
・ 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施している。
・ 業務に伴う感染防止を日的としたワクチン接種を実施している。

(4)表彰制度
・ 永年勤続表彰、災書活動に係る表彰さについては、同様の表彰を実施している厚生労働省の基準を踏まえて実施して

,い 8Ъ活動奨励表彰につし` は、業務改善のために優秀な聴 を行つたグループを表彰することで、OC活動の意欲高
揚と各病院への普及を目的に実施している。

【説明贅料】

資料74:中期的観点からの個
"l病

院の経営改善について [349頁 ]

資料84:で きることから始めよう1日 立病院機構QC活島奨励表彰 [383頁 ]
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経営意議の向上

経営力の向上①

職員の責質向上を図るた

め、引き続き樫営分析及び

経営改善手法等の経営能力

並びに診療報酬請求事務籠

力の向上を目的とした研修

をイテう。

さらに、病院経営力を向
上させるため、医療事務な
どの有贅構者の確保や育成
方策を検討する.

経宮意躍の向上

経営 力の向上①

1.医蓼業務研修

診療報醸請求事務における算定の知識に加え、今後の経営戦略に寄与できる (診療部門に対し経営的視点から積極的に提
言等を行える)人材育成を中期的な目標に掲げ医事業務研修を実施した。なお、平成 21年度においては、医事担当職員に
加え経営企画担当喘員に対象者を広げ、病院全体として診療報酬に対する知餞の向上を回つている。

平成 20年度  168名   → 平成 21年度 127名

2.平成21年度診療報酬関連担当者説明会

平成 22年度診療報酬改定に伴い、病院の適切な運営及び効率的な饉営を維持するため、診療報酬改定内容を熱知させる
ことを目的に実施し、平成 21年度においては、243名 が受講した。なお、平成22年度においては、レセプ ト点検を行
う職員や診療報酬請求事務委託業者を監督する■員 を対象として、診療報酬改定に伴う請求漏れ防止策尋について、より専
門的な研修を実施する予定としている.

病院鰹営研修

各病院の経営企画担当職員に対し、病院経営に対する意饉改革や経営改善方策策定に贅するため、経営 (業 務)改善の事
例、また、それを実践するための手法等について、講義及びグループワークによる研修を6アロックで実施し、279名が
受鮮した_

4.診療情報請求事務の改善 (再掲)

診麻報酬請求事務の改善を図ぅなどのための医事専門職の複数配E(平成20年度5病院→平成21年度 24病院)や、
DPC対 象病院等への診療情報管理士の配置 (平成20年度65名 →平成21年度89名 )な ど、重点的な配置を行ってい
る。ただし、その大半は、再配置により行い、平成 20年度2. 574名 →平成 21年度2, 575名 とした。

平 成 21年 度 の 業 務 の 実 績

② 餞螢E薇にかかるコスト分析

藉複 菫猛心″饉薔 筋ジスト

0フ イー、■絆■の

“

策E療 に保

機能を燿持しつつ

"工
なコスト午

理を実
=す

る.

② 政策医療にかかるコス ト

分析

結核、重症心身障害、筋
ジス トロフィー、精神年の

政策医療に係る適正なコス

ト管理を実施するため、経

営分析システムにコス ト分

析に必要な機能を追加する

とともに、全病院がシステ
ムによる算出が可能となる

時期までの対応策を検討し、
コス ト分析に必要となる情

報の収集に着手する。

0 取策医景にかかるコス ト分析

重症心身障害、筋ジストロフィー、結核、精神などの政策医療について、適正なコスト管理を実施するため、経営分析シス
ムと運動し、各分野ごとの損益II算 書を作成する 1政策医療,ス ト分析ソフトウェアJの開発等を行った。
なお、当減ソフトウェアを用いたコス ト分析は平成 22年度より全病院で実施することとしている。
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(2)集務運営コス トの節滅等

① 業務運営コス トの節減

材料費

材料費率の抑制を図る

ため、引き続きE薬品の

共同購入を行うとともに、

同種同効医薬品の整理な

ど、更なる使用医薬品の

標準化を進め、在庫管理

の効率化を推進 し費用の

節減を図る.ま た、検奎

試薬、医療用消耗品等に

ついては、医薬品と同樹

に使用品 目の集約等、リ

率的な購 入を目指し引き

続き実施に向けた検討を

行 う。

後発医薬品の利用促道

に当たっての課題等の把

握に努めるための体制づ

くりを行い、調査分析 r_

着手する。

〕栞務連 宮 コス トの師減琴

① 業務運営コストの節減

ア 材料費

共同入札の実施

(1)医 薬品の共同入札     |
平成 21年度に調遣する医薬品についてlt、 平成 20年 6月 に共同入札を実施し、平成 20年 7月 から平成 22年 3月

までの長期契約を締結していたが、その後の市場価格の状lRを踏まえ価格交渉を行い、平成 21年 10月 以降の契約価格

を変更し、更なる医薬品費の抑制を図つた。

また、平成 22年度においては、■にスケールメリットを活かすため、購入医XF・ リストの見直しを行い、更なる匡案

品費の抑鋼と契約事務の効率化を回ることとしている。

(2)医療用消耗品等の共同入札

E療用消耗品・消耗機材の共同入札については、北海道東1ヒ プロック事務所に加え、新たに関東信越プロック事務所に

おいて実施 し、材料■の抑孵を回つた。 (延 ぺ 1, 108品 日)

(3)検査試薬の共同八札

検査試薬の共同入札については、平成 20年度に引き続き全プロック事務所において実施し、医薬品費の抑制を図つた。

(延 ぺ 14, 773品 日)

平成 17年度よりIEA安全、医薬品管理の勁宰化に資するため、本部に標準的医薬品検討委員会を設置し使用医薬品の標

準化の取組を進めている。

O平成 17年度は、抗生物質、循環器用案について、標準的医薬品の選定を

`子

つた。

O平成 18年度は、精神神経用葉、消化器官用率及び呼吸器官用薬について、標準的医薬品の選定を行つた。

O平成 19年度は、循環器用菜、外皮アレルギー用薬及び解熱鎮痛消炎剤 滋養強壮薬・ ビタミン剤について、標準尚

医薬品の選定を行つた。

平成 21年度においては、末梢神経系用薬、感覚器官用薬の42o品 目について検討した結果、219品 日の選定を行い、

新たな標準的医薬品として各病院に周知 した.

1

れろt,rJと なっているめ、

0 日立■腱織構71竃 定する「国

● 一般載●ス札●によ,黎 約

"0や
公夢を行う●合には 餃●

によい集董すること,

3 遍正な在庫管理

(1)保 有在庫日数の結減

各病院毎において、最低限必要な保有在庫日数となるよう縮激に努めている。

平成 20年度

医 薬 品  欄 卸 資 壼  3,215百 万円

保有在庫日数     11 9日

診療材料  欄 卸 資 嵐  1,917百 万円

保有在庫口数     ,1 2日

平成 21年度
- 3, 343百 万円
-    11 8日

→ 1, 899百 万円

(2)SPD(Supply Plocessing Distributi側 :物 品管理の外注化)の導入

SPDの導入については、通正な在庫管理を図ることから、職員の業務省力化、診療材料の消費量管理の徹底による診

療報酬の請求漏れ防止、使用品日の統一化による費用削減、無在庫方式による在庫の結減などを検討の うえ導入すること

としている。

なお、平成 21年度末現在で、SPDを 導入している病院は、 77病院であり、平成 21年度中に新たに導入した病院
は、0病院である。

材料■の抑制

医薬品等の共同入札による経費肖1減やSPDに よる適正な在庫管理により、材料費率の増加抑制に努めたところであるが、

抗がん剤を始めとする高額な医薬品の使用増や病院統合・病院建替に伴 う医療用消耗器具備品の購入増により、平成 21年
度の材料費率は 24 0・/.と なり、平成 20年度の材料費率 23 5%と 比較して0 5%増 加した。

5.後先医薬品の利用促進

平成 21年度においては、後発医薬品の利用促進に向けての課題を把握するため、各病院の取り組み状況について調査を

実施 した。その結果、後発E薬品採用促進に向けて薬剤委員会で検討している病院は 127病 院、後発医薬品のrr用 基準を

病院 として作成している病院は68病院であつた。今後、さらなる後発医薬品の利用促進に向け、機構内の採用頻度の高い

後発医薬品のリスト及び採用率の高い病院の取組事例などを情報提供することとしている。

【後発医薬品採用率】

金額ベース  平成 20年度  8 3% → 平成21年度  8 8・/.

数量ベース  駒戌20年度 16 4% → 駒成21年度 20 7%

【説明資料】

資料18:標準的医薬品 ('10) の概要について [129頁 ]
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件質平等

1.業務委託契約の検証
各病院における萎託費の削減や効率的な業務委託契約を支援することを目的として、全病院における業務委託契約の契約

額等について調査を実施し、同規模の病院と自院の契約額等について比較検討が行えるよう、平成21年 12月 にその結果
のフィー ドバックを行つた。

2.人件費率と委託費率を合81した率の抑制

技能職の退職後不補充や非効率病棟の整理・集約等を図る一方で、医療法及び診療報酬上の人員基準に沿った体制とし、
心神喪失者等医療観察法、障害者自立支援法等国の制度の創設や改正に伴う人材確保、地厳医療計画を踏まえた政策医療の

推進のための対応とともに、医療サー ビスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇の改善等にも留意しつつ、必要な人

材確保を行いながら、人件費率と委託費率を合計した率 (公経済負担金の増に伴うものを除く.)に ついては、20年度と

同じ水準に抑えることができた。

平成 20年度実績 57_ 0% → 平成 21年度実績 57 0・/.(平成 21年度計画 58 8%)

3.検査86P]におけるプランチラポの導入 (再掲)

平成20年度までに導入した埼玉病院、宇多野病院、長崎川棚医療センター、東京医療センター、舞鶴医療センター、大
阪南医療センター、国国がんセンタ∵及び高松医療センターの8病院で引き続き実施した。

また、平成21年度新たに北海道医療センターで導入した。

4 給食業務の全面委託の実施 〈再掲)

平成20年度までに花巻病院、札幌南病院、東京医療センクー、小諸高原病院、字多野病院、舞鶴医療センター、浜田医
療センター、住賀病院及び菊池病院の9病院で引き続き実施した。

また、平成21年度新たにあきた病院、まつもと医療センター及び九州医療センターで導入した。なお、平成22年 3月

の西札幌縞院と札幌南病院の統合により札幌南病院を廃止したため、 11病院で実施している.

【説明資料】

資料85:清掃業務委託契約～運営病床致規tB1l r当 たりの単価契約～ [385貢 ]

覇人件買日1澤に

技能職の退職後不補充並びに非常動消員・ヽ の切替及びアウトツーシング化、非効率となっている病棟の整理・集約により

収益に見合つた職員配置とした。 (人 件費の削減額△6, 083百万円)

一方で、心神喪失者等医療観察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に基づく筋ジス病棟等における療養介議
事桑等国の制度の創般や改正に伴 う人材確保、地域医療計画を踏まえた枚急医療、日産期医療奪への対応や政策医療の推進
への対応に伴う人材確保の他、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び息者の処遇の改善等にも留意しつつ、必要な
人材確保を行つた.(政策的人件■の増加額約 16, 828百万円)

その結果、宇勤職員の人件費は前年度と比較して約 107億円の増となっている。
平成21年度における目立病院鮮 の総人件費改革の対象となる人件費は、3, 228億円 (注)であり、総人件費改革

の基準はである平成 17年度の人件費3,045億円と比較すると183億円の増となっているが、
(1)れ 人件費翻減に向けた取相として

① 技籠職のIE職後不補充

② 非効率病棟の整理・集約、事務職の開減
③ 独法移行時の給与カープの変更・調整額の廃止

等により226億円の削減 (対 基準値△7 41%)を 行い、                    ・

(2)一方、日立病院機構としての役割を果たすための人件費増として、
① 他の設置主体では代誉困難な医療の体需整備 (`訥喪失者尊医療観察法や障害者自立支銀法等)

○ 地域医療叶目を踏まえた救急医療、日産期医療等への対応や政策医療の推進のための対応、医療サービスの質の

向上、医療安全の確保及び患者の処遇改善等のための体網整備
③ 医師不足解消に向けた取組・ま急医等の処遇改善及び地域医療との連携強化のための体制整備

等により408億 円増加したことによるものである。
引き続き、技鮨職の退職後不補充並びに非常動喘員人の切善及びアウトツーシング化、非う串となっている病棟の整理・

集約により人件■削減を回つていくが、医療現場を巡る昨今の厳しい状況の中で、患者の目線に立った良質な医療を提供し、
日立病院機構に求められる役割を■実に果たしていくためには、一定の人件費増は避けられないものである。

(濁 総人件費改革の対象人件費から除かれる給与改定分 (平成 19年度給与改定に伴う21億円の増及び平成 21年
度給与改定に伴う57億円の減)を除いたもの

6.■員の輪与水準
当法人の給与水準については、日の給与制度等を踏まえ、通則法に則つて通切に対応しているところである。
平成21年度のラスパイレス指敗は、医師 :109. 7、 ■護師 :94 3、 事務・技術職 :97 2と なっており、医

師のみが日の綸与水準より高いものとなっている。
医師の給与にちいては、平成 17年度に年俸綱を導入して勤務成績を反映させ、平成 18年度の目の結与構造改革に伴う

基本給等の引き下げを見送るなど、民間医療機関などの状況を踏まえながら改薔を進めているものであるが、自治体病院や
民間医療機魔の綸与水準とは、まだ相当なFRき がある。
看餞師については、民間医療機関における給与水準を考慮して、独法移行時に中高年齢層の一般看護師の給与カープを引

き下げ、また、V‐n17年 4月 に基本給の目整額を
'特

殊業務手当」に切り替えるとともにその水準を引き下げるなどの構
置を.I「し、通則法に則つて適切に対応している。

また、事務・技術職員につヽヽては、日の一般職給与法に準しているところであるが、独法移行時に中高年齢層の
=般■ロ

の給与カープを引き下げるなどの指置を請したところであり、通則法に則って適切に対応している。



.日と異なる諸手当について (別添資料参照 )

(1)民間医療機関等の給与実態を踏まえて救急医療・深夜勤務等に応ずる手当
「夜間看護等手当J及び :役職職員特別勤務手当」は、国と同旨の手当であり、救急医療等の診療体制の強化や労働基

準法の適用により24時間の交代制勤務を行う職員が増加したこと、緊急性を有する休日等勤務や業務の附加として上位
の役職の業務 。高度な業務等を担うなど、職務の困難性等を考寃 したものである。                .

「ヘリコプター籍乗救急医療手当」及び 「救急呼出待機手当」は、国の「航空手当J及び大学や民間医療機関における

同様の手当を踏まえ、救急医療に従事する医nl・ 看護師等の動務の実態・特殊性を動案 したものでありtr救急医療体制

等確保手当」は、国において敏急医療及び産科医療をleぅ 勤務医の処遇改善を支援する補助制度を創設 したことに対応し

たものである。

0)医師確保等を図るための手当
『医師手当」は、国の 「初任給口整手当Jと 同旨の地域における医師確保のための手当てあるが、国が平成 21年度に

手当額の引き上げを行つたことに伴い、地方の病院に勤務する医師が多いことから、国との均衡を回るため手当額を改定
したものである。

「医師派遣手当」は、深刻な医師不足により医療法に定められた標準医師数を大きく久く又はその恐れのある機構病院

に対し、機構拿下の病院から緊急的に医師が派遣できるよう手当を創設し、平成 20年 4月 からlt機構の病院間における

機能補完・連携等のために医師派遣を行つた場合にも支給できるよう拡充を図つたものである。
「医師手当の加算部分」及び「専用看議手当Jは、特定の分野における専円的な知離を有する人材を確保するため、専

門化 。高度イヒした病院を運営する当機構の特性を考慮 した手当である。
「附加職務手当」 l■、公的医療機|1等 の要請に応して、地域にお |す る診療連携のための診療援助などを行った場合に支

給するものである。

(3)独 立行政法人に求められる鮨力実績主義を踏まえた手当及び俸給の口整額の見直 しについて
「年度末賞与JI主 、法人に求められる能力実績主義を踏まえ、施設毎の経営努力のインセンティブとして医薬収支が特

に良好な病院の職員に対し年度末賞与を支給するもので、独立行政法人における給与網度の趣旨に員Jつ て独立行政法人ヘ

移行する際に段けたものである。
「業績手当の業績反映部分Jは、日の 「勤勉手当Jを踏まえたものであるが、個々の病院の業績が悪い場合は、個 の々

病院の支給総額を減額できる仕組みとしているが、当減減額がない場合は、国に準した額となっている。
また、「特殊業務手当」は、国時代から、職務の複雑性・困難性に基づき他の官職に比して著しく特殊な勤務に対して

支給していた俸給の目整額を、平成 17年度に民間医療機関の状況等に基づき減額するとともに、賞与 退職手当の基礎

としない特殊業務手当として見直したものである。

ウ 投資の効率

`し

ためほ●仕様に彗づ く菫● を

1,い  ,資の●
=`ヒ

を回る.

ウ 投資の効率化

建物整備については、
-1安病棟に係る主要な面

積や緞備について標準仕

様を 1卜 成 し、整備に活用

鷹療機器整備について

は、大型医療機器の導 入

費用の肖1減を図るため、

共同入ヤしによる調整を
うとともに、医療機

入価格の標準化を図る.

1.全 面建饉整備、病棟建言整備

平成 21年度は、病棟建讐の 16病院3, 958床 [+1]について建彗整備を決定 した。
Ⅲ l日 山医療センター、天竜病院、舞鶴医療センター、南京都病院、あわら病院、西新潟中央病院、東ll五病院、欄井

病院、東広島医療センター、鳥取医療センター、広島西医療センター、千葉東病院、金沢医療センター、まつもと

医療センター、別府医療センター、山口学部医療センター

(東広島医療センター、広島西医療センター、81府医療センターについては外来警理治療棟、金沢医療センターに
いては放射繰治療椋を含む建彗整備 となっている。)

平成 21年度に着工した 7病院 [*2]に ついては、平成 20年度までに実施した設計仕様の標準化の取り組みを引き

き行つた結果、契約価格は平成 20年度と同水準 (国 時代の建築コストの約 5割りめに抑制することができた。
Ⅲ2道 北病院、宮城病院、花巻病院、福山医療センター、東徳島病院、大牟田病院、大分医療センター

2 病院nBI標準 (一般病棟編)の策定

建物整備を効率的力つ 効果的な投贅とすることを目的 として、平成 17年 3月 30日 に「日立病院機構における建物齢
の指針Jを策定し運用してきたところであるが、今般、故II奏 務の迅速化、標準化を図ることを目的として、平成 21年 8

月 4日 に、より具体的かつ主要室標準寸法なども盛り込んだ「病院設‖標準 (一般病棟編 )」 を策定し、病院の参考に供す
こととした。

3 建築コストの肖J減                                   t
契約実績に基づいて作成 している工事費標筆単価の品目数及び価格の見直しを平成 21年度も引き腕き行い、整備

びに基本・実施設計の積算に活用し、価格の適正化に努めた。
・工事費標準単価の品目数の拡大

平成 20年度 973品 日・平成 21年度 977品 目(省 エネ給湯l■30を 追加)

(1)整備計画の充実
f医 療機器等及び建物への投資要IR]に おける特別投資支援策のうち、散吉研修施設整備等について精度の高ι

面が行えるよう、基準面積及び標準工事費を策定した。

(2)入札情報の早期の情報提供

入札参加者を増やすことを目的として、業界紙への情報提供については、平成 20年度より250万 円以上のすべて
工事に拡大し行つているが、平成 21年度においてlt、 12月 に翌年度の工事発注予定情報を一括して業界級に情報提

することにより、競争性を高め、建築コス ト削減に努めた.



平成 21年度入札分におぃては、平成 20年度中から手続きに着手し、早期導入を図つた。併せて、平成 20年度の対象
品日である大型医療機器 (CToMRl・ 血管連続撮影装置・ ガンマカメラ・ リニアック・ X線透視撮影装置)に X線一般

撮影装置を加えた 7品 目を対象機器とし、スケールメリットを活かし、保守費用を含めた総コス トで市最価格を大幅に下回
る価格での購入となるなど、効率的な設備整備を行つた。

(参考 :共同入札対象品日)

平成 17年度 2品 目 (CT、 MRl)
平成 18年度 2品 目 (CT、 MRI)
平成 19年度 4品 日 (CT、 MRl、 血管連続撮影装置、ガンマカメラ)

平成20年度 6品 日 (CT、 MRI、 血警連続撮影装置、ガンマカメラ、リニアック、

平成21年度 7品 日 (CT、 MRI、 血管連続撮影装置、ガンマカメラ、リニアック、

X線一般撮影装置)

X線透視撮影装置)

X線透視撮影装置、

5.医療機器の価格情報等の共有

各病院において、医療機器をより有利な価格 (平準化 籠 廉化)で購入するための比較軸とするため、羽成 18年度から

各病院で購入した特に購入件数の多い医療機器の本体●I格の情報を本部で集‖・分額し、毎月各病院にフィー ドパックして
おり、平成 21年度も引き続き、対象医療機器 (65種類)について、毎月各病院に価格情報の提供を行つた。

また、ランニングコストについても、CT及び血管連続撮影装置の保守費用 (管球情報)やMRI・ 血管連続撮影装置及
びリニアックの高額部品の価格を各病院へ情報提供を行つた。さらに、平成 19年度から本部において複数メーカーの放射

線機器の基本的な仕様 (性能)が比較できるよう取りまとめ、各病院へ情報提供し、病院における仕様書作成事務め軽減を
図つており、平成 21年度は5機器を追加し、合計10機器とした。 (平成 19年度4機器、平成20年度 1機器追加、平
成21年度5機器追加)

公表する。       |

}ダ切暴Ⅲ…赫7無|:……J
平成 18年 10月 以降、随意契約の契約情faの公表を|1始 し、平成 20年 1月 以降は、一般競争等によったものについて

も次の基準により公表してお り、平成 21年度におい‐
Cも ;1き続き公表を行つた。

公表こ● :予 定領格が 10o(賃貸借契約は80)万 円以上の契約

3. 1者 応ホt・ 1苦応募にかかる改善方策の策定

平成 21年 6月 にてきる限り複数の者が応札・応募できるための取り組みとして、「1者応札・ 1者応募にかかる改善方
策」を策定し、各病院へ周知するとともに、HPへ公表した。

4:「 契約監視姜員会」による契約状況の点検 (再掲)

'独
立行政法人の契約状況の点検・見直しについて,(平成 21年 11月 17日 閣議決定)に基づき、監事及び外部有織

者で構成する契約監視委員会を設饉 (平成21年 12月 25日設置)。

「契約監視委員会」において、平成 20年度に締結した契約のうら、競争性のない随意契約 2,483件 及び―者応札・
‐者応募となった契約 1, 987件 について、点検・見直しを受け、「新たな髄意契約等見直 t ll口 」を策定した。

1契約監視委員会による契約状況の点検・見直し結果】

O平成 20年度契約状況の点検・見菫し結果 (例 )

・競争性のない髄意契約   2,483件   うち一般競争契約に移行の指示

引き続き腱意興約によらぎるを得ないもの

※ 契約の相手が特定されるなど、随意契約として真にやむを得ないものである。
(血液 :日 本赤十字社、教射性医薬品 :日 本アイツトープ協会、電気・上下水道・ガスなど)

625件
1, 858件 ※

・―者応札・一者応募の契約 1,987件   うち仕様書の見直し                  213件
参加要件の撤魔●                 566件
公告期間の確保 (■ 日視日を除き 10日 以上) 1. 568件

(■複あり)

なお、契約監視委員会設置日 (平成 21年 12月 25日 )から平成 22年 3月 31日 までに締結した契約 (前回競争性の

ない腱意興約 1, 021件 、前回―者応札・―者応募478件 、新規案件 1,232件 )について、契約監視委員会による
事前点検を実施。 うち前回競争性のない臓意契約 1, 021件 について、 152件 は一般競争契約に移行し、残り869件
が随意契約として真にやむを得ないものとなつた。また、前回―者応札・―者応募については、6割が複数者応札となった。



平成 22年 3月 に契約監視委員会の指摘に対する具体|ウ取組を着実に実施するため、契約の相手方が特定されるものな

真に開意契約によらぎるを得ないものを除き、原則、一般競争によることを徹底するとともに、一般競争については、

約監視委員会に了承された r―者応札・―者応募に対する改善方兼指針」に沿つて行 うこと、0仕様書の策定に当たってl

契約担当者以外の者を含めた複数の者で構成される各種選定委員会等で決定すること、③価格交渉の構底等について

に周知・徹底を国つた。

また、平成 22年度においては、以下により契約の点検を実施し、契約の適正化に努めることとしている。

① 随意契約は各病院の「契約審査委員会」において随意契約の妥当性等を全件 (少額のものを除く)事前に審査を

施

② 平成22年度調達案件のうち随意契約 (少 額のものを除く)、 前回―者応札及び前回落札率 100%の 契約につし

ては、「契約監視委員会Jにおいて事前に審査を実な

③ 入札説明会に参力0し ながら応札してこなかった業者に対して追跡調査を実施し、原因を究明。

契約
=務

に関する規程の見直し

監事及び外部市議者で構成する契約監視委員会からの指摘に対する具体的取組を着実に実施するため、①腱意契約につヽ
ては、各病院の「契約審査委員会Jにおいて随意契約の妥当性等を全件 (少額のものを除く)事前に審査すること、②喩|

期間について上口・祝口を除き10日 間を確保することなど、契約事務に関する規程の見直しを行い、平成22年度か

用することとした。

7.関連公益法人との関係

関連公益法人は敏当がない。
また、 (株 )保健医療 trジネスとの契約については、平成 20年度より問題とされる随意契約は行っておらず、全て競

契約によるものである。

なお、平成 20年度における一者応札・一者応募となった契約については、競争性確保の観点から契約監視委員会によ

点検・見直しを行った^

さらに、契約監視委員会の審議の過程において契約違反苺が発覚したことから、平成 22年 3月 3日 から平成 23年 9月

2日 までの 18ク 月の指名停止を行つている。

8 会計事務に係る標準的業務フローの徹底

適正な会計事務の業務逆行を確保する観点から平成 21年 3月 に作成 した契約事務を始めとする標準的業務フローについ

て、新人職員のオリエンテーションなどを通してその活用の徹底を図るとともに、内部監査においてo標準的業務フローに

沿った事務手続が行われているか点検を行つた。

平 成 21年 度 の 彙 務 の 実 績

ウ品●■ヽ3に ついて 
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市場化テス トの実施

各病院共通の消耗品等

に係る物品調達業務につ

いて、業務の効率化を推

進するため官民競争入 ll

又は民間競争入札の実施

に向け、対象品 目や対

'施設等実施に向けた81ロ

を平成 21年 10月 ■て

に策定する。

オ  雨場 化 テス トの要肥

各病院共通の事務消耗品等の物品宙遺業務について、内閣府に設置される官民競争入札等監理委員会と連携して、平成 22
年度に民間競争入れをする肝目を平成 21年 10月 に策定し、実施に向けた準備に着手した。

(監理委員会と連携 し策定 した計画)

1 対象品目

事務消耗品及び衛生材料 2品 目

2 実施予定時期

平成 22年度中に入本しを実施し、平成 23年 4月 から落札者による事葉実施

3 契約期間

平成 23年 4月 から平成 25年 3月 までの 2年 間

4 対像施設

40病院 (国 立病院機構全体の事務消耗品口逮額の 5御 を超える病院数)



カ ー●■■費の●漱

平成 20年よに比し、中

`の "日
の最II午

=に
おいて、

―餞t■ ,(人件贅を綸く。)

ついて、15%以上節減を図●.

カ ー般管理■の節滅

一般管理費 (人件費を

除く。)については、

・事業の効率化を図ると

ともにコス ト意識を十

に浸透 させ、引き続き

費節減に努める。

一般管理費 (人件費を除く。)に ついては、水道光係費等の費用節減など、経費の縮滅・見直しを回り、平成 21年度に
いて、平成 20年度に比し307百万円 (▲ 41 2%)減 少させ、437百 万円となっている。

評 nの 硯 ハ    l
:lr● 項 目9 ■湾遼者の見直 しや効亭化による収束改

`(1)を■■籠の向上

(2)■務選苦コス トの節減●

(D業務遇皆コス トの節減l

日 己 ●f疋    :     A     l

(総合的な評定)

後発医薬品の採用率については、金額ペースでlt 8. 8%、 数量ベースでは 20 7
んと、中期計画の達成に取り組んでいる。
一月紫管理費については、平成 20年度に比して41 2%減 少させ、中期計画の数

鷹目標を上回つた。

平成 21年 度も設計仕様の標準化について引き続き取り組み、具体的かつ主要室標

準寸法なども盛り込んだ「病院設計標準 (一 般病棟編 )」 を策定し、さらに投資の効率

fヒ を図つている。

大型医療機器の共同入札については、CT・ MRI・ 血管連続撮影装置・ガンマ

"メラ・ リニアック・X線透視撮影装置の他、X線一般撮影装置を加えた 7品 目を対象

出器とし、スケールメリットを活かし、保守費用を含めた総コス トで市場価格を大幅

に下回る価格での購入となるなどt効串的な設備整備を行つた。

平成 18年度に創設した「国立病院機構QC活働奨助表彰J"度で、職員による自

主的な業務改善活動として表彰し、業務改薔意欲の向上を回るとともに、機関協 rN

HOだより1に取線を掲載し、機構全体での取緯内容の水平展円を回った。

Fこ晃1喜星),レ鸞薯製摯|
実施や医療機器の共同パ札等を評価する。

(各委員の評定理由)

・業務運営の見直しうによる収支改善に大変努力していることがよくわかり、 20
年度決算で赤字であつた40病院が 32病 院に減ったことからも、その努力が評

価される。
一般管理費について、20年 度比41 2%減 と中期II面 の目標値 (15%減 )

を大幅に上回つていることは高 く評価できる。
一般管理費を大幅節滅された努力は高く評価できるが、人件費率の開減等lt十 分
な将来検討のもとに行われるべきである。

・総人件費についてlt、 17年度の基準値3. 045億円に対し21年度は 3, 2
28億円と6 0%の 増加となっている。こ1■ lt、 総人件費削減に向けて技能職
の退職後不補売等により226億 円の制減 (対基準饉△7 4%)を 行っている
が、他の設置主体では代替困難な医療の体網整備など、日立病院機構としての役

割を果たすために408億円の増加 となったためである。 18年 度からの 5年間
で 5%以上の開減を実施することlt困 難な見込であるが、総人件費の抑制に向け

て更なる努力が必要である。

[数値目標]

平成 24年度までに後発医薬品を平成 20年度比数

量ベース30%(購 入金額 ベース15%)以 上

〔

職 20職
臥 麓農父

=負

1:::雛
〕

後発医薬品の採用率についてl■ 、金額ペースでは8 8%(+0 5%増 )、 数■
ベースでは20 7%(+4 3%増 )と なっている。 (業務実績100貢参照)

・中期目標期間最終年度において一般
=理

費を平成

20年度比 15%以上節減

(平成 20年度 744百 万円)

一般管理費 (人件費を除く。)に ついては、水道光熱費等の費用節減など、経費の種

減・見直しを図り、平成 21年度において、平成 20年度に比し307百万円 (`
41 2%)減 少させ、437百万円となり中期計画に掲げる数値目凛を上回った。

(業務実績109頁参照)

申で、基本給等の引下げの見送りや年俸制による勤務成績の反映など処遇改善を
進めているためである.そ れてもなお、自治体病院や民間病院より給与水準に相
当のDRき があり、社会的な理解が得られる籠国内と思われる。
福利厚生費の見直し、絶人件費改革について、医療サこビスの質の向上等のため

[評価の視点]

・各病院は、診療報酬上の施設基準の新規取得や効率

的・効果的な医療の提供を通して、安定的な収入の

確保を回るとともにコス ト削減に努め、収支相償な

いしそれ以上を目指 している力、

実績 :0
・各病院に係る地域事情や特性を考慮した、より効率的・効果的な体制とするため、

各病院の機能・規模による病院の運営方針に応 し、聴戯の適正配量を行うこと等に

より鰺療報目上の上位基準の取得等を回るとともに、材料費、人件費及び委託費等

に係るコス ト劇減に努め、個々の病院においても収支相償を目指 L収支改善を推進

した.(業務実績 93頁参照)

・ E業収益は前年度より約 217億 円増加した.さ らに費用の構減等に努めた結果、

経常収支率が 104 ●%と なり、機構全体として収支41償 を達成することができ

た。また、純利益は前年度より約 48億円増加し、絶収支率は 104 496と なり、

総収支の黒字が維持されている。 (業務実績 93頁参照 )

・平成 20年度決算 (経 常収支)において40病院あつた赤字病院 (再編成施設を除

く)については、 12病院 (△ 8病院)に減少し、収支改善が進ん亀  (業務実績

93■参照)

・平成 20年 3月 末に木都において承日した中期的な個別病院毎の経営改善計薔 :

58病院 (再 生プラン)について、毎月の月次決算において、各病院の経常収支、

一日平均入院患者数、患者一人当たり入院診療額について、平成 20年度実績汲υ

平成 21年度計国との比較を行 うなど、その進拶状況の確認を行つた。

※ 経常収支が羽畿21年度‖目を遺成した病院 87病院

経常収支が平成 21年度|1目 を下回つた病院 21病院

(う ち、前年度実績を上回つている病院 11病 開

(桑務実績 93、 94買 参照)

様々な取組みを行ない、自1減に向け努力している。
・契約監視委員会による契約状況の点検・見直し結果を踏まえ、契約の相手先が特

定されるものなど真に随意契約によらぎるを得ないものを除き、原則、一般競争
によることを徹底し、契約の適正化に努めている。なお、競争性のない腱意契約
については、 18年度比で件数で 13 070、 金額で 12 3%減 少しており、

積極的に取り組んでいる。
・給与水準や路手当について機構のおかれた状況、ミッシヨン達成を考慮しつつ、

通正水準とすべく努力している。
・ レクリエーション経費について病院からの支出を行わないよう20年 8月 に文書

により周知徹底が回られてお り、平成 21年度においては、リクリエーション経

費を支出していないことを確認している。
・QC活|1奨励表彰制度や業績良好な病院の職員に対する年度末賞与支給制度の創

設など、職員のインセンティブ向上に向けた制度を積極的に導入している。また、
個Bl病院ごとの経営改善‖日 (再 生プラン)の進移状況を確認するなど、収支改

善に向けた取線みが行われている。 この結果、 58病院中 37病院が鮮目を撻威
したことは評価したい。

・患者満足度鶴査や患者向けの投書箱の設置により、患者ニーズの把握を行つてお

り、不備な点については改善に向けた取組みを行っている。また、法人本部にお
いてもホームページ上で意見募集を行うなど、サービス向上・業務運営の改善に

向けた取蘊みが行われており、評薔できる。

(次ベージヘ続く)



実績 :〇

・平成 18年度に創設した f日立病院機構QC活動受励表彰」制度で、職員による自

主的な業務改善活動として表彰し、業務改善意欲の向上を図るとともに、機関誌「N

HOだ より,に取線を掲載し、機構全体での取組内容の水平展開を回つた。 (業 務実

績 94頁 参照)

実績 :O
・平成 21年度lt医 薬収支が特に良好な57病院の職員に対し、年度末賞与を支給し

た。 (業 務実績 93頁参照)

・平成 18年度に會臓 した r日 立病院機構QC活麟奨励表彰J制度で、職員による自

主的な業務改善活動としてま彰し、業務改善意欲の向上を図るとともに、機関誌 rN

HOだ より」に取組を掲載し、機構全体での取組内容の水平展開を図つた。(業 務

績94頁参照)

・平成 20年 3月 末に本部において承認した中期的な個別病院毎の経営改善顧[面 :

58病院 (再 生プラン)について、毎月の月次決算において、各病院の経常収支、

一日平均入院患者欽、患者一人当たり入院診療額について、平成 20年度実績及

平成 21年度絆百との比較を行うなど、その進捗状況の確認を行つた。
・X 饉常収支が平成 21年度計菫を達成 した病院 37病院

経常収支が平成 21年度計画を下回つた病院 21病院

(う ち、前年度実績を上回つている病院  11病院)

(業 務実績 93、 94買参照)

実績 :0
・患者満足度調査を実施 し、利用者から47J指 摘、意見をいただくとともに、その結果

を各病院にフィー ドバックを行つている。また、全ての病院で患者・家族か

見箱を設置してお り、苦情等に対する改善事項を掲示版に貼り出すなど患者

知を行っている。これらの意見を参考として、アメニティの向上、診療時間の改善、

検遇の向上諄、様々な業務改善に取り組んでいる。

また、全病院において患者向け´投書籍を設置 してお り、苦11年 に対す

を掲示版に貼り出すなど患者 ヽの周知を行つている。 (業 務実la9 4頁 参照)

・機構全体としては、法人業務に関し国民の意見募集を行い、業務運営に適りに

させるため、本部ホームページに開設した意見募集憲口に書せられた意見を毎日

覧・対応するとともに、臨床評価指標、契約監視委員会の概要など最新ク
'情

報を

ホームベージに公表し、積極的な情報IH示 を行った^

更に、平成 22年度より、毎月寄せ られた意見の件数、主な内容●を取りまとめ、

ホームページで公表することとした。 (業務実績 94頁参照)

.業 務で発揮した能力、通性、実績尊を適正に評価し、その結果を適正に給与等に

扶するとともに、良い部分は発展させ、改善すべき点は速や力1こ改善を図り、

の業務進行意欲の向上を図る業績評価

“

度を、平成 16年度以降段階的に導入し、

平成 20年度には全常●j職員に導入して日立病院機構全体の発展を図つている。 (

務実績 94頁参照)

実績 :〇
。日立病院機構が実施する事務 事業のうち、国民のニーズとずれている事務 事業

や費用に対する効果が小さく継続する必要性の乏しい事務 事業については、通切

な病院運営、経営改善の観点から不断の見直しを行つている。平成 21年度には平

均在院 日数の短縮化等により病床稼働が非効率となっている病棟や、稼働率は悪く

ないが医療内容の高度化等により退院を促進することで不要となる病ホ年を整理

・忠者満足度調査が単なる餞礼的なものに終わらず患者の声を活かし、学ぼうとヽ

う積極的な姿勢が伝わつてくる。
・各々の病院の地域事情や特性にしつかりと目が向けら1ヽ、職員の適性配口やコス

ト削減によるムグの見直しが行われていることを評価する。

・医葉収益増、経常J又支率 100%以 上、純利益の増、赤字病院の減を評価する。
・ 中期的な人材育成を考えた研修会を評価する.

・使用医薬品の標準化への努力を評価する。

(そ の他の意見)

5万 人もの従業員がお り、かつ事業の性格上従業員のロイヤリティー、憲嶽

績が大きく依存し、また、一般管理費に公費 (補助金等)投入がほとんどなく、

事業収入で運営していることから、レクリエーション費用など他の独法と一

扱いをする必要l■ 乏しいと考える.

・事業書における冗費の鮒減や契約状況の点検などの努力を今後も続け、とく

薬品や医療機器の共同入札をしつかり行うことである。

・後発品の利用促進を今後もつと進めるべきである。

絶人件費については、技能職の退職後不補充や非効率病棟の整理・集約、給与

―プの見直しなど人件費削減に向けた取組みが行われている。しかし、

働集約産業であり、診療報醸上も手厚い人員体制をとることで高い診療報酬

につながり、結果的に経営改善に資する仕組みとなっている面もある。地減住

の医療ニーズに適切に対応 し、安全な医療の提供や長期療姜者のoOL向 上

けた取組みを行うためにlt人 員を増やさざるを得ないところもある。安定的、

つ安全な医療の提供に支障がないことを第一に、人件費について lま常に改善の

地がないか、適切な見直しを引き続き実施さオしることを期待したい。

・QC活動等を通して、より効率的な業務運営に向け

た職員の改善意欲の向上を回つているか。

・法人の業務改善のための具体的なイニシアティプを

把握・分析し、岬価しているか。 (政・

点)【第2の 2 業務運営の見直しや効率化による1文

支改善該当部分】

業務改善の取組を適切に講している力、 (業務改

取組 :国民からの苦情 。指摘についての分析・対応、

国民が疑念を抱くことのない開かれた法人運営、日

安箱等職員からの提案を受け付けるた

構築、改善に取 り組む職員を人事上評価している

等)(厚 労省評価委評価の視点)

・国民のニーズとずれている事務 事業や、費用に

する効果が小さく継続する必要性の乏しい事務・

葉がないか等の検証を行い、その結果に基づきヽ

直しを図つているか。 (厚労省評価委評価の視点)

決定外福利費については、事業運営上不可欠なものに限定し支出を行つている.

(1)レ クリエーション費用

平成 20年 8月 に文書により周知徹底を図つたところであり、平成 21
においては、レクリエーシヨン経費を支出 していないことを強認している.

(2)弔電、供花

職員及び職員の家族に対する弔電、供花については、厚生労働省に準して基

準を作成し、平成 22年 3月 に文書により周知徹底を図つた。

(め 健康診断等

・ 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施している。
・ 業務に伴う感染防止を目的としたフクチン接種を実施している。

(4)衰 彰制度

・ 来年勤続表彰、災害活動に係る表彰等については、同様の表彰を実施して

いる厚生労働省の基準を踏まえて実施 している。
・ oC活 動奨励表彰については、業務改善のために優秀な取組を行ったグル

―プを表彰することで、OC活動の意欲高場と各病院への普及を目的に

している。 (業 務実績 96頁参照)

実績 :0
・平成 22年 1月 に全病院に対して、経費削減への取組状況の調査を行い、取

た結果を3月 に全病院に対して「主な取la一覧 Jを 文書により通知し、自病院に

ける取組 と比較検証することを図つた。 (業 務実績 95頁参照)

・平成 22年度には、比較検証結果について薇査を行 うこととしている。 (業 務

95買参照)

・平成 22年度には、各研修等において、経費削減の周知徹底を回つている。 (業

績 95賣 参照)

・診療報酬請求事務における算定の知議に加え、今後の経営戦略に寄与できる (診療

部門に対し経営的視点から積極的に提言尋を行 える)人材育成を中期的な目燎に掲

げ医事業務研修を実施した。なお、平成 21年度1`おいては、医事担当職員に加え

経営企面担当職員 に対象者を広げ、病院全体として診療報酬に対する知識の向上を

図つている。 (業 務実績 97賣 参照)

・平成 22年度診療報酬改定に伴い、病院の適切な運営及び効率的な経営を維持する

ため、診療報酬改定内容を熱知 させることを目的に、診療報酬関連担当者説明会を

実施し、平成 21年度においては、 243名 が受話 した。なお、平成 22年度にお

いては、レセプ ト点検を行う職員や診療報酬請求事務姜託業者を監督する職員を対

像として、診療報翻改定に伴 う請求漏れ防止策等について、より専門的な研修を実

施する予定としている。 (業務実績 ,7頁参照 )

・各病院の経営企画を担当する職員に対し、病院経営に対する意魔改革や経営改善方

策策定に贅するため、経営 (業 務)改善の事lnl、 また、それを実践するための手法

等について、講義及びグループワークによる研修を 6プロックで実施し、279名
が受講 した。 (業 務実績 97買参照)

・診療報酬請求事務の改善を図るなどのための医事専門職の複数配匡 (平成 20年度

5病院→平成 21年度 24病院)や、DPC対 象病院等への診療情報管理士あ配置

(平 成 20年度 65名 →平成 21年度 89名 )な ど、重点的な配■を行っている.

ただし、その大半は、再配Eにより行い、平成 20年度 2, 574名 ―平成 21年

点から、必要な見直 しが行われているか。 (政

姜評価の視点 )

法定外福利費の支出は、適切である力、 (厚労省評価

姜評価の視点)

・法人の福和l厚生費について、法人の事務 事業の公

共性、業務運営の効率性及び国民の信頼性

事業費における冗費を点検 し、その削減を回つてし

る力、 (厚 労省評価委評価の視点)

上を目的 とした研修を定期的に行 うことによ

の資質向上に努めている力、

・病院経営力を向上させるため、医療事務などの有資

格者の確保や育成に努めているか。

また、経営能力並びに診療報酬請求事務能力



こ係るコス トの分析を実施 し適正なコス ト

管理に努めている力、

使用医薬品の標準化を進め、調達方法及び対象品目

等の見直 しを行い、薬品費と消耗品費等の材F4

の増加抑制を図るとともに、後発医薬品の採用に

いて、中期計画に掲げている目標の達成に向けて

り組んでいるか.

適正な人員の配置等に取り組み、人件費率と委託

率を合計 した準について、業務の量と質に応 した

院運営に適正な率を目指しているか。

重症心身障害、筋ジス トロフィー、結核、精神などの政策医療について、適正なコ

ス ト管理を実施するため、経営分析システムと運動し、各分野ごとの損益計算書

伯成する「政策医療コス ト分析ンフトウェアJの開発等を行つた。

なお、当腋ソフ トウェアを用いたコス ト分析は平成 22年度より全病院で

ることとしている。 (業務実績 98頁参照)

実績 :O
・平成 17年度より医療安全、医薬品管理の効率化に資するため、本部に

品検討委員会を設置し使用医薬品の標準化の取組を進めてお り、平成 21年度に
いては、末精神経系用薬、感覚器官用薬の 426品 目について検討した結果、
219品 日の選定を行 、ヽ 新たな標準的医薬品として各病院に月知した。
99頁参照)

・医薬品等の共同入れによる経費削減やSPDに よる適正な在庫管理により、
率の増加抑制に努めたところであるが、平成 21年度の材料費率は24 0%と な

り、平成20年度の材料費率23 5%と 比較して0 5%増 加した。これは、
がん剤を始oと する高額な医薬品の使用が増加したことや病院統合や病院途
う医療用消耗器具備品の購入が増加したことが主な要因である.(業務実績 100
参照)

後発医薬品の利用促進に向けての課題を把握するため、各病院の取 り組み状況に
いて調査を実施した。 (業務実績 100頁参照 )

実績 :0
・技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切普及びアウトノーシング化、

となっている病棟の整理・集約により収益に見合つた職員配置とした。 (業 務実績
101参 照)           .

・一方で、心神喪失者等医療観察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に

基づく筋ジス病棟等における療養介護事業苺国の制度の創崚や改正に伴 う人材確保、
地域医療計口を踏まえた救急医療、周産期医療等べの対応や政策医療の推進への

応に伴う人材確保の他、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び忠者の処
の改善等にも留意しつつ、必要な人材確保を行った。 (業務実績 10,買参照)

平成 21年度の人件費と萎託費を合計した率 (公経済負担金の増に伴うものを除く。)

は57 0%と なり、平成 20年度と同じ水準に押さえることができた。
101頁参照)

費について、簡素で効率的な政府を実現するた

めの行政改革の推進に関する法律等に基づく、

18年度からの 5年 間で5%以上を基本とする

を引き続き着実に取り組むとともに、医療法等の人

員基準に沿つた対応を行 うことl■ もとより、

度創毅や改正に伴 う人材確保も含め政
のための対応に取り組んでいるか。

・絶人件費改革は進んているか。 (厚 労省評価委評価の

視点)

静人件費改革取組開始からの経過年数に応し、

が順調であるかどうかについて、法人の取編

性について検証が行われているか。また、今後、

減目標の連成に向け法人の取組を促すものとなって

いる力、 (政・独委諄償の視点)

実績 :0
・技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及びアウトンーシング化、非

となつている病棟のと理・集約により収益に見合った職員配巨とした。 (人 件費

減額△6, 083百万円)(業務実績 102頁参照)

。一方で、心神喪失者等医療観察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に

基づく筋ジス病棟等における療養舛 事業等国の制度の創設や改正に伴 う人材確保、
地域医療計画を踏まえた救急医療、周産期医療等への対応や政策医療の推進

応に伴う人材確保の他、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処
の改善等にも留意 しつつ、必要な人材確保を行うた。 (政策的人件
16,828百 万円)(業務奏絞 102貢 参照)

,そ の結果、常動臓員の人件費は前年度と比較 して約 107億 円の増となっている。(薬
務実績 102貢 参照)

・平成 21年 度における日立病院機構の総 人件費改革の対象 となる人件費は、
3, 228億 円 (注)であり、総人件費改革の基準値である平成 17年度の人件費
3,045億 円と比較すると183億 円の増となっているが、

(1)総人件費削減に向けた取組として

① 技鮨職の退職後不補充

② 非効率病棟の整理・集約、事務職の削減
③ 独法移行時のI.・ 与カープの変更 。調整額の廃止

等により226億円の開減 (対基準位△7.41%)を 行い、
(2)一方、日立病院機構としての役割を果たすための人件費増として、

⑪ 他の設置主体では代替困難な医療の体制整備

進のための対応、工療サービスの質の向上、饉豪安全の確保及

改善等のための体網整備

③ 医師不足解消に向けた取組・救急医等の処遇改薔及び地域医療
化のための体網整備

等により408億円増加したことによるものである。 (業務実績 102買お熙)

.引 き続き、技能職の退職後不補充並びに非常働囃員への切書及びアウトノーシン

化、非効率となっている病棟の整理・集約により人件費削減を目つていくが、

現場を巡る昨今の厳 しい状況の中で、患者ρ目線に立った良質な医療を提供し、
立病院機構に求められる役割を着実に果たしていくためには、一定の

けられないものである。(業務実績102頁参照)

(注)総人件費改革の対象人件費から除かれる給与改定分 (平成 19年度P.・

に伴う21億 円の増及び平成 21年度給与改定に伴 う57億円の減)を除し

たもの (業務実績 102頁参照)



適切性を厳格に検籠し、給与水準を設定 している力、

(厚労省評価委評価の視点)

国家公務員 と比‐ヽて給与水準の高い法 人について、

以下のような観点から厳格なチェックが行われてι

るか。

給与水準が適正に設定されているか。 (特に、

準が対国家公務員指数 100を上回る場合 l

7Dか 。

・ 給 与水準の高い理 由及 び講す る措 壼 (法

定する目標水準を含む)についての法 人の説明が、

国民に対 して納得の得 られるもの となってい

か 。

・ 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られ

水準となつているか。

(政・独委評価の視点 )

・口と異なる、又は法人独自の議手当|ま、遍切であ

力、 (厚労省評価委評価の機点)

・病院建築単価の見直し等や大型医療機器の共同入

により投資の効率化を回つているか。

・契約の締結に当たって、透明性・競争性等が確保さ

れているか。 (厚 労省評価委評価の視点 )

当法人の給与水準については、国の給与制度■を踏まえ、通則法に則つて適切に対

応しているところである。 (業務実績 102頁参照)

・平成21年度のラスパイレス指数においては、医師 (対国家公務員医療職 (― ))の

みが国水準より高い (109 7(た だし、地域換算後 105 7))も のとなつて

いるが、これは、当法人の主たる事業かつ 目的である医療の提供に不可欠である匡

療職種、特に医師の確保についてlt全 国的に厳しい情勢であることから、医師給与

については、基本給等の引き下げの見送 りや年俸鵬による勤務成績の反映など

し、社会一般情勢に適応するよう漸次改善を進めているところであるが、それても

なお、給与水準は自治体病院や民間医療機関と相当なIHき がある。 (業 務実績 102
貢参照)

剣 費:O
・国と異なる又は法人独自の手当とされているものは、国と同旨の手当、

関と同様の手当、国の施策に対応した手当、有能な人材確保を図るための手当であ

り、民間医療機関との結与水準の違いや独立行政法人に求められる能力実績主義を

踏まえれば、適切なものである.(業務実績 103買 参照)

・ また、特殊業務手当は賞与・退職手当の基礎としない手当であり、日の俸

額と異なるものの、民間の給与を踏まえた適切なものである。 (業務実績 103買参

照)

実績 :0
・平成 21年度も設計仕様の標準化について引き続き取り組み、具体的かつ主要説

準寸法なども盛り込んだ 「病院設計標準 (一般病棟編)Jを 策定し、投資の効率化を

図ることが出来た。 (業務実績 104頁参照 )

・大型医療機署の共同入れについては、CT・ MRI 血管連続撮影装置・カンマカ

メラ・ リニアック・ X線透視撮影装置の他、X線 一般撮影装置を加えた 7品 目を対

象機器 とし、スケールメリットを活かしt保守費用を含めた絶コス トで市颯価格を

大幅に下回る価格での購入となるなど、効率的な設備整備を行つた。 (業務実績 10
5責参照 )

実績 :O
・平成 21年 12月 に設置した監事及び外部有織者で構成する契約監視委員会により、

契約監視委員会設置日から平成 22年 3月 末までに締結 した契約 (前 回競争性のな

い随意契約 1, 021件 、前回一者応札・一者応募となった契約 478件 、新規案

件 1, 232件 )に ついて、事前点検を実施.ま た、平成22年 3月 に契約審査奥

施要領を一部改正し、各病院等に設置する直接契約に関与しない議員て構成する契

約審査委員会の機能強化を図つた。 (業 務実績 106、 107頁 参照)

での見直し 点検 l■適切に行われた

か。 (そ の後のフォローアップを含む。)ま た、

意契約見直し計画」が ,十 百どおり進んでいる力、 (

労省評価委評価の視点 )

.契約方式等、契約に係 る規程類について、整備内容

や運用の適切性等、必要な評価が行われているか。(政

・独委評価の視点)

契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、

整備・執行等の適切性等、必要な評価が行われてし

るか。 (政・独委評価の視点 )

個々の契約について、競争性・透明性の確保の観点

から、必要な検証・評価が行われている力、 (政

委評価の視点)

・競争性のない瞳意契約については、 r饉 意契約の指針」を作成し、これに基づき、

約監視委員会による平成 20年度における競争性のないrll意 契約の生件について点

検・見直しが行われ指摘を受けた。また、一者応札・一者応募についても、r_

札・一者応募に対する改善方策指針Jに基づき、全件について点検・見直しが行わ

れ指摘を受けた。 (業務実績 106頁参照 )

・なお、契約監視委員会設晨日から平成 22年 3月 31日 までに締結した契約のうち

前回競争性のない随意契約 1, 021件 について、 152件 は一般競争契約に

し、残り869件が随意契約として真にやむを得ないものとなつた。また、前回

者応札・一者応募については、6割が複数者応札となつた^(業務実績 106頁参照)

・ こ1し らの相摘を踏まえ、新たな随意契約等見直し計画を策定し、公表した。 (葉

績 106責参照)

・平成 22年度についても、競争性のない随意契約、前回―者応札 一者応募とな

た契約の事前点検を行 うとともに、平成 20年度契約の点検 見直し結果を踏まえ

たフォローアップを行う.(業 務実績 107頁参照)

実績 :O
・監事及び外部有臓者で構成する契約監視委員会からの指摘に対する具体的取iaを ■

実に実施するため、少額随意契約基準以上の随意契約 (下 調 下落によるもの

く)については全て、直接契約に関与しない職員で構成する各病院の契約審査委員

会の審査対象とすること、公告期間について上日・祝日を除き ,0日 間を確保する

ことなど、契約事務に関する規程の見直 しを行い、平成 22年度から適用すること

とした.(業 務実績 107頁参照 )

従来/J・ ら各病院等に直接契約に関与しない職員で構成する契約審査委員会を設置し、

契約の適切性等について審査を行つていたが、更に(本部に平成 21年 12月 /J・ ら

監事及び外部有餞者で構成する契約監視委員会を設置し、競争性のない随意契約及

実績 :O

び一者応札・―者応募について厳格な審査を行い、契約事務手続きの審査体網に
いて大幅な強化を図つた。 (業務実績 107頁●I照

)

実績 :0            ´

・平成 21年 12月 に設置した監事及び外部有臓者で構成する契約監視委員会により、

前回競争性のない随意契約 1, 021件t前回一者応札・一者応募となった契約
478件 、新規案件 1. 232件について、事前点検を実施  (業務実績 106買 参

照 )

.ま た、契約監視委員会の点検 見直し結果を踏また、平成 22年 3月 に

の指針」及び「―者応札 一者応募に対する改薔方策指針」を生病院に通

"し
、

知を図るとともに、入札手続き、仕様書の策定方法、予定価格の算出方法、価格交

渉の方法について文書により周知徹底を図った。 (業務実績 107買参照)

・なお、平成 22年度についても引き続き、競争性のない随意契約、前回一者応札
―者応募となった契約について契約監視委員会による事前点検を実施することとし

た。 (業務実績 107頁参照 )



「随意契約見直しII面1の実施・進移状況や目標達成

に向けた具体的取組状況について、必要な辞hが行

われている力、 (政・独委評価の視点)

関連公益法人との関係について、透明性確保に向け

た見直しを図つている力、 (独立行政法人会計

関連公益法人に限らず、すでに批判 をされていたり、

国民から疑念を抱か1ヽ る可能性のある業務委託等に
ついて、①当腋業務委託等の必要性、②独立行政法

人自ら行わず他者に行わせる必要性、00及
必要があるとして、他者との契約についてその競争

性を高める方策等を検討し、見直しを回っている

等)(厚労省″籠委評価の視点)

・各病院共通の消耗品等に係る物品調達業務について、

計画を策定 し、市場化テストを実施 しているか。

一般管理費について、中期計画に掲げている目

達成に向けて取り組み、着実に進展じている力、

平成 19年 12月 に策定した随意契約の見直し計画のフォローアップとして平同
20年度実績について、平成 21年 7月 にホームページに公表 した。 (業 務実績
106頁参照)

・平成 18年 8月 に会計規程の改正を行い、原則一般競争によることとし、これに
いて、内部監査や監事と連携したいわゆる抜き打ち監査を実施し、その点検を行つ
た。これらの取り組みにより、競争性のない71t意契約の状況は次のとおり減少した。
・ 18年度実績 3,600件 (35 0%)536億 円 (26 2%)
・ 21年度実績  1,927件 (22 0%)303億 円 (13 9%)

。また、韓意契約については、子随意契約の指針」を策定し、監事及び外部有議者で構

成する契約監視委員会において、この指針に基づき、設置以降平成 22年度に向け
た契約について、個別に審査を行つている。 (業 務実績 107頁参照)

・関連公益法人は該当がない。

また、 (株)保健医療ビジネスとの契約については、平成 20年度より問題とされる

随言契約は行つ〆おらず、全て競争契約によるものである。
なお、平成 20年度における一者応札・一者応募となった契約については、

確保の観点から契約監視委員会による点検・見直しを行うた。
さらに、契約監視委員会の審議の過程において契約違反等が発覚したことから、平

成 22年 3■ 3日 から平成 23年 9月 2日 までの 18ヶ 月の指名停止を行つている。
(業 務実績 107頁参照,

実績 :0
・各病院共通の事務消耗品年の物品籠達業務について、内閣府に設置される官民競争

入札等監理委員会と連携 して、平成 22年度に民間競争入札をする計画を平成21
年 10月 に策定し、実施に向けた準備に着手 した。 (業務実績 108頁 参照)

実績 :0
・一般管理費 (人 件費を除く.)については、水道光熱費等の費用節減など、

減・見直しを図り、平成 21年度において、平成 20年 度に比し307百 万円 (▲

41 2r/.)減 少させ、437百万円となり中期計画に掲げる目標値を上回つた.(
務実績 109頁参照)
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② 医療資源の有効活用

医療機器の効率的な

利用の促進

既に整備済の医療機器

等については、その効率

的な使用に努め、稼働率

の向上を回るとともに、

CT及びMRIの 高額医

療機器について 1よ 、引き

続き地域の医療機関との

連携を強化することによ

り、平成 20年度に比し、

共同利用数について 2・/●

以上の増加を目指す。

医療機器の効率的な利用の促進

稼働数の向上

平成20年度に引き続き、各病院において、CT、 MRlの 高額医療機器について、稼働目標数の設定・稼働数向上に向
けた要因の分析や、人材を有効に活用した働務体制の見直しを行つたこと、また、平成 18年度より本部において各病院の
CT、 MRIの 稼働実績につい‐

C本部で集計・分析し、当瞭機器に携わる医師、技師等の配置状況や、稼働件数の高い病院
の稼働件数向上のための取組等の情報を各病院にフィー ドバックしたことにより、平成 20年度実績に対し41, 378件
(3 1%)稼 働総数が増加した。

2.他の医療機関との共同利用の推進

各病院のみの利用では十分な稼働が見込めない医療機器については、地域の医療機関や医師会等への医療機器の整備状況
の説明、バンフレット、病院ホームページ及び病院主催の研修会などの場を活用した広報活動を積極的に実施するなど、他
の医療機関との連携を強化することにより、共同利用を促準 した。医療機器の更新による機能向上、院外からの予約手続き
の綺秦化等により、CT及びMRIに ついては、平成 20年度実績に対し8, 489件 (15 1%)利 用数が増加し、地
域における有効利用が大幅に進ん鳳

CT

合  鮮

MRI

合 計
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病床の効率的な利用の

推進

病診連携・病痛連携の

推進等により、平均在院

日数の短縮を回るととも

に、新規患者数の確保及

び患者数 と平均在院 日漱

とのパランスを反映 した

病棟運営 とする等により

収支の改善に努める。

また、効率的な配置を

行 うために病棟の稼働状

況に応した病棟構成の見

直 しを検討し、整理・集

約の実施に努める。

イ 病 床の効率 的な利用の推進         .

1.病棟の稼働状況に応した整理 ,集約

病診・病病連携による紹介率・逆紹介率の向上尋により地域における連携体制を強化する一方で、平均在院目数の短縮化

等により病床稼働が非効率となっている病棟や、稼働率は悪くはないが医擦内容の高度化等により退院を促進することで下

要となる病床等を整理・集約 し病床稼働の効率化を図つた。これにより、患者数を上回る過大な提供体制に起因する大幅な

赤字拡大を防止するとともに、医療内容の充実と医療人材の効率的な配置を図つた。

(平成 21年度)

(内 訳) 集約数
一般病床 7病院

結核病床 2病院

精神病床 2病院

合II 10病 院 (*)

(平成 20年度)

(内 訳)  集約数

298床  一般病床  14病院   715庶
100床   結核病床  7病 院   246廉
100床   精神病床  3病 院   131床
498床   合計  24病 院 1,092床
(12個病棟, (27個病棟 )

* 病院数 10は 、一般痢床と結核病床を条約した病院が 1カ所あるため合わない。

(1)一般病床
一般務床については、医療密度の向上により生する平均在院日数の減という積極的な理由や、大学からの医師の引き上

げという消極的な理由により、在院患者が減少し病床稼働率が著しく低下する状況が長期化する病院において、病棟の整

理・集約を回った。当族集約等により生じる人員については、病院内の他病棟での活用による上位基準取得や、他病院ヘ

の異動、新規採用の抑制等を行 うことにより、在院患者数に見合つた適正な提供体制の確立を進めている。

平成 21年度においては、 8欄病棟 (298床)を 休棟により集約 した。

(2)結核病床 (再掲 )

結核病床については、結核の入院患者数及び病床利用率は低下傾向にあることから、効率的な病棟運営のため、複数の

結核病棟を保有している病院においては、病棟の休棟または廃上、また、単一の結核病棟を保有している病院においては、

結核病床を一部削減の上、一般病床とのユニット化を行 うなどの取組を進めている。

平成 21年度においては、 1個病棟 (50床 )を 休棟により集約したはか、一般病床 とのユニット化も1例 (50ホ )

実施した。

羽畿20年度    平成 21年度

延入院患者数 (結核)  504, 667名  - 533, 880名
病燎争l用 卒 (結核)      58_7% →    57 4%

(3)精 神痢床 (急性期里への移行と医療観察法病棟の実施)

精神病庶については、国の精神病申に係る方針 (10年間で約 7万床 (全精神病床の約 25・/.)削減)を踏まえ、嵐存
の精神病棟に長期入院する患者を中心に地域移行等を進あ、急性期医療の機α強化を図るとともに、当敏集約に伴い生し

る看護職員の再教育等を行い、高い密度の精神医療を行 う医療観察法病棟のスタッフとして再配置を進めている。

平成 21年度において l■、2個病棟 (100床 )を 体棟により集約 した。

0 各病院において、地域医療連携の活動強化、救急患者等の積極 1句受入れ、病床管理委員会の運営などの取組みによって、

病床の効率的な利用及び新規患者数の増力1等を図つている。

また、紹介率・逆紹介率の向上、クリティカ′しパスの推進■によって平均在院日数の短縮等を図り、診療報酬上の

基準を積極的に取得するとともに、地域医療支援病院及び都道府県がん診療連携拠点病院の新規指定を受けるなど、
の質の向上を伴つた収支の改善に努めた。

平成 20年度     平成 21年度
・地域医療連携室の専任化       117病 院  →   129病 院     (+12府 Fxl

・紹介率               53 9%  -   55 0%     (+1 1%)
.逆紹介率              42 5%  ‐   44 1%     (+1 4%)
散急搬送件数         133 9千 件′・年 ‐ 134 3千 件/年    (+0 4千 件)

新入院患者敏           501千 人/年 ‐  595千 人′
′
年    (+31千 人)

・平均在院日欧            29 2日   -   28 3日      (△ 0 9日 )

・ クリティカルパス実施件数    243, 729件  → 255, 141件  (■ 11. 412件 )

・地域医療支援病院          33病 院   →   40病 院        (+7病 院)

・都道府県がん惨療連携拠点病院     2病 院   →    3病 院       (+】 病院)

O DPC対 象病院‐ヽの移行による医療の標準化への取組みや医療安全管理体制の充実を回り、安心・安全な医療の提供及

び医療の質の向上に努めた。

・DPC対 象病院 平成 20年度 30病院 → 平成 21年度 41病 院 (+11病院)

※平成 22年度 (駒戌22年 4月 1日 現在):DPC対 象=45病 院 (+4病院)、 準備病院=6病院

・医療安全管理室の専任化  平成20年度 141病 院 → 平成 21年度 143病 院 (+3病院)

(札 幌南病院による△ 1)

(主 な施設基準の取得状況)

・一般病棟入院基本料 (7:1)
一般病棟入院基本科 (10:1)
栄美管理実施加算
外来化学療法

"算・入院時医学管理加算
・医師事務作業補助体制加算

→ 4病院が新たに取得
‐ 5病院が新たに取得
→ 全病院が実施済
→ 4病院が新たに取得
→ 5病院が新たに取得
→ 9病院が新たに取得
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開校 した看曖師等

所等の資こについて、

院機籠との連携を考慮し

た貸付等による有効活

を行うことで、
としての機能の維持・向

上及び財政基盤の安定化

に努めるたり、学校法人

や自治体など関係団体と

の■整を行う。

平成 21年度には、小倉医療センターの学校跡地を看議学校を運営する学校法人に貸 し付け、病院機能との連携を考慮した

貸付により有効活用を図った。

なお、「独立行政法人整理合理化計画J(平成 19年 12月 24日 閣議決つ で処分等することとされた贅壼はない。

工 傲■■●●彙

中期 目輌●

"口
■の日立●曖

腑R姜成所において当摯年

日
=拭

豪の全口平均合格

える0薔事を目指す

工 教育研修事業

国立病院機構附属養成

所卒業生の国立病院機構

の病院への就職率を高め

るとともに、全ての附籠

養成所において当譲年度
の国家試験の全国平均合

格率を超える合格率を目

指し、充実した教育を

施する。

` 
開口■E学校から日立病院機構病院への献■率
Ffl属■崚学校は日立ll院機構の看護師を賛成するという役割を持ち、卒業生の機構病院への就職につなげるため、

段階から目立病院機構への帰属意議を醸成していく取組を行つている。附嬌看護学校のカリキュラムには政策医療と
護に関する散市内容を盛り込んでおり、実習においても、日立病院機構のネットワークを活用して近隣の病院で行 うこと
どにより、附口看護学校卒業生の日立病院機構への就職率は年々高まつている。

I目立病院機構病院への就職率】

平成 21年 3月 卒 69 2% → 平成 22年 3月 卒 71 4%

2.附口●霞学校の高しlEE働日憲試験合格率 (再掲)

全ての附属贅威所を合‖した国家試験合格車において当腋年度の全国平均合格率を上回つている。  .
また、昨年と同様全国平均を大きく上回るだけでなく、大学及びその他の3年猟程の賛成所別と比しても上回つており、

全ロトップの合格率である。

平成20年 3月 発表者 平成21年 3月 発表者 平成22年 3月 発表
98 2%      97 8%      98 1%
94.6%      94 4%      93.9%

935%
932%
95.0%

97. 5%
92. 0%
95.9%

97.9%
92.3%
95.4%



:Tイ しのlL道

奎

'処
理に必要なすべての■

院■場の

"務
姜■システムによ

うとともに を■院の経昔求配

の比較等菫院の|1務輩工を分析

ι●奮改善を■ある.ま た け

務■■システムを活用し 薇
=

医家の案tにかか/● ●ス ト,■

の把猥に,ゆる.

なお.E奉 姜IIシ ステムをズ

新 ■る係には,● 1ヒ (日 立書餞

ステムの導入を図
`'、

■月日,
の力間中に全構院か

`雄
化され

るよう努める.

“

 システムの■力化,に つい

の兄直しを含めた次期最
"化

tl

:T化の推進

貯務会

'十

システムの機

実な稼r3を 引き続き図る

ことにより、各病院の経

営状況の比較等病院の対

務状況の分析を行 う。

各病院における既存医

事会計システムの更新に

併せ、順次DPC調 査様

式に対応 した標準仕様に

よるシステムの導入を図

る。

平成 20年度に実施 し

た 「目立璃院機構総合情

報ネットワークシステム

最適化計画」について、

検柾・評価を行う。

オ  :Tイ ヒの推通

1.財務会8tシステム

財務会計システムは、企業会計原則に基づく事務処理と月次・年次の決算処理、それに伴 う財務諸表の作成を行うシステ

ムであり、本システムによつて作成された財務諸表を分析することにより、早期に経営状況のIEEが行える.

平成 21年度においては、従来より使用していたシステムのパードウェア及びソフトウェアの全更新を行った。

更新に際しては、更新によるユーザーの負担を軽減すること、更新の円滑な実施のため、従来の入力画面を踏襲したが、ノ

フ トウェアは全面更新し、処理速度の大幅な向上が実現し集計作素に要する時間が大幅に短縮した。

また、ハー ドウェアの処理能力の向上に伴い、入力内容の検証を簡便に行える機能 (仕訳デ‐夕に対する 「禁則仕訳]点
検機能、残高に対する「残高チェックJ機能)を強化・追加し、ユーザーの手作業による点検業務のさらなる軽減を図つた。

2.経営分析システム

経営分析システムは、財務会計システム等のデータを利用して、部門別・診療科別損益計算書や各種経営管理指標の算出、

他施設との各種経営管理指標の比較が可能なシステムであり、これにより部門毎の経営状況の把握や他病院との比較による

問題点の把撮を行い、経営改善のための参考資料として活用している。            '
平成 21年度においては、従来より使用していたシステムのハー ドウェア及びソフトウェアの全更新を行った。

更新に際 しては、更新の円滑な実施のため、従来の入力画面を踏襲 したが、ソフ トウエアを全面更新し、処理速度の大幅

な向上が実現し集計作業に要する時間が大幅に短縮した
`

また、政策医療のコス ト分析を行 うため、経営分析システムと運動 した 「政策医療コス ト分析ソフトウェアJの開発等を

行った。                         、

評価会の概要

すべての病院において毎月の 25日 を目途として、前月の月次決算状況における経営状況の分析を行 うため「評価会J

を開催 している。月次決算により当腋月の忠者数や収支状況年を基に r平均在院日数J、
「患者 1人 1日 当たりの診療収入 J、

r新 患率 J、
r人 件費率」、 r材料費率J、

「患者紹介率J等の分析を行い、「平均在院口数短縮のための院内ヒアリングの実

施 ,、
「患者確保のための具体策の検討J、

「費用抑制方策J等、早い段階で問題点に対する対応策の検討及び実施を行うこ

とにより、すべての職晨の経営に対する参Jll意 識の向上を図ることができ、病院全体が一九となって経営改善を進めるこ

とができた。

また、病棟単位での患者数の動向や在院日数の状況などを分析し、病棟毎の問題点や対応策を検討することができた。

(2)各 病院で実施された経営改善の具体策と効果等

〇 平均在院日数の縮減等による上位基準の取得
→上位基準取得病院数 :入院基本料     15病 院増加 (対平成 20年度)

入院基本料等加算  69病 院で新規取● (累積 1, 627病 開

特定入院料     17病 院で新規取得 (累積  357病 院 )

特掲診療料    160病 院で新規取得 (累 計 3, 262病 院 )

(※病院数は、加算等の種類ごとにカウン トしているため重複する)

O 医薬未収金の発生防止について、平成 21年 10月 より導入された出産育児一時金等の医療機関等・ヽ の直接支払制度

を活用し、病院が直接保険者より出産育児一時金等の受取りを行 うことにより、分塊費用に対する未収金の縮減に繋

がつた。 (20年度 :51百 万円 → 21年度 :15百万円)

○ 遺正な在庫管理

〇 病院連携による後方支援病院としての紹介率の向上と逆43弁 率の安定
→患者紹介率 (年 間平均):平成 20年度 53 9% ― 平成 21年度 55 0%
→逆紹介率  (年間平均):羽,20年度 42 7% ― 平成 21年度 44 1%

〇 外来化学療法加算の届出病院数 :外来化学療法加算 1 7病院で新規取得 (合 計71病院,

外来化学療法加算 2 1病院で新規取得 (合 計8病院)

(※ 外来化学療法加算 1の新規取得 7病院のうち、 4病院は外来化学療法加算2か
らの上位基準取得である.)

4 医事会8tシステムのIR準 化

各病院のシステム更新時において標準仕様の導入を着実に進めるとともに、本部において共同入札を実施し、スケールメ

リットを活かした IT投資費用の低減を図つている。

O平成 21年度末時点において、標準仕様による入札を実施し、実稼働した病院は45病際

0共同入札実施状況

①第 1回共同入札 (九 州エリア7病院対亀 平成 20年 10月 20日 開オL.)

現導入費用と比較し1 4億円の中l減効果 (削 減率約 50%).
0第 2回 共同入札 (北海道ヽ関東エ リア 15病院対象。平成 21年 3月 19日 開本L)

現導入費用と比較し8 1億円の肖1減効果 (削減率約 60%)。
③第 3回共同入札 (関 西、中国国エ リア 12病院対象。平成 21年 4月 17日 開ホL)

現導入費用と比較し2 6億円の削減効果 (削減率約 40%).
0第 4回共同入札 (九 州エリア6病 院対象。平成 22年 1月 13日 開札 )

現導入費用と比較 し0 9億円の削減効果 (削減率約 50%)。

⑤第 5回 共同入札 (東北・関東エリア 6病院対線.平成 22年 4月 7日 BI札 )

現導入費用と比較し2 4億円の削減効果 (削 減率約 70%)。

⑤第 6回 共同入札 (北瞳・関西エリア 5病院対象。平成 22年 5月 21日 開札∂

現導入費用と比較し2 0億円の間1減効果 (肖 1濠率約 700/.)。

※ 0回合計のコスト肖1減額は 17 5億 円 (現 導入費用 29 7億 円→ 12 2億 円)。

5 診療情報データベース構築に向けた取組 (再掲 )

平成 21年 4月 より診療情報分析基盤 (MED: ARROWS)を 導入し、DPC病 院においてDPC調 査データを活

用 して診療 情報の詳細分析ができる体制を構築したところである。

更に、平成 22年 4月 に新たに総合研究センターを開般し、 144病院の診療情報を収集・分析するための検討を平成

21年度に実施した。

具体的には、収集する診療情報の種類を特定し、患者単位のデータベースとすることを決定するとともに、個人情報に配

慮 し診療情報匿名化の検討、情報分析システムの構築方針を定めた。

6.総合研究センターヘの取組 (再掲)

政策医療ネットワークを活かした調査研究・情報発信機能の強化を目指し、平成 21年度からの第 2期中期計画に盛り込
んだ 「総合研究センターJの設立に向けた検討・準備に着手した。平成 21年度に診療情報分析ワーキンググループを立ち

上げ、日立病院機鷲総合研究センター開段に向けた診療情報分析部門における診療データ収集にかかるシステムの設I「、整

備等設立準備のための検討会を 7回閾僣した。

検討会では、システムの基本的な考え方として、種類の異なる診療情報 (入院レセと外来 レセ等)を紐付けを行つた上で、

患者単位のデータベースを構築し、個人情報に配慮し診療情報E名化処理を行 うことや、収集する診療情報の種額等を検討

しシステムの構築方針を定めたところである。

平成 22年 4月 には日立病院機構格合研究センター診療情報分析部を設置し、本年度に導入する診療情報収集・分析シス

テムにより、各病院のレセプ トデータ、DPC口費用データ等診療情報を収集 :分析を行 うためのデータベースを構築する

こととして,ヽ る。

当敏システムを通して新臨床評価指標に係るデータ収集を開始し、新指標の妥当性等について検証を行 うとともに必要な

修正等を行 うこととしている。



最適にEt日の検証 評価
独立行政法人目立病院機構総合情報ネットフークシステム (HOSPnet)に らぃては、平成19年 ,0月 に策定した

『独立行政法人日立病院機構総合情報ネットワークシステム (HOS Ptle t)に おける業務・システム最適化FI画 Jに基
づき、最適化を実施し、業務の効率化や経費削減を回ることができたとの評価を行うた。
具体的には、運用面においては、予定通り平成21年 4月 から新HOSPnetの 運用を開始 (一 部システムについては

並行稼働の後、7月 から新システムに全面切書)することができ、また、サー′くの集中化によるデータの一元化やデータ連
携の見直しにより、概ね業務の効率化や利便性の向上を図ることができた。
糧費面においては、競争入札及び分離コ達方式の導入や市販パッケージソフトウェアの活用等により、約28億円の経費

朗減を図ることができた.

:具体的内容】
◎業務の効率化・含理化
0,―バの集中化によるデータの一元化

これまで、本部・プロック事務所、病院の拠点毎に設饉されたサーパに保持されていた人事給与データや財務デ
ータを中央の保守セジターに設置されたサーバで一元管理することにより、データの整合性を確保し、業務の効率
化を図つた。

Oシステムの統廃合
システムの利用状況を動案した上で、利用頻度の少ないシステムを廃止するとともに、我が国の医療の均てん化

に資することを目的とした
'診

療情報データベース及び同分析システムJな ど新規システムを導入した。

◎利便性の維持・向上
Oデータ連携の見直し

各種システム間のデータ連携の強化・充実等にょり機能の強化・充実を回り、利便性の向上を回った。
① へ事情報管理システムとF.● 与計算システムとの統合によるデータ入力の省略化 _

② 人事給与システム、固定資産管理システム及び治験管理システムから財務会計システムヘのデータ連携や、
人事給与システムから共済システムヘのデータ連携による作業負荷等の軽洩①な5Ё I′勇弁t響電斃m、il■飩 蹴i驚ふごふ凛貫進晟観謬
図つた。

Oネ ットワーク回線帯域の増強 【平成 19年度に実施済み】
各病院における回線帯城を1 28Kbpsか ら10Mbpsへ 変更することで、システム利用時のレスボンス(応

答時間)を改善し、ユニザの利便性、操作性の向上を図った。

◎安全性・信頼性の確保

0冗曇化による信頼性の向上
サーバやネットワーク回線及び機器を冗長化 (二重化)構成にし、システムの稼働停止時間を最小限に抑えるこ

とで、信頼性の向上を図つた。
Oパ ックアップ構成の見直し

各種システムのデータパックアップサィクルについては、システムの内容により、適切と判断されるサイクルに
短縮し、安全性 :信頼性の確保を回つた。

◎経費削減

最適化前 約 104億円であつたHOSPnet経 費については、最適化後 約82億円となり、約22億円の
経費削減71g見 込まれる」

※ f最適化前 約104億円1については、人事給与システム及び財務会計システム開発経費 (約 13億円)及
び平成 14年度から平成 18年度までの5年間の運用経費 (約 91億 円)を基に算出

※「最適化後 約82億円」については、平成22年 4月 1日 現在、HOSPnet再 構築に必要な経費の総覇

[騒 資削減の主な要因]                                       ~~~~~
Oハー ドウエア、市販パッケージソフトウェア費用の削減

保守センター のヽサーパ集中化及び市販パッケーィソフ トウェアの活用により、ハー ドウェア、市販パッケージ
ンフトウェアの導入費用及び保守費用の経費浄1減 を図ることができた1

0運用保守費用の削減

運用監視時間を
'24時

間 365日 」から「平日9時～ 21時 Jに見直すこと年により、経費削減を図ることが
できた。

O競争入札及び分離■遠方式の導入

競争入札 (総 合評●I落札方式)と するとともに、①システム設計 開発、②ハードウェア、0運用、Cネ ット
ワーク回線などに分けて分離瀾達を行い、専円分野に強い業者と契約することでシステ■の品質向上と経費削減を
図った

`

電子政府への協力

(1)ベイジ■ (Pay― easy)の 利用

財政融責資金の償還や社会保険料等の国庫金の納付については、インターネットバンキングで支払が可能な 「ベイジー

(Paソ ー●asy)」 に対応していることから、平成 19年 9月 から本部において利用している銀行オンラインシステ
ムを電話回線型からインターネ ット型に変更し、ベイジーの利用を開始 した。平成 21年度においても引き続き利用し、
支払業務の効率化及び事故防止を図ることができた。

平成 20年度 延ぺ60回
平成 21年度 延ぺ66回

(2)国税電子申告・納税システム (0-Tax)の 利用

政府の lT新改革戦略 (平成 18年 1月 19日  lT戦 略本部決定)に定められた回に対する申請・届出年の手続のオ
ンライン利用率の向上及び支払業務のう率化並びに事故防上の観点から、平成 20年 1月 より本部から納税する消費税汲
び源泉所得税について、国税電子申告・納税システム (e― Tax)の 利用を開始した。平成 21年度においても引き麟
き利用し、業務の効率化に努めた。

平成 20年度 延‐`24回
平成 21年度 延ぺ 24回

オンラインロ求実施状況
レセプトォンライン請求実贅については、平成22年 4月 ,日 時点において全病院が導入対応済みとなった。

:参考】オンライン請求実施状況
1.改正省令施行日が平成 22年 4月 1日 である病院
2 改正省令施行日が平成 21年 4月 1日 である病院
3 改正省令施行日が平成 20年 4月 1日 である病院

「
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院

院
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病

病

病

:説明資料】

資料87:部門別決算の概要 [395頁 ]

資料86:t餃 基準上位取得状況 [386頁 ]

資料27:総合研究センターの概要 [160頁 ]

全病院において対応済み



:丼薔項日10 業務菫者の■直しや効率化による収支改善

(2)●医療資源の有効活用1

目己諄定    i     S     i
(総合的な評定)

CT、 MRIの 高額医療機器の共同利用数は、平成 20年度に比して、 15 1・/t

と大幅に増加しており、中期計画の数値目標を上回つている。

全ての附属看護学校を合計 した国家試験合格率は、全国平均合格率を大きく上回り、

中期計画の数値目標を上回つている。

全病院の医事会計システムを標準化することについては、平成21年度末に45猜
院が導入しており、中期計画の達成に向けて着実に進展している。
平均在院自数の短縮化等により病床稼働が非効率となつている病棟や、稼働率は層

くはないが医療内容の高度化等により退院を促進することで不要となる病床等を整理
・集約 (10病 院 12個 病棟 498床 )し病床稼働の効率化を図つた。これによ

り、患者致を上回る過大な提供体制に起因する大幅な赤字拡大を防止するとともに、

医療内容の充実と医療人材の効率的な配置を図つた。

長+ 工   I    S   :
(委 員会としての評定理由)

高額医療機器の効率的利用のための取組努力で共同利用数が日標値を大幅に上回

った。また、医事会計システムの標準化に着実に取り組むとともに、平均在院日数
の短縮化等により不要となった病ま等の整理・集約により病床稼働の効率化を図つ

た。

以上の実績および取組について高く評価する。

(各 委員の評定理由)

・ 医療機器、特にCTと MRIの 共同利用数を著しく増加させたことにより、収支

改善に大きく貢献した。また病廉利用に関しても、一般病床の上手な利用による

在院口数の短縮、結核病床や精神病床に関 しても効率的な利用に努力されている.

[歎櫨目標]

中期日標期間中に平成 20年度比 iO.る 以上増

CT、 MRIの 高額医療機器の共同利用致

(平成 20年度 56.098件 )

CT,MRIの 高額医療機器の共同利用数は、平成 20年度に比して、 15 1%
増加 (8,489件 )し ており、中期目標期間中の数値目標を大きく上回つている。

(業 務実績 118買参照)

%以上増)を大幅に上回つていることは高く評価できる.

・ DPC対 象病院が41病院‐ヽ と増加していることを評価する。
・地域医療の推進に不可欠な地域連携クリティカルパスは53病 院から65病院と

大幅に増加 した。旧療養所 55病 院を除 く89の一般病院の数を考えればこの数

字は高く評価できる。
・E事会計システムの標準化も着実に推進 しており、21年度 45病院と計画を大

幅に上回るベースで稼働 した。その朦、共同入札などにより IT投資費用を17
5億 円減と、大幅に削減したことも高く評価できる.

独立行政法人公立病院機構総合情報ネッ トワークシステム (HO S Pnet,の 輌

システムの運用が21年 4月 より開始し、約 28億 円の経費削減が回られている。
・生ての附腐養成所における国家試験合格率は98 1%と 、全国平均合格率 (9

3 90/● )を上回り、中期目標期間中の目標を達成しており、大いに評価できる
^

各年ごとに全てのrt属養成所における国家試験合格

率が全国平均以上

全ての附属看護学校を合IIし た国家試験合格準 (98 1%)は 大学 (97 9%)、
短期大学 (921 3%)及 びその他の 3年課程の賛成所 (95 4°/.,と 比しても

上回つており、さらに全国平均合格率 (93 9%)を 大きく上回つている。 (業 務

実績 122賣参照)

中期目標期間中に全病院が医事会計システム標準化

(判成20年度 0病院)

平成 21年度末において、標準仕様による入れを実施し、実稼働した病院は 45療
院である。 (業 務実績 124買参照)

[評価の視点]

高額医療機器の共同利用数について、中期計画に掲

げている目標の連威に向けて取り組み、医療機器の

効率的な利用促進を図つているか。

実績 :〇

・ CT及びMRIの 稼働総数については、平成 20年度実績に対し、41, 378件
(3 1%)増 加した。 また、共同利用数については、平成 20年度実績に対し、

8,489件 (15 1%)増 加 している。 (業 務実績 118責参照)

効活用が行われている。一方、平均在院 日数の短縮化で不要になった病床答を整

理・集約し病床稼動の効率化を図つてお り、評価できる。

・財務会言「 システムは、企業会計原則に基づく事務処理と月次・年次の決算処理、

財務諸表の作成を行うものとなっており、早期に経営状況の把撮を行つている.

また、政策医療コス ト分析ンフトウェアの開発を行 うなど、道切なコス ト把握に

努めている。このような経営分析ツールの開発は評価できる。

病床稼働率の効率化による赤字拡大防止が行われていることを評価する。

附属看護姜威所卒業生の日立病院機構への就職率上昇を評価する.

・紹介率.逆紹介率のuP、 平均在院 日数の短縮や病床の削減を評価りる。

・病診連携・病病連携の推進等により平均在院 日数の

短縮や新規患者数の増加に努めるとともに、入院患

者数に応した病棟集約など効率的な病棟運営に努め

ている力・.

実績 :○

地域における一貫した医療、病診連携等を推進するための地域連携クリティカ/1パ

スは、 53病院から65病院に 12病院増加した。 (業 務実績29賣参照)

・ 病診・病病連携による紹介ネ (55 0%、 対前年度+1 1%)・ l_● 紹介率

(44 1%、 対前年度 +1 4%,の 向上等により地域における連携体制を強イセ

し、新入院患者数を増加 (595千人、対前年度+31千 人)さ せる一方で、平■

在院 日数の短縮化等 (28 3日 、対前年度△0 0日 )に より病床稼働が非動車

となっている病棟や、稼働率は悪くはないが医療内容の高度化等により退院を促進

することで不要となる病床等を整理・集約 し病床稼働の効率化を図った。こオ●こよ

り、患者数を上回る過大な提供体制に起因する大幅な赤字拡大を防止するとともに、

医療内容の充実と医療人材の効率的な配置を図つた。 (業務実績 119頁参13)

・ 平成 21年度 10病 院  12個病棟 498床 を集約

した看護師等養成所等の贅産について、病院機

能との連携を考慮した売却等に努め、医療機関とし

ての機能の維持・向上及びRf政 基盤の安定化など有

効活用に努めているか.

r独 立行政法人整理合理化計画J(平成 19年 12月
2■ 0閣議決定)で処分→することとされた資産に

ついての処分等の取組状況が明らかにされている力■

その上で取総状況や進捗状況等についての

われているか。 (攻・独晏評価の1見 点)

日立病院機構附属姜成所において 卒業生の日立

院機構の病院への就職 I● を高めるとともに、全て

附属美成所において当該年度の国家試験の全国平

合格率を超える合格率を目指 し、充実した教育を

施しているた

・財務会計システムの活用により、部門
"1決

算や月次

決算を行い、適切な業務運営や経営改善のために有

効に利用するとともに、政策医療の実施にかかるコ

ス ト分析を行い、適切なコス トの把握に努めている

力・.

医事会 ,十 システムの標準化が著実に進展しているか。

平成 20年度に実施 した「業務・ システム最適化:+

面」の検LE ttalを 実施し、次期最適化計画策定に

向けて適切に取 り組んでいる力、

・学校法人や自治体寄と調整した結果、新たに学校法人への貸付を行い、有効活用に

努めた。 (業 務実績 121責参照 )

実績 :―

・処分等することとされた資産はない (業 務実績 121貢 参照)

実験 :0
。国立病院機構の病院への就職率は平成 20年 度 69 2%か ら平成 21年 度
71 4%‐ とヽ上昇している。また、全ての附属看護学校を合計した国家試験合
率は大学及びその他の3年凛程の養成所騨1と 比しても上回つており、全国平均台
率も大きく上回つている。 (業 務実績 122頁参照)

・財務会計システムは、企業会計原則に基づく事務処理と同次・年次の決
=処

理、そ

れに伴う財務諸表の作成を行 うシステムであり、本システムによって作成された

務諸表を分析することにより、早期に経営状況の把握を行つている。 (業 務実績
123頁参照)

・菫症心身障害、筋ジス トロフィー、結核、精神などの政策医療について、適正な
ス ト管理を実施するため、経営分析システムと運動 し、各分野ごとの損益計算書

御まする 「政策医療コス ト分析ノントウェアJの開発等を行つた。

なお、当族ソフトウェアを用いたコスト分析は平成22年度より全病院で実施す
こととしている。(業務実績98頁参照)

実績 :0
各病院のシステム更新時において標準仕様の導入を着実に進めるとともに、本

おいて共同入札を実施し、スケールメリットを活かした lT投資費用の低減

ている。 (平成 21年度末時点において、標準仕様を導入した病院は45病院)

務実績 124買参照)

実績 :0
平成 20年度に実施 した I業 務 システム最適化計画Jの 実施状況について検証

評価を行い、ほぼ最適化計画に沿つた設計・開発 運用を実施し、業務の効率

経費削減を回ることができたとの評価を行つた。次期最適化計画策定においては、

この評価を踏まえた検討を行 うこととしている。 (業 務実績 125( 126頁 参照)
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③ 収入の確保

未収金対策の徹底

医葉未収金の新規発生

防上の取組を一層推進、

また、法的手段の実施等

によりその回収に努める。

また、医薬未収金の支

払案内等の市場化テス ト

については、事業間始か

ら1年を経過した時点 (平

成 21年 9月 末夏在)に
おける入金状況等の結果

を踏また、必要に応 し業

務の改善を日る.

υ 収人のIE保

ア 未収金対策の徹底

平成21年 10月 より導入された出産育児一時今等の医療機関等への直接末払制度を活用し、病院が直接保険者より出産育
児一時金等の受黎りを行 うことにより、分娩費用に対する未収金の縮減に露がつた。

平成21年度においては、未収金債権のうち、破産更生債構を除いた医業未収金は、前年度と比較すると381百万円減少
しており、医業未収金比率はO o8%と 第二期中期BI日の数値目標 (0 11%)よ り低減させることができた。
また、債権管理業務のうち、支払案内業務等について、市場化テストとして、日立キャビタル債権回収株式会社による債権

回収の委託業務を行つており、詢成22年 3月 末時点で委託額 697百万円に対して、入金額 44百万円 (入金率6 3%)
となっている。

更に、医薬未収金の結減方策として、文書督促を原員Jと するクリティカルバス方式を、平成 21年 11月 より未収金残高の
多い5病院において試行し、その効果の検証を行っているところである。

※ 医薬未収金残高 (不 良債権相当分)

平成 20年度 (平成 21年 1月 末現在) 一 平成 21年 度 (平成 22年 1月 末現在 )

3, 836百 万円  (▲ 319百 万円 )

2,739百 万円    (62百 万円 )

1, 097百 万円  (▲ 381百 万円)

未収 金 債権

破産更生債椎

医 業 未収 金

4. 155百 万円   →

2, 677百 万円   →

1, 478百 万円   →

※ 医業収益に対する医業未収金のII合

平成 20年度 (平成 21年 1月 末現在)

平成 21年度 (平成 22年 1月 末現在)

※ 法的措置実施件数

医薬収益       匡業未収金    割合
1,348,495百万円 (194～211) 1,478百万円   OH%
1,373,864百万円 (2114～ 221) 1,097百万円   0:18%

平成 20年度 (平成 21年 1月 末現在) → 平成 21年度 (平成 22年 1月 末現在)

支払督促制度

少 額 訴 訟

訴    訟

計

155件       ―

10件       →

36件       →

201件      ‐

182件
14件
44件

240件

※ 出産青児一時全等の医療機関等への直t■支払制度導入に伴 う分娩患者の未収金額

医業未収金    実施割合 (件 数)

平成 20年度 (平成 21年 1月 末現在) 51百 万円(204～,11) (32 2%)
莉ま21年度 (平成 22年 1月 末現在) 15百 万円(214～221) (63 1%)

【説明資料】
資料88:平成21年度医業未収全に係る法的措置等実施状況 [396頁 ]
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摯務の重薔

医事■務研修のメ危による豪

員の七カ向上及び院内でのレセ

′卜点r体需の饉立●により迪

0な ll求 秦務の実上に取り綸こ

診療報酬請求業務の改

善

医事業務研修を実施 し、

職員の診療報酬請求事務

に係る能力の向上を促進

するとともに、院内での
レセプト点検体制の確立

に努める.

イ 診景IE酬請求業務の改善

1.医事業務研修 (再掲)

診療報酬請求事務における算定の知議に加え、今後の経営戦略に寄与できる (診療部門に対し経営的視点から積極的に提
言等を行える)人材育成を中期的な目標に掲げ医事業務研修を実施した。なお、平成21年度においては、医事担当職員に
加え経営企口担当職員に対象者を広げ、病院全体として診療報酬に対する知識の向上を図つている:

平成20年度 168名  ‐ 勁成21年度 127名

2.平成21年度診療報酬関連IB当 者税明会 (再掲)

平成22年度診療報酬改定に伴い、病院の適切な運営及び効率的な経営を維持するため、診療報酬改定内容を熱知させる
ことを目的に実施し、平成 21年度においては、243名 が受講した。なお、平成22年度においては、レセプト点検を行
う職員や診療報酬請求事務委託業者を監督する職員を対ふとして、診療報酬改定に伴う請求漏れ防止策等について、より専
門的な研修を実施する予定としている。

3.院内でのレセプト点検体制の確立

職員による効率的なレセプトチェックが可能となるよう、レセプトチェックシー ト (例)を本部において作成し、各病院
に周知を図つている。そのよで、各院長より診療報酬請求事務の重要性について職員へ周知を行うとともに、病院職員によ
るレセプトチェックを実菫し、その結果につぃて会議等を活用した多職種ての情報共有を図る等の体制を構築することとし
て

'｀

る。

I説明資料】

資料89:r診療報醐請求事務の改善について][398買 ]



厚生労働■争研究費補助五年

″)●1部の費●

"研
究贅の泰■に

警 め 中断日澪の

“

間中におい

て 又なる研究を推進するとと

も
` 

苅工な評価を行い研究の

ウ 臨床研究事業

本部研究課が窓口と

り、競争的資金の獲得

ための情報収集、情報提

供、他省庁等 との連絡調

整、申請書の作成■に関
する研究者の支援を行 う。

また、日立病院機構全

ての病院を結ぶ治験ネ ッ

トワークを活用 し、受託

研究費額の増を回るとと

もに、実施率の改善等質

の向上を目指す.

1.競争的研究費獲得のための推進及び助言

平成 20年度に引き続き、競争的資金の獲得のため、事業を実施する省庁などから研究内容や応募にかかる情報を入手し、

各病院に対し、情報提供や手続言にかかる助言を行 うとともに、臨床研本部の活動実績の評価及び臨床研究センターにおけ

るネットワーク機能評価の評価項目に、競争的研究費獲得額を設けることによって、競争的研究費獲得のインセンティプが

働いている。その結果、約 24億円の競争的研究費を獲得した。

(平成21年度)

。厚生労働科学研究費  17億 1, 172万 円 (平成 20年度 19億 5,795万 円)

・文部科学研究費     2億 4.842万 円 (平成 20年度  1億 9, 217万 円)

・その他の競争的資金   4408. 120万 円 (平成 20年度  5億 4, 191万円)

(合  計)     24億 4, 134万 円 (平成 20年度 26億 9, 203万円)

.ネ ットワークの活用 (第 1の 2の (2)移照)

145病 院にわたるネットワークを活用し、受話研究件数を増加させることで受託研究費の螢得を増やすとともに、

実施症例数の増加等に努め、臨床研究の質の向上を図った。

○ 受託研究実績   約57億 2. 200万 円 (平成20年度 約48億 3, 300万円)

4,494例  (平成 20年度

O ネットワークで行 う臨床研究に対する書附金受入実績

1億 2, 200万 円 (平成 20年度

評 価 の 説 点    |
:絆儘項 日11 業務口者の見直 tや効■イじによる収東改善

(2)0収入の■保l

目し辞モ    :     A     l
(記 合的な評定)

平成 21年 10月 より導入された出産青児一時全等の医療機関● ヽの直接支払制度

を活用し、病院が直接保険者より出産育児一時金等の受取りを行うことにより、分焼

費用に対する未収金の結減に努めた結果、平成 21年度の区窯未収金比率は、 0 08
%と なり、中期針面の数値目擦を上回つている。

院内での レセプ ト点検体制の確立については、職員による効率的なレtプ トチェッ

クが可能となるよう、レセプ トチェックシー ト (例 )を作成し、その活用を回つてい

る。また、各院長より診疲報酬‖来事務の重要性について職員へ周匈を行うとともに、

病院職員によるレセフ トチェックを実施 し、その結果について会議年を活用した院内

での多lL種 での情報共有を図る0の 体制を構築することとしている.

平成 21年度は外部競争的費全獲得額が約 24億円と′|つ ており、研究推進のため

に必要な資金を機保 している.

臨床研究部の活動実績を評価し点数化することにより、活動の実績に応 した研究費
の配分や臨床研究組織の再構築の指標 として活用してきたが、さらに点数を分野毎に

調査、分析することにより、重点的に研究を実施していく研究分野を選定した、

三十  疋   :   A    I
(委 員会としての評定理由)

出産育児一時金等の医療機関等 のヽ直接支推制度を活用することで、分娩費用に

ヽする未収金の縮減に努める等、未収全対策の徹底による匡業未収金比率の■実な

は減を評鮨する.ま た、臨床研究事業において、各病院における臨康研究部の設置

など基盤整備を進め、外部競争的費金等の獲得に努めており評価する。

(各委員の評定理由)

・ ITイヒの促進による財務システムや経営分析システムの上手な和l用 によって収入

改善に貢献してお り、さらに医葉未収金の発生防止 のヽ取組みも効果をあげてい

る。
21年 10月 より導入された出産青児一時金等の医療機間等への直接支払制度の

活用により分統費用に対する未収金の縮減に努めた結果、医業未収金率が0 0
9%と 第二期中期計画の目標値 (0 11%)よ り低減している。

・医薬未収金の低減は、国の制度による (出 産育児一時金直接支払制度)に t,助 け

られていることはいなめないものの担当部門の努力の成果である.

国立病院機構総合情報ネットワークシステムの上手な利用も収 入改善に■献して
,ヽ る。

・競争的研究費について、20年度と比して文部科学研究費は増加 したものの全体

[数値 日標 ]

・平成 20年度に比して区業未収金比率の低減

(平成 20年度 0 11%)

・平成 21年度の医業未収金は、前年度と比較すると381百 万円減少しており、区

業未収盆比串は 0 08%ヒ 常二期中期鮮間の数 lE目 標 (0 11%未 満)を 上

回つている。 (業務実績 129賣 参照)

〔評価の視点]

医薬未収金について、新規発生防止の取組を一層推

進し、また、法的手段の実施等によりそσ,回収に努

め、医業未収金比率の低減を図つているか
^

実績 :〇

・平成 21年 10月 より導入された出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

を活用 し、病院が直接保険者より出産育児一時全等の受取りを行 うことにより、分

氏費用に対する未収金の縮減に繁がつた.

(20年度 :51百 万円 - 21年 度 :15百 万円)

(実施割合 (件 数) 20年 度 :32 2% - 21年 度 :63 1%)
また、法的手段の実施については、前年同月と比較し、201件  - 240件

と増加 してお り、その利用により未収金の回収に努めている。

なお、医業収益に対する医集未収金の31合は、前年度0 11% - 0 08
%に低減させることができた。 (業 務実績 129貢参照)

る。

・外部競争的資金獲得額が 24億 円となり、研究の推進が行われている.臨床研究

部の活動実績を評価し点数化することで、道切な臨ホ研究体制の構築に結び付け

ている。こうした活動は評価できる.

・臨床研究事業において競争的研究費は対前年 2 5億減となったものの 145哺
院のネットワークを活用し■託研究費を前年大幅増額 (約 9兆円)治 験実施症

例数対前年 105_ 7・/.、 さらに臨床研究に対する寄付金を1 2億 円受入れる

など、計画を上回る実績をあげていると評缶できる.

・ レセプ トチェックシー トを作成し、職員が効率的にレセブ トチェックを行えるよ

うにし、正機な診療報酬請求事務を行うことで、確実な収入確保に結び付ける勇

力は評価できる。
・レセプ トチェックの更なる厳密化の努力に期待できる。
・医事業務研修の実施を評●する.

(そ の他の意見)

貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定

されているか。回収計画が策定されていない場合、

その理由の妥当性についての検証が行われているか。

(政・独委評価の視点)

実績 :O
・第二期中期計画において、医薬未収金比率を0 11%未 満に抑える計画を策定し

ており、平成 22年 1月 末現在の医葉収益に対する医葉未収金の割 合は、0 03
%と 言十画 と比較して 0 03%(減 少相当額 381百万円)改善させた.(業 務実績

129貫参照 )

回収‖目の実施状況についての評価が行われている

/J・ .評価に際し、 1)貸倒懸念債権・破産更生債権

等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加 し

ている場合、壺)計画と実績に差がある場合の要因

分析を行つているか。 (政・独委評価の視点 )

実績 :○

・第二期中期計画において、医薬未収金比率を0. 11° /● 未満にrnえ る計画を策定し

ており、平成 22年 1月 末現在の医業収益に対する医業未収金の割合は、 0 08
°
/.と 計画と比較して0 03%(減 少相当額381百万円)改善させた.(業務実績
129頁参照)

なっているが、回収率が6 3%に ととまつており、費用対効果の観点から検肛
を行なうべきてはないか。

回収状況等を踏また回収計画の見直 しの必要性等の

検討が行われている力、 (攻・独委評価の視点)

実績 :〇

・第二期中期計画において、医薬未収金比率を 0 110/.未 満に抑える計画を策定し

ており、医薬未収金比率は0 08%と 第二期中期計画の数値目標 (0 11・/.)

より低減 させることができたところであり、引き続き、未収金対策を徹底していく.

(業務実績 129買参照)



・医事業務研修の実施による議員の能力向上及

でのレセプ ト点検体制の確立尊により適切な

務の実施に兼り組んでいる力、

・外部の競争的研究費の獲得に努め、更なる研究を推

進するとともに、適正な評価を行い研究の効率化に

努めている力、

診療報酬請求事務の能力向上のため、平成 20年度より医事業務研修を実施してセ

る。また、平成22年度診療線醸改定に伴う研修を実菫している。 (業務実績 130
買参照 )

・院内でのレセプト点検体制の確立については、■員による効率的なレセプトチェッ
クが可

～
となるよう、レセプトチェックシート (例 )を作成し、その活用を回って

いる。また、各院長より診療報醐請求事務の重要性について職員・ヽ 周知を行うとと
もに、病院職員によるレセプ トチェックを実施し、その結果について会議等
した院内での多機種での情報共有を図る等の体制を構築することとしている。
実績 130頁 参照)

実績 :〇
・平成 21年度は外部競争的資金獲得額が約 24億円となっており、研究の推

われている。 (業務実績 131頁 参照 )

臨床研究部の活動実績を評価し点数化することにより、活動の実績に応じ
の配分や臨床研tta織の再構築の指標として活用してきたが、さらに点数を
に■査、分析することにより、重点的に研究を実施していく研究分野を選定した。(

務実績4壽 照)
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予算、収支3f百 及び資金

8f露

第 3

経営の改善

平成 21年度の予定損益掛

算において、経常収支率を
102 5%と する。

再生プラン対象施設について、

平成 21年度の経営改善計口

の進拶状況により診療機能・

病床規模の見直し等の必要な

措置を講 じるなど、個Bll病院
の経営改善に引き続き取 り相

tr.

第 3 予算、収支計画及び資金計画

経営 の改善

.経常収支及び総収支の黒字の維持                            、

(1)経常収支

平均在院日数の短縮や地域連携による診療報醸にかかる上位基準の取得、新規患者の増加等の経営改善に向けた努力を
行 うとともに赤字病院の赤字を圧縮するため経営指導を積極的に実施した。

結果として、経常収支 388億円、経常収支率 104 9%の 黒字となり、年度:}口 における経常収支率 102 50/1
を超える収支率をあげた。

(2)総収支                   _
平成21年度においても、純利益348億円の黒字となり、総収支の黒字が維持されている.

総収支領

平成 20年度   +300億 円

平成 21年度   +348億 円

2.働

“

病院毎の経営改善81日 (再生プラン)の奥籠及び支援 〈再掲)

平成 20年 3月 末に本部において承認 した中期的な個,1病 院毎の経営改善II目 :58病院 (再生プラン)について、毎 jl

の月次決算において、各病院の経常収支、一日平均入院息者歎、患者一人当たり入院診療額について、平成 20年度実績汲
び平成 21年度計日との比較を行うなど、その進拶状況あ機13を 行つたところであり、ll口最終年度となる平成 22年度に
おいても、引き餞き、個別病院における収支改善に努める。

また、平成 21年度において、本部及びプロック事務所の専属チームが、経営手腕を発揮している院長及び副院長等 とと
もに、年度十日に対して経常収支が著しく下回つている病院等への優別訪間 (延 べ 9病院)を行うなど、収支改善に努めた.

さらに、 12月 には運営費を短期借入金で賄つているなどの 13病院を本部に招集し、理事長等本部役員と病院長及び■
務部長との経営改善に関する意見交換会議を行つた。

※ 経常収支が平成 21年度針目を逮成 した病院 37病院
経常収支が平成 21年度BI「を下回つた病院 21病院 (う ち、前年度実績を上回つている病院 11病 院)



再生プランの具体的な取組み】

※ 本部・プロック事務所の体制

木都及びプロッタ事務所に専属チームを設置し、さらに病院長、Ell院長等を本部特別願間として委嘱

・本部特別顧問 (再 生プラン担 当) 19名
。本 部 再 生 プ ラ ン 専 臓 チ ー ム 22名
・プロック事務所再生プラン専属チーム 71名

※ 再生プランに関する会議の開催

・ NHO基 本戦略プロック会議 (平成 21年 7月 開催)にて、経営改善への取組を各病院に対し周知 (6プ ロ

クで開催)

。再生プラン意見交換会議 (平成 21年 12月 7日 B4催) 対象病院 :13病院

※ 中期的な (平成 20年度～平成 22年度 3年間)経営改善計画を策定

・事 業 規 模 関 係・ ・病院規模苺

・サービス内容関係・・・実施診療科等

・サービス体制関係・・ 痢練結成、人員配置等

・設 備 投 資 口 係・・・医療機器更新「 I日、建物保守等計画

・資 金  計 画・・・中期の資金針目

※ 現在のお者数、診療収益などを前糧に「人、物、資金Jの最適化

・部門別 (診療科・病棟等)の収益 。生産性による分析
→ 躍層の所在をビンポイン トで明確化

・ベンチマークによる分析        .
→ 原因の把握、具体的な目標値の設定

機能強化・生産性の向上

― 外部環境分析などによる実現可能性の検EE

・診療機能、規模、人員体制の見直し
→ ダウンサイジング (人事異動も考慮)

I説明資料】

資料90:経営の改善 [406頁 ]

資料74:中期的観点からの個Bl病 院の経営改善について [349頁 ]

計 ll1 7狐 尽    l
:諄薔項 目12 経なの改,1

目己
`キ

定    i     S     I
(総 合的な評定)

各痢院の機能・規模による病院の運営方針に応 したt職員の適正配置、平均在院日

数の短縮や地域連携により診療IR酬 にかかる上位基準の取得等を図るととマ)に 、材料

費、人件贄、委託費等に係るコスト削減に努め、価々の病院においても収支相償以上

を目指し収支改善を推進 したことにより、平成 21年度の経常収支率は、 104 9
%と なり、年度計画を達成 した。

平成 20年度決算 (経常収支)において40病院あつた赤字病院 (再編成施設を眸

く)については、32病院 (△ 8痛関 に減少 し、収支改善が進んだ。

再生プラン対象病院については、平成 20年度実績及び平成 21年度‖国との比較

や進拶状況の確認を行 うとともに、年度計画に対して経常収支が著しく下回つている

病院等への個別防間などを行つた結果、37病院において平成 21年度‖目を達成 し

た。また、平成 21年度計百を達成できなかった 21病院のうち、 11病 院について

は、前年度実績を上回ることができた。

I子  こ   i    S    i

(姜員会としての評定理由)

機構発足以来6期連続経常収支黒字、さらには純利益348億 円を「 I上するなど

静段の実績を上げてお り、赤字病院数も8病院減少するなど着実に経営改善がなさ

れている。             |
以上の実績および取組について高く評価する。

(各委員の評定理由)

・ 平均在院日数の短縮や診療報酬にかかる上位基準の取得など経営改善の努力が実

つて経常収支率 104 9%の 黒字 となつたことが高く評価される.

・経常収支が 6期連続の黒字となり、経常収支率も104 9%と 中期計画の目標

値 (100%以 上)を達成 している。また、個々の病院においても20年度と比

して赤
‐In院数が 40病院から32病院´ヽ減少しており、収支改善が進んでいる.

[数 値目標]

各年度の損益計算で経常収支率 100%以 上 平成 21年度の経常収支率は、 104 9%ど なり、中期計画の数宦目標を上回つ

ている。 (業 務実績 134頁参照)

ること、純利益が 348億 円の黒字となったことは、着実な収入確保やコス ト肖J

減、卓越した経営戦略とその実行によるものと、大いに評価できる。

日朋1病院毎の再生プランの実施および支援も経営改善に大きく貢献している.

[評 価の視点]

.各年度の損益計算について、中期計画に掲げている

目標の達成に向けて取 り組み、経営改善を着実に実

施している7J・ .

案l■ :0
・平均在院 日数の短縮や地域連携による診療報酬にかかる上位基準の取得など経営改

善に向けた収益の増加や、経費削減等の努力を行い、経常収支 388億 円、経常収

支串 104 '0/.の黒字となり、平成 21年度訃面における経常収支率 102 5
%を 超えて、年度計画を達成した。 (業務実績 134頁参照)

・純利益348億 円の黒字となり、総収支の黒字が維持されている。 (業務実績 134
頁参FR)

収支の状況など進捗状況の確認を行なうともに経営手腕の優れた病院長などを加

えた専属テームの個,J訪間などによる収支改善の取組みは効果的であり、その結

果 2/3近 くの病院が計画を達成し全体の収支改善に大きく貫献している.大い

に評価しうる。
・再生プラン対象の 58病院の うち、37病院で平成 21年度計画を達成している.

また達成できなかつた21病院のうち、 11病院は前年度実績を上回つており、

業崚改善に向けた関係職員の努力の賜物と評価できる.ll目 を達成できなかった

再生プラン対象病院について、診療機能 病床規模

の見直しなど必要な措■を請 じるとともに、日別1病

院の経営改善に取り組んでいる力、

実績 :0
58病院 (再生ブラン)について、日次決算において各病院の経常収支、一日平均

入院患者歎、患者一人当たり入院診療額など、平成 20年度実軟及び平成 21年度

計画との比較を行い、その進移状況の確認を行ったところであり、計画最終年度と

なる平成 22年度においても、引き波き、個ワj病院における収支改善に努める.

また、平成 21年度において、本部及びプロック事務所の専■チームが、経営手

腕を発揮している院長及び割院長年とともに、年度BI目に対して経常収支が著 しく

下回つている病院等への個別肪間 (延ぺ 9病 院)を行 うなど、収支改善に努めた。

さらに、 12月 には運営費を短期僣入金で賄っているなどの 13病院を本部に招

集 し、理事長等本部役員 と病院長及び事務部長との経営改善に関する意見交換会議

を行った。

その結果、 37病院において平成 21年 度計画を達成することができた。また、

平成 21年度計画を達成できなかった21病院のうち、 11病院については、前年

度実績を上回ることができた。 (業 務実績 134、 135買 参照)

前年40病院であった赤字病院が 32病院に減少したことを17価する。

l■員の適性配置、平均在院日数短縮の努力、さらにはコスト削減など地道な努力

により適切な業務運営が行われたことを評価する.

次項目とともに経営の改善についてはこれまでも高い評価を得ており、21年度

も最高評価とすることが妥当。

・ 当期総禾1益 (又 は当期総損失)の発生要因が明ら7J・

にされているか.ま た、当期総利益 (ヌ は当期待損

夫)の発生要国の分析を行った上で、当敏要因が法

人の業務運営に問題等があることによるものかを検

肛し、業務運営に問題等があることが判明した場合

には当餃問題等を踏まえた評価が行われている力、

(攻・独委評価の視点)

実績 :0
・各病院の機能・規模による病院の運営方針に応 した、職員の適正配置、平均在院

数の短縮や地域連携により診療報ヨにかかる上位基準の取得等を図るとともに、

料書、人件費、委託費等に係るコス ト削減に努め、日々の病院においても収支相

以上を目指 し収支改善を推進tた ことにより、当期総利益 348億 円を計上した

のであり、適切な業務運営を行った結果である。 (業 務実績 134頁参照)



平 成 21年 度 の 業 務 の 実 綺

●

"院
の雄驚の4●

"を
回りつつ

投贅の勁●化を●0.日立病院機構

F立の際にス難した使薔を含0目 立

病院捜構の日定贅債 (■綺l■入金の

残高)を■案に減らすこと.

■走負壼●l合0崚●

各病院の機常の||"・ 向上を国り

つつ、経営の

“

薔が図られる■,を

■口的に行うとともに 日立

"醐tの日2■使 (■鶏r●入金の残高,

そのため ●々の病餞における●

ウや大型医療●Iの■■にgたぅて
は、長期待入奎●●躾週薔案性年を

■保す るとともに 一定の自己資奎

を用意する ことを原則 とする.

1 予  ■ ,1颯 1

3 ,奎針口 ,1“ 3

固定負債鶴合の改善

平成 21年度の長期借入等

の予定枠を 505億 円 (平成
20年度か ら繰 り越されたも
のを含む)と するとともに、

内部資金の有効活用により、

機構の固定負債 (長 期借入金

等の残高)を減少させる。

1 予  算 別紙 1

2 収支計画 別紙 2

3 資金計薦 別紙 3

2 固定負債割合 の改善                                ~~~~~~

1 病院の機能維持に必要な整備を行いつつ負債の減少

(1)建築単価の見直し                                     、
引き続き、建物整備における建築コス トを31き 下げることにより、必要な整備内容を確保しつつ整備総額の効率化を

図つた。

(2)医療機器整備の投資枠

病院の機能維持・向上に必要な医療機器 のヽ投資を適切に行 うため、各病院の平成 20年度の決算状況を略まえた投資
枠 352億円を設定した.(参 考,平成 20年度投資枠282億 円

0)内部資金の活用

内部資金を活用することにより、病院に対し償還期間の短い貸付設定ゃ償還方法の多様化を行い、病院が投資内容に見
合った償選期間等を選択しやすいものとし、金利負担の軽減を図つた。

なお、平成 21年度において|よ、自己資金及び頂籠金等内部資金を活用することにより、財政融資資金尊外部から新た
な借入を行わず、必要な投資を行った。

O中期目標 (中期計画期間中総投資額2, 529億 円)に 対する進捗

平成 21年度

0中期計画期F.1中 の投資額

総投螢額に対する割合

735億 円

29 1%
(累 計額/2, 529億 円)

※総腋 額は、各年度に投資決定した医療機器・施設設備整備にかかる金額のうち、平成21年度中に支払いが発生
する金額を計上

○平成 21年度長期借入金等借入実績
区 分      計 画       実 績      差 額

財政融資資金    455億 円        o億 円   ▲455億円

財投機関債     50億 円        o億 円    ▲ 50億円
合I1      505億 円        o億 円   ▲ 505億円

0固定負債残高の推移 ( )内 は 16年度期首からの減少率

平成 16年度期首  平成 17年度期末  平成 18年度期末 平成 19年度期末 平成 20年度期末 平成 21年度期末
7.471億 円   7.223億 円   6, 925億 円   6. 501億 円  5, 971億 円    5, 469億 円

(※)       (▲ 3 3%)    (▲ 7 3%)    (▲ la O%)  (▲ 2o l%,    (▲ 26 8%)

※改革推進公共投資日立病院及療養所施設費 (133億 円)を含めた承維時の長期借入金は、7,605億 円であり、
▲28 1%の 減となる。

2.資金の運用

時価又は為替相嬌の変動等の影響を受ける資金及び運用はない:

【説明資料】

資料 91:独立行政法人目立病院機構中期計画別紙 1～ 3(予算、収支計画、資金計画)[411貢 ]

資料 92:独立行政法人目立病院機構年度計画別鋲 1～ 3(予
=、

収支許面 書金丼菌)「 414百 1

療機器 ‐建物菫襴については 別

縦4の とおりとする。

医療機器・建物整備に関

する計日

長期僣入等及び自己資金

を活用 して、長期債務の縮

減を回 りつつ、医療面の高

度化や経営面の改善及び患

者の療美環寃の改善が図ら

れるよう、必要な整備のた

めの投資を行 う。

医療機器・建物整備に関する計画                  ~
医療機器整備の者え方

(全体的な枠組み)                          .

0 医療機器整備については、各病院の医療機器,にかかる減価償却費と前年度の経常収支を基本に、各病院毎に当減年
度の投資枠の設定を行い、当核投資枠の範囲内で、各病院,裁量で整備を行つている。
平成 21年度においては、全面建薔に伴う投資枠の前倒し て8病院)により、機構全体で総額約 352億 円の投資絶

額に拡大するとともに、各病院の医療機器の計画的更新と医療内容の充実、投資回収の早期化を回つている。
また、通常の投資枠の他 1手 、地域医療体制の変動年により新たな診療料を設ける必要がある場合などに、収支が確保

される範囲内で、追加的に投責枠を用■する仕組みを整備し、各病院の機動的な体質変換を支援している。

(本 部の関与・支録)

O 定められた投資枠の中で各病院がどのような機器を購入するかは、収支計算に基づき病院自ら判断することが原則て
あるが、5千万円以上の大型医療ma3に つ てヽ は、病院が行う収支計算が適正かとうかを本部で検肛するものとしてい
る。検能の朦にl,、 稼働件数見込み、費用の見込み等を確

“

し、必要に応じ稼働状況改善のための情報提供苺を行って
いる。

O さらに、平成 21年度においては、再生プラン対象病院に対して、前年度の資金面での投資目標達成額に応じ、投賓
枠を加減算することにより、病院の経常状況に応した投資枠の適正化を回つた。

O中 期目標 (中 期‖画期間中の医療機器整備投資叡850億 円)に対する進拶

平成 21年J 農
つ
眸鰺〕

中期計目期間中の投資宙

`内 “

薔合合,,ヽ

253億円 153億 円

(黒 計額/850億 円) 29 8%

※各年度の医療機器整備にかかる投資支払額を計上



(全体的な枠組み,

0 施設整備については、医療機器と異なり事前に算定式に基づく投資枠を示すことが困難であることから、個別に整備

の必要性がある事案ごとに本部で審査する仕組みとしており審査の着眼点の標準化や、審査結果の全病院への提供等に

より業務の標準化を回るとともに、整備計画の承認から供用開始までの標準期間を定め進行管理を行い、elllの迅速化

を図つた。

平成 20年度においては、病院が償還計目を作成するための要領を本部が,乍成した、
‐
これにより病院での償還計画の

作成及び各プロック事務所における病院への支援の迅速化を図つた。

平成 21年度においては、病院が償還計画を短期間に作成するための様式の見直しを行つた。これによ t,病院での作

成及び各プロック事務所における確認の効率化を図った。

O 資金的に自立している病院の投贅の自由度・機動性を拡大する観点から、自己資金により整備する案件については、

平成 21年度から5年間の投資枠 (上限 2_ 5億 円)を設定し、投資枠内であオιlI病院の判断で整備可能とする枠組みを

新たに設け、 31病院に通知した。

(参 考)対象病院 :平成 20年度決算時点における再生プランの最終日標逮威病院

対象整備 :1件当たり1億 円未満の規模の工事

(特卿1の事情に応した投資)

O 病棟建替等を行 う場合、病院が自己資金の 1 3を 用意することを原則としているが、整備に伴 う収益増加や費用劇

減により1■ 来の収益が確保されるときは、自己資金 1/3が なくても投資を進める枠組みを明強化し、黒字病院、赤字

病院に関わらず、病院機能を向上させる部門を中心に投資することにより、患者の療養環境の改善と、病院の経営体カ

の向上及び自立性を高める整備を進めており、平成 21年度においては、整備条件にお Iす る建替後の経営目標の緩和や

建替に伴 う借入金の償還期間の延伸を認めるなどの支援措置を講し、投資を促進した。

平成21年度は自己資金 1./3の確保を求めない病棟建替整備として、天竜病院、舞鶴医療センター、南京都病院、

西新潟中央病院、あわら病院、柳井病院、東広島医療センター、まつもと医療センター、
"1府

医療センター、山口宇部

医療センターの 10病院 (旧病院3カ 所、旧療養所7カ所)を決定した。

,0 特別事情による病棟建替整備

黒字病院 合 計

(平成 21年度に病棟途書等整備を投資決定した病院)

0 同山医療センター (途 替病床歓609床 )、 天餞病院 (同 330床 )、 舞鶴医療センター (同 360床 )、 南京都病院

(間 350床 )、 あわら病院 (同 172床 )、 西新潟中央病院 (口 400床 )、 東埼玉病院 (同 430廉 )、 柳井病院 (同

280床 )、 点広島医療センター (口 70床及び外来管理治療練 )、 鳥取医療センター (同 177床 )、 広島西医療セン

ター (同 100床及び外来管理治療棟)、 千葉東病院 (同 120床 )、 金沢医療センター (放 射練治療練)、 まつもとE
療センター (同 220床 )、 ,1府医療センター (外 来警理治療練 )、 山口宇部医療センター (同 340床 )

O 中期日標 (中 期II画 期間中の施設設備整備投資額 1, 679億 円)に対する進拶

平成 21年度

中期計画期間中の投資宙 482億 円

投資額に対する割合

(黒 計額
/1,679億 円) 28 7%

3_病棟建替等 (大型案件)整備決定後の償遺性のフォローアップ

O 建替整備が決定した病院は、当核整備に係る債務を返済していくことになることから、平成 19年度以降毎年撻全た

病院経営を促すため、決定された整備の借還計画について継続的な検証を行い、償還困難と認められる経営状況となっ

た場合は、償還性が確保されるまでの間整備の凍結又は、費用削減等による経営改善を実施している。

(検 aE項 目)

C:前年度実績と決定時の収支差

※前年度実績が決定時より悪化した場合は、当腋年度実績における10年以内のキャッシュフロー累積状況

②前年度実績と決定時の患者数・診療点数の比較

4.自己資金を積極的に活用した医療機‖整購・施設整備

平成21年度においては、医療機器整備・施設整備について、自己資金や契約価格の合理化により、外部からの新たな僣

1入れをせず、必要な整備量を確保した。

医療機器整備については、総支払額が、258億 円 (内 訳 :当 腋病院の自己資金 82億円、他病院の預託金等171億円)

であり、平成20年度と比較して39 5%増 (病院の自己資金は82%増 )と なつた。

施設整備については、総支払額が、482億 円 (内訳 :当 練病院の自己資金69億円、他病院の預託金等413億円)で

あり、平成20年度と比較して15 6%増 幅 院の自己資金は35%増 )と なった。

※医療機器墜備及び施設整備の総支払額は平成21年 4月 ヽ平成22年 3月 の期間中の支払分であり、平成 20年度リ

前の投資決定整備に係る支払額が含まれている。
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4 機構が承継する債務の債遺

平成 21年度の償選を約定

どおり行 う。 約定とおり償選を確実に行つた.

【財政融資資金】

平成 21年度償還額

元金 47,242,234千 円

利息 13,375,286千 円

合計 60.617.520千 円

(参紛

I機関債】

平成21年度償還額
第2回債 3. 000, 000千 円

利息    33, 715千 円

(平成 20年度償動

49,966,882千 R(う ち繰上償還額 1,673,926千 円)

15, 325,578千 円(う ち繰上償還額42, 837千 円)

65, 292.460千 円

(平成 20年度償選額)

第 1回債  3, 000, 000千 円

利息     15,856千 円

"` 
菫
"●

ス●●n産●

1 瞑●● 60,000百万円

2 ●定される理由

Φ 選せ,文
"奎

の受入週延●に

よる贅0下足人のヽ

“● 彙鑽手● (ボーナス)の支総

●、,全綺り贅奎の出費への対

0 予定外●■嗜をの発生に伴う

4 短期僣入金の限度額

1 限度額

60,000百 万円

2 想定される理由
① 通膏費交付金の受入運

延等による資金不足

対応

② 業績手当 (ポーナス)

の支給等、資金繰 り

の出費への対応

③ 予定外の退職者
に伴う退職手当の支給等、

偶発的な出費増への対応

平成 21年度における短期借入金はない。
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に供 しようとするときはその計ロ

なし

第 5 重要な財産を譲渡し、又

は担保に供 しようとすると

きはその計目

なし

第 5 重要な財産 を腰波 |、 又は担保に供 しよ うとするときはその計画

平成21年度における重要な財産の議渡、又は担保に供する計Hlま なく、その実績もない。
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前月 中詢 口凛0■日の■■●■年

まにおいて、■
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慟夫日のネ餡 を受けた0■について ,

II来の,'("院  ●場の菫

“

 修

饉 匡燎●||●の購入0)■●●入

の質■に力てる|と とす0.

第 6 ‖余金の使逮

決算において剰余を生じ

た場合は、将来の検贅 (

院建物の整備・修繕、医療

機薔等の購入等)及び借入

金の償還に充てる。

平成 21年度決算における利益扁余金は、 348億円を汁上したことから、将来の投資 (病院建物の整備・修絡、

入等)及び借入金の償還に充てるための積立金とすることとしている。

平成 20年度決算において積立金として整理し、第二期中期日凛期間に繰り越した 507億 円 (平成 21年 6月

※運営費交付金の機村残額 32億円については、会計基準第80条第 3項の規定に従い口庫返納した,)に ついては、

平成 21年 7月 以降、建讐整備により新たに取得した日店資慶 554億円 (補助金を除 く)に 生て充当した。

利益嘉余金

平成 16年度   ―

平成 17年度   ―

平成 18年度   77億 円

平成 19年度 316億 円 (う ち施設設備整備積立金 77億 円)

平成 20年度 539億 円 (う ち積立金239億 円 ※会計基準第 30条第 3項による運営費交付金の振替額

行残額)32億 円については、国庫返納)

平成 21年度 348億 円
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日己計定    I      S     I ヽ

(総合的 な評定)

投資に当たってlt、 平成 20年度までの契約状況を分析 し

'工

事価格等の抑制に努
め、投資へ内部貪金 (病 院の自己資金、預託金等)を活用十ることにより、長期借ス
を行わずに必要な整備量を確保した。

長期借入金残高については、平成 20年度 (597. 145百 万円)と の比較で
8 4%減 少 (546. 903百 万円)し 、中期計画の目標 (5年間で 1割削減)を
大幅に上回るベースで縮減した。

借入金の元利償選については、約定通り確実な償還を行った.

内部資金 (病 院の自己資金、預

“

金等)を活用することにより、計目的な資金運用
を行い、短期借入金を必要としなかつた.

口時代の膨大な負債と老朽化した病院を数多く抱えながらの経営の中で、建築単
価の見直しをはじめとした様々な経営努力により、着実に日定負債を減少させたと
ともに、自己資金を活用することにより、新たな借入を行わず必要な投資を行った。
以上の実績および取組について高く評価する。

(各委員の評定理自)

・経営努力に動ま1した結果として外部‖連することなく病院機能を向上させ、長

"借入金残高を大幅に削減されたことは高く87価 さオじる。

[数値 目標]

・長期借 入金 1割削減

(第 1期中期計画期間終了時

長期借入金  597, 145百 万円)

平成20年度 (597, 145百 万円)と の比較て8 4%減 少 (546, 9ob
百万円)し 、中期計面の目標 (5年間で1日削減)を大幅に上回るベースで縮滅し
た。(業 務実績137頁参照)

181削 減)を大幅1ビ 上回るペースで縮滅していることは評価できる。
借入金の元利償選を約定通り行なうとともに計画的な資金運用により計口にはあ
つた短期借入金を不要とするなど申し分のない資金運用である。
各病院の機能の維持、向上を図りつつ投資を計画的、効率的に行なつており、僣

[評 価の視点]

.投資を計画的に行い、固定負い )減少を図るととも

に、個々の病院における建物や大型医療機器の投資
に当たって、長期借入金等の佑還確実性等や一定の

自己資金等を含め、基本的な考え方等は整備されて
ヽヽる力、

実績 :0
・内部資金の活用や建築コス トの合理化などにより、中期目標 (5年間で 2, 529

億円、平成 21年度実績 735億 円)を 上回るベースの整備量を確保しつつ、長期
借入金残高については、対前年度 8 4%、 502億円の縮減 (平成 20年度lt

8 2%、 530億円減)と なった。 (業務実績 137賣 参照)

間中の総投資額の3創近くを、内部資金の有効活用により実施するなど素1青 らし
い投資管理を行なっており高く評価する。

必要かつ無駄のない投資を行 うとともに、内部資金を活用したこともあり、EI画

的な資金運用により21年度も借人実績がなかったことは高く評価できる。
時価又は為替相場の変動等の影響を受ける資金や運用はなく、適切な資金運用を
行つているものと思料.

収支計画及び資金計画について、計画と実績とを比

較して乖離がある場合、その理由は合理的なものか。

実績 :O
・平均在院日数の短縮や地域連携による診療報酬にかかる上位基準の取得など経営改

善に向けた収益の増加や、経費削減等の努力を行つたことにより、計画を大幅に上
回る実績となった。 (業務実績 134頁参照)

・投資に当たっては、平成 20年度までの契約状況を分析し、工事価格等の抑制に努
め、投資へ内部資金 (病 院の自己資金、預託金等)を活用することにより、長期借
入を行わずに必要な整備量を確保した.(業務実績 137頁 参照)

び長期借入金の償還に充てる資金として必要な額の範囲内であり、過大な利益と
なっていない。             ′

施設整備、医療機器整備の順調な実行を評価する。

資金の運用であって、時価又は為替相場の変動等の

影響を受ける可能性があるものについて、次の事項

が明らかにされている力、 (1に ついては事前に明ら
かにされているか。)

i 資金運用の実績

五 資金運用の基本的方針 (具体的な投資行動の

意思決定主体、運用に係る主務大臣、法人、運用委

託先間の責任分担の考え方等)、 資産構成、運用実績
を評価するための基準 (以 下「運用方針等Jと いう。)

(政・独姜評価の視点)

実績 :一

・時価又はあ善相場の変動等の影響を受ける資金及び運用はない。 (業 務実績 137頁
参照)

資金の性格、運用方針等の設定主体及び規定内容を

踏まえて、法人の責任について十分に分析している
め、 (政・独委評価の視点)

実績 :―

・時価又:ま為替相場の変動等の影響を受ける資金及び運用はない。 (業 務実績 137貢
参照)

る計画について、計画と

実績とを比較して乖離がある場合、その理由は合
的なもの力、

日立病院機構全体として収支相償を維持しつつ、借

入金の元利償選を確実に行つている力、

短期借入金について、借入理由や借入額等の状況は

適切なものと認められる力、

固定資産等の活用状況等についての評価が行われて
いるか。活用状況等が不十分な場合は、その原因の

妥当性や有効活用又は処分等の法人の取組について
の評●lが行われている力、 (政・独委評価の視点)

・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及

会経済の安定等の公共上の見地から実施されること
が必要な業務を遂行するとい う法人の性格に照らし

過大な利益となっていないかについて

ている力、 (政・独委評価の視点)

平成 21年度においては、全面建替の供用開始が多く、施設整備に関して、中期計

画期間中の投資額 1, 679億 円に対して、482億円 (28_ 7%)と なってい

る。 (業務実績 140頁参照)

。また、医療機器整備に関しては、全面建書に伴 う投資枠の前倒 しにより集中的な更
新が行われたことから、中期計画期間中の投資額 850億円に対して、253億 円
(29 8%)と なっている.(業務実績 140頁 参照)

実績 :0
・約定通り確実な償還を行つた。 (業 務実績 141頁 参照)

実績 :〇

・計画的な資金運用を行い、短期借本金を必要としなかった。(業務実績 142頁参照)

実績 :0
・固定贅産尊については、自らの業務運営に有効活用するほか、自治体や学校法人

とと口整し、病院機能との連携を考慮した貸付等を行った。
また、老朽化した宿舎や建て替えのため使用しない病棟等については、企業会計

準により減損処理を行い、除却することとしており、除却後の土地は、病棟・宿
書の建て着えに有効活用するほか、病院機能との連携を考慮 した貸付等により育
活用を行つている。 (業務実績 121責参照)

実績 :O
・各病院の機能・ 規模による病院の運営方針に応 した、職員の適正菫置、平均在院 日

数の短縮や地域連続により診療報酬にかか奄上位基準の取得等を図るとともに、材
料費、人件費、委託費等に係るコス ト削減に努め、個々の病院においても収支相償
以上を目指し収支改善を推進 したことにより:当期絶利益348億 円を計上した。
利益剰余金については、経営基盤を安定させ、■の高い医療の提供に久くことの

できない新規投資 (中 期計画期間中総投資額 2. 529億 円)及び長期借入金
(20年度末残高5, 971億円)の償還に充当する資金として必要な額であり、

安定的な業務連行のために過大な利益とはなつていない。 (業務実績 144頁参照)



5 その他業務菫書に間する●晏●

人手に田する計ロ

国民のE"需 要や区凛環贅の

“

1七

になえ 良質なE環 を0● |うに■ll

していくために E“年のEttlt`

=せ "切
に配置する一方 まIL餞に

ついてはアウト,′ ―シング年に,め

るなと 一層の力■
`ヒ

を国ること.

また.必 要た 材ヽの■威やセカ国

0.ヽ事書●や■動を綺切に,う こ

彗:=関 する事項

人事 I=38,3計 日

0カ ●I

良 質
'E菫

をつ■的に■■ して

い く ため E“  手壌 師4の E凛

を,そ 漱については E凛 を取 り

■く状,の資化に応して景状に」

`ナ
/● .

特に 医

“

 看譲師

“
星に,す

る離保ヽ講を,1き 続き催tす ると

ともに 離晏防止ヤ復■,螢の■

■を

“

じる。

=た
 晨贅な人材の■によび■

力活用を図るため ら|き 続きプロ

ック的での■■-1=保月ヤヘ●女

湾を促0す るための人事■菫
`“を行うにか 'ハ な 材ヽの■黛キ

セカの口■を行うための研修を■

菫す るとltに は書
=層

用のコ

担についても推進する.

その他主務省令で定める

業務運営に関する事項

人事に関する計画

方針

第 フ

①

良質な医療を効率的に提

供 していくため、医師、看

護師等の医療従事者数につ

いては、医療を取 り巻く状

況の変化に応 して柔軟に対

応する。

特に、医師 看譲師不足

に対す る確保対策を引き続

き推進するとともに、離職

防止や復職支援の対策を講

じる。

技能職等の職種について

は、業務の簡秦化・迅速化、

アウトノーシング化を推進

し効率化を回る。

また、良質な人材の確保

及び有効活用を図るため、

プロック単位での議員一括

採用を行 うとともに、フロ

ック内での人事交流を促進

するよう人事調整会議の運

営を行 うほか、■為な人材
の育成や籠力の開発を行 う

ための研修を実施するとと

もに、障害者雇用の取組も

実施する.

第 7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

人事に関する計画

1 懇者のQOし の向上及び療贅介議事業への対応

患者のQOLの 向上のため、看護師の指示の下、入浴、食事、リト泄等のボディータッチを主として行 うとともに夜勤にも

対応できる新たな職種として、「療養介助職」を平成 17年度に創設 した。また、障害者自立束捜法に基づく筋ジス病棟等

における療養介護事業の実施に必要な人員も含め、平成 20年度までに 49病院で療美介助職を563名 を配置した。

さらに平成 21年度においては新たに 4病院で療美介助職を24名配員 (全 体で 166名 配置)し、その結果日立病院械

構全体でlt5 3病院で729名配置した。 (20年度 563名 -21年 度 729名  十,66名 )

今後も療養介議事業における患者のQOL向 上のため、引き続き介護必要度に応した療養介助職の充実強化を図ることと

している^

2.技能職の離職後の不補充並びに非常勤 1じ及びアウトツーシング化の経続 (再掲)     |
技能職については、業務の簡秦化・迅速化を回り、常勤職員の離職後の後補充は行わず、短時間の非常鶴職員ての後補売

又は、アウトノーシング化を回つた。

なお、業務委ICに ついても、検査部門におけるプランチラボを9病院、給食業務の全面委託を11病院で導入し、引き費
き効果的な運営を行った。

3.良質な人材の確保及び有効活用

良質な人材の確保及び有効活用を図るため、平成 21年 度においても引き続き、院長の選任にあたっては、適材適所を補
底し、また、■員の採用にあたらては、プロック単位で実施するとともにプロック内での人事交流を促進するため、プロッ

ク担当理事が任命権を有する職員の人事異動のコ整を行う人事口整会議を開催し、平成22年 4月 1日 付け人事異動等につ

き、通正に調整を行つた。

4 研修の実施

有為な人材育成や能力の開発を行 うため、日立病院機構本部研修委員会に Itり 研修FI面 (駒虔21年 3月 )を 策定し、実

施した。

平成 21年度の計画においても平成20年度に引き続き、院長 副院長等の管理・監督者に必要な病院の管理運営に関す

る知離の習得及び管理運営能力の向上を図るため、院長研修、副院長研修、統括診療部長研修並びに事務 (部 ,長研修を実

施し、また、業績評価‖度の導入に伴う評価者の客観的で公平な立嬌で評価を行うための研修等を実施 した。

なお、平成 21年度に実施した研修は、以下のとおりである。

(1)国 立病院機構本部における院長研修・業績評価に係る研修等の実施

院長研修 16名
副院長研修 19名
続括診療部長研修 17名
事務部長研修 38名
評価者研修 437名  など、

27コ ース実施  1, 988名 が受講

(2)プ ロック事務所における医療安全対策研修等の実施

184コ ース実施  6. 365名 が受講

方針①

(3)病院における感染管理研修等の実施

5. 246コ ース実施  200. 828名 が受請

5 医師確保対策の推進

(1)人 材育成キャリア支援室の設置 (再掲 )

平成 21年 4月 、機構本部に 1人材育成キャリア支援室」を設置し、専修医制度の研修コースや研修プログラムの充実、

日立病院機構に就職した医師の知餞・技術の向上に向けた研修体制の整備、医師としてのキャリア形成を支援する体制の

確立等を行っていくこととしている̂

平成 22年 3月 には、日立病院機構における臨床研修の理念や研修体‖等について、実際に研修を受けている研修匡や

専修医の声や指導医の声も交えなから紹介する研修医・専修医向け情報機「NHO NEW WAVE」 を創TIし た。

また、全人的医療を推進できる医師の青成を行 うために、豊富な症例を有する日立病院機構のネットワークを活用 した

研修E・ 専修匡に対する研修の企画立案、研修指導体制の充実に向けた検討を行つた.

(2)諧 手当の改善

O 国において象急医療及び産科医療をleう 勤務医の処遇改善を支援する補助桐度を創設したことに準して散急医療体

制等確保手当を創設し、平成 21年 4月 に施気

O 国が、医師の給与について、初任給調整手当を引き上げしたことに伴い、地方の病院に働務する医師が多いことを

総合的に判断して、国の上げ幅の約半分の引き上げ||(初年度から26年 目まで一律月 50,000円 引上げ (27
年目以降は引上げ幅を逓減))tこ てE師手当の引き上げを実施、平成21年 4月 に施往

(3)そ の他

○ 医師の給与その他について記載したバンフレット「けっこういいぞ!!NH01を 、大学等関係機関へ配布してい

る.

0 平成 18年度に医師確保が国籠な目立病院機構病院ての診療にあたることを希望 した定年予定医師が引き織き勤務

できるシエアフロンティア制度を創設したところであるが、平成 19年度において 1人 実績があるが、腋当医師につ

いてきらに平成 22年 3月 に勤務延長を実施するとともに、平成 21年度においては、退職予定医師 (2名 )に対し

平成 23年 3月 末まで勤務延長を実施した。

O 特に医師確保に問題のある病院については、大学等関係機関への医師派遣の働きかけにおいて、本部が主導的役,
を果たしている。

6 ●護師確保対策の推進 (再掲)

新採用看護師が看護実践に必要な毎麟・技術を習得し、卒後の リアリティショックを最小限にすること、及び院内・院外

をローテーションすることにより、新採用看護師がやりたい看護を明確にし、自己の適性を知った上で職場選択することに

より、職場定着を促し離職防止を図るとともに、看護師確保困難施設への看護師供給にもつなげていくことを目的とし、平

成 22年度からの導入に向けて、平成 21年度中に4回 のワーキングを開催し、2つの機構病院にて研修を開始することが

決定された。

I奨学金の貸与状況】

国立病院機構で看護に従事する意思をもつた看護学生に対し、奨学金を貸与する制度を平成 18年度より創設 し、

平成 19年 4月 より延べ296名が事業し機構病院で勤務 しており、看護師確保対策一方策として制度の活用を図つ

ている。

平成 18年度  20名 (内 平成 19年 3月 に卒業する 14名 全てが、機構病院に動務)

平成 19年度  38名 (内 平成20年 3月 に卒業する ,0名 全てが、機構病院に勤務)

平成 20年度 131名 (内 平成21年 3月 に卒業する 53名 全てが、機構病院に勤務)

平成 21年度 457名 (内 平成22年 3月 に卒業する224名 中219名 が、機構病院に勤務 ,



そのFLに 、
(1)急性期医療を提供している病院と慢性期医療を提供している病院に勤務している看護師とが病院F4交流研修を行い、実
際の現場で体験し学ぶことにより、看護師薇躙 鮭病院が■っている政策医療分野の看護苺についても興味を持たせ、嘉
院間異動を推進し職員のキャリア形成及び組織活性化のための素地を創るための取組を行つた。

(2)潜在看護師に対する離職後のギャップを解消することを目的に、最近の看事の動向などをテーマとした公開講座や講習
会を積極的に実施し、平成 22年 4月 には、当敏参加者から17名 を採用している。

○潜在看護師を対象とした研修会・講習会実施回歓
平成20年度 :47病院 73回 参加人数 279人 → Ⅵ戌21年度 :60病院 69回  参加人数 299人

(3)看護師募集対策のため、本部にて「けっこういいぞNHO 看護職版 (2009年版)Jを作成し、各プロック事務所
及び各病院に配布し、擦用活動に活用した。

:内 容】
・目立病院機構の概姜、看護業務内容の紹介
・日立病院機構の福利厚生について
・キャリアアップについて
・日立病院機構病院一覧

【作成部数】
平成20年度 30. 000部 → 平成21年度 33, 300部

14)夜間看議等手当の単価改定を実施し、平成21年 4月 に施行。

7.障害者籠用に対する取組
障害者の層用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第 123号)に基づく、法定雇用率 (常用労働者に対して2 1%)

の達成を維持すべく、委託範囲や業務分担の見直し等により障害者の雇用に努めた結果、平成 22年 4月 1日 現在で
2 43%と 維持している.

:説明資料】

資料31:療養介助職の配置による効果 [169頁 ]

資料32:療養介助職配置病院 [175頁 ]

資料93:研修実施状況 [417貢 ]

資料94:日立病院機構の医師処遇バンフレリト「けっこういいぞ 1,N HOJ[440頁 ]

資料95:日立病院機構の看護師処遇バンフレット「けっこういいぞ !NHO 看護職版,[447頁 ]
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② 人員に係る指標

技能職について、平成

21年 度 にお い ては

142人 の純減を回る。

(※  中期計画△ 710
人■5=142人 )

技能職の削減 (再掲)

技能職については、平成 21年度において 142名 の削減を計画のところ、これを上回る198名 の純減を図つた。

これまでの削減状況

平成 16年度  純減数

平成 17年度  純減敗

平成 18年度  純減数

平成 19年度  純減敷

平成 20年度  純減数

平成 21年度  純減数

258名  純減率 7 2%
211名  純減率 5 9%
236名  純減率 6 6●/0

263名  純減率 7 3%
239名  純減率 6 7%
198名  純減率 5 5%
405名  純減率 39 2%(純 減数 1,405名 ./H16'期 首 3, 587名 )

:税明資料】

資料79:技能職員■名別在職状況 [363買 ]



広■に||す る事項

目立■臨薇機の 役割 ■務等につ

いて積饉めな広報に,めること.

広■に口する事項

■たしている●|■ 彙葛等について

広く目■●理解が■られるように

■極的な広輌 1=年■倍に努める.

広報に関する事項

広報活動の充実に向けて機

構全体の総合バンフレットを

作成するとともに、本部によ

る外部広報誌の発行等、さら

なる情報発信ツー /1に ついて

の検討を行 う。また、各病院

における トビックスの情報収

集のルール化を回り、本部ホ

ームページでの公表をはじめ

とした各種情報発信ができる

体制を整備していく.

2 広報 に関す る手政

日立病院機構の使命や役割、業務等について、広く国民の理解が得られるよう、総合バンフレットゃ外部広報誌の発行等に

より、積極的な広報・情線受信を行つた。

(1)機構全体の総合バンフレットの作成

国立病院機構の使命や役割、業務等について、図や写真を多用した分かりやすいバンフレットを作成した。
バンフレットは、平成 21年 10月 に行わオした日立病院機構総合医学会において会颯や駅のプニスで配付するなど、広

報に活用するとともに、地域の医療機関や大学、看護学校等養成所に配付 し、医師や看護師の確保にも役立てている.(平

成 21年 10月 以降、約4,000部 を配付済み)

(2)研修医・専修医向け情報紙「NHO NEW WAVEJの 創刊

日立病院機構における臨床研修の理念や研修体制等について、実際に研修を受けている研修医・専修医の声や指導國

声も交えながら紹介する研修医・専修医向け情報縁「NHO NEW WAVE」 を平成 22年 3月 に創刊した。

この情報紙により、研修医や専修医が研修先病院を選ぶ際の参考にするとともに、すでに国立病院機構で研修を受けて

いる研修医同士の棋のつながりができ、よリー層有意義な研修を送れるよう、パックアツプすることを狙いとしている.

(3)ホームベージの充実

木都ホームページに各病院の トビックスを情報発信するカテゴリーを設置し、本部ホームページにおいて各病院の ト

ビックスを見ることができるようにするとともに、バンフレット等のe book化 や、病院検索コンテンツにFlashを活用す

るなど、ホームページを見やすくする工夫をした。

※etook化 :紙面で見るのと同様、パラバラとページをめくりながら餞むことができる形式にした。

Flashの 活用 :144病院の所在地が示さ1している日本地回を、マウスの動きで画像が変化するアニメーション形

式にした。

【説明資料:

資料68:情報紙 fNHO NEW WAVEl[319買 ]

評 価 ′)攪 点    :
:評価項 目14 人事に関する,I面

広電に関す る||口 l

自己評定    I     A     I
(お 合|う な評定)

技鮨職については 198名減少した。これは日標饉 (142人肖1減 )を上回ってお

り、中期計国の達成に向けて着実に進展している.

病院長をはじめとした管理 監督者に対する研修を実施 し、病院の管理運営に関す

る知臓の習得及び管理運営能力の向上を回つている.ま た、業務能力向上のための医

事業務研修や病院経営研修、医療機関における実習など実践的な知識・技術等の修得

を目的とした各種専門研修を実施し、職員の能力開発に努めている.

医師1■議師等の医療従事者については、心神喪夫者等医療観察法に基づく専門病

棟の運営及び障害者自立支援法に基づく筋ジス病棟年における療義介議事業等国の制

度の創設や改正に伴 う人材確保、地城医療計画を踏まえた牧急医療、周産期医療等 ヽ

の対応や政策医療の推進への対応に伴 う人材確保の他、医療サービスの質の向上、鱚

療安全の確保及び患者の処遇の改善等にも留意 しつつ、適正な人員la置 に努めている。

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づ く、法定雇用率達成を維持し、障害者層

用の取組を推進している。

機構全体の総合バンフレットや、研修医向け外部広報誌 rNHO NEW WAVEJ
尋により積極的な情IE発 信に努めている。

評  π   I   A   I
(委員会としての評定理由)

技鮨職の削減について、計画を上回つた実績をあげるとともに、疲養介助職の増

員を評価する。また、医師確保対策として、「人材育成キャリア支援室Jの設置や

医師手当等諸手当の改善、さらには、医師向けパンフレット

`乍

成など積極的な広報

・情報発信を評価する。

(各 委員の評定理由)

。人件費抑制に留意しつつ、機構に求められる、法律上の様々な要請や政策lF療 の

推進のため、医療従事者の適正配置に大変な努力をしていることは評価できる
^

・息者の00Lの 向上を考え、療養介助職の人員を増カロさせたり、良質な人材確保
のための努力、さらに人材の青成や能力開発のための研修に力を入オしていること

は諄価できる。
・障害者雇用に対する取組もしっかり行っており、今後もこのような努力の維続が

望まれる。
・技能職については、21年度において 142名 の削減計日のところ、これを上回

[数 値目標]

技能職について中期目標期間中に710人の純減 ・技能職についてlt1 9 8名 減少し、その結果、目標値 (710人■ 5年 ‐142人
削減)を 上回つた。 (業 務実績 150頁参照)

・国立病院機構の総合バンフレットを作成し、地域の医療機関や大学等に配付する

とともに、研修医・専修医向け情報紙 「NHO NEW WAVEJを 22年 3

月に創刊するなど、積極的な広報 情報発信を行つていることは評価できる。

・医師確保対策として人件費抑制を考慮しつつ、諸手当の改善を行なうとともに人

材育成キャリア支援室の新設、研修E等向けの情報誌の創刊など今後に効果が期

待できる取組みを実施しており評価する。
・医師手当・散3医療体制等確保手当の改定を実施するなど、医師・看護師の処遇

改善に努めており、37価 できる.

・ 全職員について実績評価を実施する体制を整備し、昇給についても業績評価結果

を反映し職員の成機 能力に基づく運用を図つており、評価できる.

[評 価σ,視点]

法人の業務改善のための具体的なイニシアディフを

把握・分析し、評価しているか、 (政  独書評価の視

点)【 第7 その他主務省令で定める業務運営に開十

る事項腋当部分】

実績 :O
・病院長をはじめとした管理・監督者に対する研修を実施し、病院の管理運営に101

る知餞の習得及び管理運営能力の向上を図つている.(業務案絞 147頁 参照)

・業務能力向上のための医事業務研修や病院経営研修、医療機関における実習など,

践的な知識 技術等の修得を目的とした各種専円研修を実施し、職員の能力開発の

取組を行っている。 (業務実績 147貢参照 )

良質な医療を効率的に提供するために、医師、

師等の医療従事者を適切に配にするとともに、

看護師不足に対する確保対策に取り組んてい

雛
断
仏

実績 10
医師、■護師等の医療従事者についてli、 心神喪大者等医療観察法に基づく専門病

棟の運営及び障害者自立支援法に基づく筋ジス病棟等における療養介議事業等国の

制度の創設や改正に伴 う人材確保、地域医療静口を踏まえた救急医療、周産期医療

等への対応や政策医療の推進への対応に伴 う人材確保の他、医療サービスの質の向

上、医療安全の確保及び患者の処遇の改善等にも留意しつつ、通正な人員配置を

行つた。 (業務実績 101買参照)

平成 21年 4月 に、医師手当・教急医療体制導確保手当の改定を実施するなど匡師

・春観師の処遇改善に努めた。 (業務実績 1■ 6買参照)

看護師確保の具体的対策を検討する委員会で決定した看護師確保を推進していくた

め、具体的対策を順次実施し、踊贅lS年度創設の奨学金制度による奨学生が回立

病院機構病院に延べ 296名勤務している。 (業 務実績 148頁参照)

の計画を立て、実施するなど、良質な人材の確保、育成 能力IR発 に努めており、

評価できる。

・病院長など管理、監督者及び各種専門の研修を行い職員の能力開発に努めている。

・看護師確保の為の奨学金制度の充実を評価する.

(そ の他の意見 )

・ "知 つてもらいたい"と いう広報の姿勢はさらに努力を続けて飲しい。

事に関する計画も次の世代のニーズに応える日標をしつかりと見極めて11来 に備

えて戴きたい。

・適正な人事配置、研修等、人事面での努力も評価てきる。ただ、医療は言うまで

もなく、質の高い人材によって国民、患者の安心を得られるものであるからt近
い将来を見据えながらより良質な医療の提供という観点を重視した人事政策を強

く求めたい。



ついで、適切に行うようシステムの確立を目つて,

る力、

・目立瘤脇機構の役嘲、業務等について、積極的な広

報に努めている力、

:すF覇ツ:線是器権F駕魔ぎ舞講ま:襟雛錢彙こ窓t
職員わ成績・能力に基づく運用を目つてい0.(業務実績 85貢参厠 ■

・有為な人材育成や籠ヵの開発を行 うたり、事事長、各プロッタ担当理事及
長が、所属する職員の書体の必要性を把撮し、研修の計目を立て真菫した
績 147買参臓     ・

・障害者雇用については、委籠筆目や業務分担の見菫し等による雇用促造の取組によ
り、障害者の雇用0促進等に関する法律 (昭 和 35年法律第123号)に基づく、
法定雇用申 (常用労●者に対して2. 1%)の 達成を維持した (平成22年 4月 1

日現在で2.43%)(業 務実績1491●動

・機構全体の総合バンフレットや、研修医向け外部広報誌「NHO NEW WAVEJ
書により積極的な情報発信をすることに努めた。 嚇 奏績 151買参照)


